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1．はじめに

平成23年3月11日に東京電力株式会社（以下「東京電力」という。）福

島第一原子力発電所で発生した事故を踏まえ、原子力安全・保安院（以下「当

院」という。）は、同年3月30日、各事業者に対して、同程度の津波により

全交流電源喪失に至ったとしても、炉心損傷など深刻な事態を回避し、冷温停

止状態に繋げるための対策として、緊急安全対策の実施を指示し、同年5月6

日にはそれらの実施状況に対する確認結果を公表した。また、その後も各事業

者に対して外部電源の信頼性向上や万一シビアアクシデントが発生した場合の

対策を指示し、それらの実施状況を確認してきた。

こうした中､平成23年7月6日、班目春樹原子力安全委員会委員長より海

江田万里経済産業大臣に対し、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所にお

ける事故を踏まえた既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に関

する報告について」（平成23年7月6日付け23安委決第7号）により、既

設の発電用原子炉施設について、設計上の想定を超える外部事象に対する頑健

性に関して総合的に評価を行うこと、また、このための総合的な評価手法及び

実施計画を作成し原子力安全委員会（以下「安全委員会」という。）に対して

報告するよう要請があった（別添1）。

同月11日には、枝野幸男内閣官房長官、海江田万里経済産業大臣及び細野

豪志内閣府特命担当大臣の連名により、「我が国原子力発電所の安全性の確認

について」が公表され、新たな手続き、ルールに基づく安全評価を実施するこ

ととされ、同評価は一次評価と二次評価により行うこと、一次評価は定期検査

中で起動準備の整った原子力発電所について順次、安全上重要な施設・機器等

が設計上の想定を超える事象に対し、どの程度の安全裕度を有するかの評価を

実施することとされた（別添2）。

これらを受けて、当院は、総合的な安全評価に関する評価手法及び実施計画

案を作成し、同月15日と21日の二度にわたり安全委員会に報告し、同月2

1日に安全委員会の了承を得たため、翌22日に、各発電用原子炉設置者に対

して、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設

の発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に関する評価手法及び実施計

画」（以下「実施計画」という、別添3。）に基づき、発電用原子炉施設の安

全性に関する総合的評価（以下「ストレステスト」という。）を行い、その結

果について、当院に対して報告することを求めた。

これを受けて、同年11月14日に、四国電力株式会社（以下「四国電力」

という。）より、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏

まえた伊方発電所3号機の安全性に関する総合評価（一次評価）の結果につい

て（報告)」（以下「事業者報告書」という｡）が当院に提出された。
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当院では、「発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に係る意見聴取

会」（以下「意見聴取会」という｡）を設置・開催し、専門家からの意見聴取を

行いつつ、四国電力へのヒアリングや現地調査により審査を行った。

本審査書は、四国電力より提出のあった事業者報告書について、当院の審査結

果をとりまとめたものである。なお、これまでの審査の主な経緯は、以下のと

おりである。

＜審査の主な経緯＞

平成23年11月14日第1回意見聴取会を開催。当院からストレステスト

（一次評価）に関する審査の視点（案）について説明し、委員から意見を聴

取した。

平成23年11月17日ストレステストに関する国際セミナーを開催。欧州

をはじめとする海外の専門家を招へいし、各国のストレステストに関する取

組の紹介及び意見交換（パネルディスカッション）を実施。

平成23年11月18日第2回意見聴取会を開催。前日の国際セミナーに参

加された海外の専門家にも参加していただき、各国のストレステストに関す

る取組の紹介と意見交換を実施。

平成23年11月29日第3回意見聴取会を開催。四国電力より伊方発電所

3号機のストレステスト評価について説明がなされ、委員から意見を聴取し

た。

平成23年12月8日第4回意見聴取会を開催。四国電力より伊方発電所

3号機のストレステスト評価について説明がなされ、委員から意見を聴取し

た。

平成24年1月18日第7回意見聴取会を開催。当院より伊方発電所3号

機の審査における主要な論点整理について説明し、委員から意見を聴取した。

平成24年2月8日第8回意見聴取会を開催。当院より伊方発電所3号

機の審査における主要な論点整理について説明し、委員から意見を聴取した。

平成24年2月20日第9回意見聴取会を開催。当院より伊方発電所3号

機の審査における主要な論点整理について説明し、委員から意見を聴取した。

平成24年2月24，25日当院及び独立行政法人原子力安全基盤機構（以

下「基盤機構」という｡）により、伊方発電所において現地調査を実施した。

平成24年3月9日第10回意見聴取会を開催。当院より伊方発電所3

号機の審査書（案）について説明し、委員から意見を聴取した。

平成24年3月19日第11回意見聴取会を開催。当院より伊方発電所3

号機の審査書（案）について説明し､委員から意見を聴取した。
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また、当院における審査にあたっては、基盤機構の技術支援を受けた。具体的

な支援内容は以下のとおりである。

＞意見聴取会の机上資料として用いたプラント整理表（案）等の原案作成

＞審査のためのヒアリングにおける四国電力からの説明に対する技術的なコ

メント及び評価

〉審査における主要な論点整理の作成段階における技術的なコメント

＞平成24年2月24，25日に実施した伊方発電所3号機の現地調査への

同行

＞審査書(案)の原案作成段階における技術的な協力

8
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2．伊方発電所の概要

2．1伊方発電所の概要

伊方発電所は、昭和52年9月に1号機（電気出力56．6万kW)、昭和
57年3月に2号機（同56．6万kW)、平成6年12月に3号機（同89.

0万kW)が営業運転を開始した。3基合計の電気出力（定格）は202.2

万kWの原子力発電所である。原子炉型式はいずれも加圧水型原子炉で、3号

機は、蒸気発生器（以下「SG」という。）を3つ有する3ループである。
また、伊方発電所3号機は、平成22年3月から、ウラン・プルトニウム混

合酸化物燃料（以下「MOX燃料」という｡)を装荷した運転を行っている。

2．2発電所が位置する周辺の地勢の概要

伊方発電所は､伊方町に立地し、四国の西北端から九州に向かって細長く伸
びた佐田岬半島の瀬戸内海に面した付根に位置している｡敷地面積は約86万

rn2であり、西側に1号機及び2号機、東側に3号機が配置されている。敷地

の形状は､標高200m前後の山に囲まれた起伏の多い丘陵地であり、敷地の

西側及び北側が瀬戸内海に面し、取水口及び放水口が配置されている。（図2

－1、図2－2）、図
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2．3発電所の主要な設備の概要

伊方発電所3号機の主要な仕様は以下のとおりである。また、系統は、図2

－3のとおりである。

項目

原子炉熱出力

定格電気出力

燃料集合体

炉心全ウラン量

炉心 炉心全ウラン･プル

トニウム量

制御棒クラスタ

原子炉容器
高さ

内径

原子炉格納容器
高さ

内径

蓄圧注入系

ECCS 高圧注入系

低圧注入系

化学体積制御設備

原子炉補機冷却水設備

原子炉補機冷却海水設備

非常用ディーゼル発電機

補助給水ポンプ

使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力

仕様

約265．2万kW

89 . 0 万 k W

157体

約74トン

約74トン

48体

約12m

約4.0m

約77m

約40m

蓄圧タンク（3基）

高圧注入ポンプ（2台）

燃料取替用水タンク（1基）

余熱除去ポンプ（2台）

ほう酸タンク（2基）

ほう酸ポンプ（2台）

充てんポンプ（3台）

原子炉補機冷却水ポンプ（4台）

原子炉補機冷却水冷却器（4基）

海水ポンプ（4台）
－ 申

2台

電動（2台）、タービン動（1台）

17 805体

(全炉心燃料の約1,150%相当分）

2．4伊方発電所の緊急安全対策等の実施について

（1）当院の指示への対応

当院は、平成23年3月30日に「平成23年福島第一・第二原子力発電所

事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について（指示)」に基づき、
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津波により全交流電源の喪失、原子炉及び使用済燃料貯蔵プールの冷却機能の
喪失が生じた場合においても、炉心損傷など深刻な事態を避けるために必要な
対策を講じることを指示した。

四国電力は、同指示を踏まえ、300kVAの電源車(3台)、消防自動車(2
台）及び可搬型消防ポンプ（2台）の配備、消防自動車燃料用の軽油約20,
OOOリットルの備蓄、並びに3号機に関して東京湾平均海面（以下「T.P.」
という｡）＋14．2mまでの範囲について浸水対策の実施等を講じたとしてい
る。当院は、同年4月25日に、四国電力より、この実施結果について「平成
23年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状
況報告書」により報告を受け、立入検査を実施し、その実施内容を確認した。
またぐ当院は、同年6月7日に「平成23年福島第一原子力発電所事故を踏

まえた他の原子力発電所におけるシビアアクシデントへの対応に関する措置の
実施について（指示)」に基づき、①中央制御室の作業環境の確保、②緊急時に
おける発電所構内通信手段の確保、③高線量対応防護服等の資機材の確保及び
放射線管理のための体制の整備、④水素爆発防止対策、⑤がれき撤去用の重機
の配備の実施を指示した。

四国電力は、同年6月14日、同指示を踏まえた対策を「平成23年福島第
一原子力発電所事故を踏まえたシビアアクシデントへの対応に関する措置に係
る実施状況報告書」として当院に報告し、当院は立入検査によりその実施内容
を確認した。

（2）その後の強化対策

四国電力は、当院の指示への対応に加え、炉心や使用済燃料の損傷防止に対
する一層の信頼性向上のため、平成23年7月、3号機のためにより電源容量
の大きい電源車(4,500kVA1台）を配備したとしている。その後、
各号機に配備した電源車に代えて、燃費性能の向上の観点から、1,825k
VAの電源車4台(1号機:1台、2号機:1台、3号機:2台）を配備し、
その運用を開始したとしている。同年7月以降、同設備により、炉心冷却の維
持のために必要なタービン動補助給水ポンプに加え、電動補助給水ポンプを稼
動できるなど、原子炉の状態監視計器や原子炉の冷却機能に必要な機器等に安
定的に電力を供給することができるとしている。同設備は、津波の影響を受け
ない発電所内の高台に設置するとともに、電源系統に容易に接続できるようケ
ーブル等を一部恒設化したとしている。

また､海水ポンプが機能喪失した場合の代替として海水取水用水中ポンプ(1
号機：8台、2号機：配備していない（平成23年12月22日時点の状況で
あり、平成24年3月末には配備予定)、3号機：12台）の配備、消防自動車
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が使用不可となった場合の代替として可搬型消防ポンプを予備も含め6台配備

したとしている｡更に、可搬型消防ポンプの燃料であるガソリンについては、

平成24年1月31日に、新たに発電所の高台に屋外貯蔵所を設けて1リット

ル缶1,980個を配備したとしている。

これら強化後の緊急安全対策等に係る設備の概要を、図2－4に示す。
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3．当院による審査の方針

3．1審査の基本的な考え方

当院は、事業者報告書について、当院が策定した実施計画に記載されている

実施方法や実施事項に沿っているか、その内容が適切であるかについて確認を
行い、確認結果について審査書にとりまとめた。なお、審査にあたっては、関
西電力株式会社大飯発電所3号機及び4号機に対する審査と同様の考え方を用

いた。

審査にあたっては、「ストレステスト（一次評価）に関する審査の視点（案）」

（別添4）を策定し、意見聴取会において専門家からの意見を聴取した上でこれ
を定め、これを中心に確認することとした。

3．2審査の方法

当院及び基盤機構により、四国電力からヒアリングを行うとともに、必要に

応じ追加資料の提出を求め、審査を進めた。また、伊方発電所において、地震

に対する防護措置の耐性､津波が設備に及ぼす影響、運転員等のアクセスルー

ト及び操作・作業現場の状況、要員の参集ルートの状況、緊急安全対策等にお

いて整備した設備等の保管状況並びに品質保証体制に関して現地調査による確

認を実施した｡現地調査では､改善が必要と考えられる点について指摘を行い、

指摘を踏まえた措置に関する四国電力からの回答を審査に反映した。

更に、専門家による意見聴取会を設置し、専門家から技術的意見を聴取する
とともに、四国電力への質問、四国電力からの説明の聴取、当院がとりまとめ

た論点に対する審議等を実施した。

なお、当院は、本審査書を安全委員会に報告し、その妥当性の確認を求める。

3．3透明性の確保

審査過程の透明性確保の観点から、意見聴取会は公開で実施するとともに、

当院のホームページには本件に係る情報を一括して掲載する専用のホームペー
ジを設け、意見聴取会の配布資料や議事録を掲載するとともに、当院及び基盤
機構による四国電力からのヒアリングについても、ヒアリング終了後に議事概

要等を掲載した。また、当院のホームページには、ストレステストの審査で確
認すべき技術的事項について、一般の方々からの質問や要望を常時受け付ける

窓口を設け、寄せられた質問は、とりまとめて公表するとともに、当院の評価
がまとまった段階で、寄せられた意見に対する考え方を公表することとした。

また、これらの意見については意見聴取会の委員にも共有した。
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3．4審査の時点

事業者報告書においては、平成23年9月30日を評価時点とするとされて

おり、基本的にその時点における施設と管理状況を審査の対象とするが、その

時点以降に、四国電力自らが講じた措置や、当院の指摘に基づいて実施した措

置等があることから、ヒアリングや現地調査において、その内容が確認された

場合には、これらを評価の対象に含めることとした。

3．5審査の体制

事業者報告書の審査は､当院及び基盤機構によって実施し、当院においては、

吉野統括安全審査官以下4名のチームが、また、基盤機構においては、原子力

システム安全部及び耐震安全部が主に対応し､最終的には、当院の責任におい

て確認結果を本審査書にとりまとめた。

3．6本審査書の構成

本報告書においては、4章以降に事業者報告書に対する確認結果を記載する。

4章においては、ストレステスト評価作業を実施するにあたっての四国電力

の品質保証体制について記載した。

5章から7章においては、設計上の想定を超える外的事象（地震及び津波）

に対する評価を扱い、5章においては地震を、6章においては津波を、7章に

おいては地震と津波の重畳について記載した。

8章から10章においては､全交流電源喪失事象及び最終的な熱の逃し場(最

終ヒートシンク）の喪失（以下『最終ヒートシンク喪失」という｡）事象に対す

る評価を扱い、8章においては全交流電源喪失事象を、9章においては最終ヒ

ートシンク喪失事象を、10章においては、これらの事象と地震。津波が重畳

した場合に冷却が継続できる時間の評価を記載した。

11章においては、これまでに講じられたシビアアクシデント･マネジメン

トの評価について記載した。

12章においては、前章までの評価を踏まえ、伊方発電所3号機のストレス

テスト結果に対する当院の見解を記載した。

なお、伊方発電所において実施した現地調査で確認した内容等については、

上記の関係する箇所にそれぞれ記載した（別添5)。
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4．品質保証体制に関する評価

本章においては、四国電力がストレステストに関する作業を実施するにあた

り、品質を保証するための取組が適切になされているかどうかを確認した。

その結果､四国電力には､品質保証のために定めた文書が存在していること、

調達先に委託して実施する作業及び四国電力が自社内で実施する作業のそれぞ

れについて、計画や手順が業務文書として定められ、検証等が適切に実施され

ていることなどから、当院としては、ストレステストに係る四国電力の品質保

証の取組は適切なものと判断する。

以下、当院が確認した内容の詳細について記載する。

4．1四国電力における品質保証体制

（1）計画書の策定

四国電力においては、ストレステスト及び事業者報告書の作成業務を実施す

るにあたり、「原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4

111-2009(日本電気協会の原子力規格委員会が発行する学協会規格の

ひとつ。以下「JEAC品質保証規程』という。))」を適用した伊方発電所

原子炉施設保安規定に基づく社内規定「原子力発電所品質保証基準」、社内規

定（「原子力部設計/調達管理標準」及び「土木建築部設計/調達管理標準

（原子力発電所）」）（以下「社内規定「設計/調達管理標準」」という。）に

より実施したとしている。また、品質保証担当部署が、「伊方発電所の安全性

に関する総合的評価に係る品質保証活動の取り組みについて」（以下「総合的

評価に係る計画」という。）を策定し、目的、評価体制、解析業務の検証、事

業者報告書の検証等を明確化したとしている。

更に解析業務を受注者から調達する場合は、「原子力施設における許認可申

請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン(JANTI-GQA-01－第

1版（日本原子力技術協会が定める民間規格のひとつ））」を反映して定めら

れた社内規定「設計/調達管理標準」に記載された取組を適用し、総合的評価に

係る計画において、一連のプロセス（解析業務の計画、計算機プログラムの検

証、入力根拠の作成、入力結果の確認、解析結果の検証等）の確認のため、チ

ェックシートを用いて検証方法を明確にしたとしている。

また､解析業務を自社で実施する場合には､総合的評価に係る計画において、

一連のプロセス（計算式の検証、入力根拠、入力結果及び解析結果の検証）の

確認のため、チエックシートを用いて検証方法を明確にしたとしている。
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（2）解析業務等の検証について

四国電力は、調達先及び四国電力での解析業務（過去の解析結果等を引用し
ている場合も含む)が､社内規定に定める要求事項を遵守しているかについて、

以下のとおり検証したとしている。

1）調達先での解析業務の場合

調達先での解析業務については､調達先からの関係文書の徴収及び調達先へ
調査に赴くことにより検証を行ったとしている。

受注者が作成する解析業務の計画書については､解析プロセスにおける計算
機プログラムの検証等の手順が明確に定められていることを確認したとして
いる。

解析プロセスの確認については､受注者が解析業務の一連のプロセスを適切
に実施していることをチエックシートに基づき、全数確認したとしている。
また､これに加え､調達先に赴き､調達先の解析業務の実績などを勘案して、

入力根拠などについて出典元との照合等を抜き取りで確認したとしている。
四国電力の担当者は､上記の解析プロセスの全数確認及び出典元との照合等

による抜き取り確認により、四国電力からの調達要求事項が遵守されているこ
とを確認し、各個別評価項目等の責任者（以下「担当GL」という。）がその
確認結果を承認したとしている。

2)四国電力での解析業務の場合

自社での解析業務については、計算機プログラムを使用したものではなく、
汎用表計算ソフトウェアによる簡易なものであるものの､調達先での解析業務
と同様の検証となるよう、総合的評価に係る計画に基づくチェックシートによ
り、担当者及び担当者以外の者が、一連のプロセスが適切に実施されているこ
とや入力根拠について出典元との照合等をダブルチェックにより全数確認し、
担当GLがその確認結果を承認したとしている。

また、複数のグループ間でデータの受け渡しを行う場合は、同一の汎用表計
算ソフトウェアのシートを用いることにより、単位等の整合が図られていると
している。

3）過去の解析結果等を引用している場合

i)耐震バックチェック報告書の内容を用いた部分

事業者報告書のうち、個別評価項目「地震」については、耐震バックチエ
ック報告書における評価結果を用いたとしている。耐震バックチエック報告
書については、当院の指示に基づき、計算機プログラムの検証、入力結果の
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確認及び解析結果の検証等の再点検を実施し、その結果について、当院は、

四国電力の再点検結果が妥当なものと判断しているものであり、解析データ

の入力等に誤り等がないものとしている。

ii)緊急安全対策等の報告書の内容を用いた部分

事業者報告書のうち、緊急時の運転監視継続のために必要な機器類の電源容

量等については、緊急安全対策等の報告書における内容を用いたとしている。

緊急安全対策等の報告書については、当院の指示に基づき、誤りの有無を調

査し、その結果については、当院より、確認した範囲では問題がなく、四国

電力の調査方法等で十分な調査が行われていると認められたものとしている。

また、事業者報告書において、大容量電源車の配備容量等の緊急安全対策

等の報告書以降に新たに配備した設備の数値等については、総合的評価に係

る計画に従って、担当者及び担当者以外の者が、出典元との照合及びダブル

チェックによる確認を実施したとしている。

（3）事業者報告書に関する確認について

解析結果等が事業者報告書に確実に反映されていること及び事業者報告書に

記載された評価方法、評価条件及び評価結果等の全ての記載内容に不備がない

ことを確認したとしている。

具体的には、チエックシートにより、系統図などの出典元（解析業務を含む

エビデンス資料は、キングフアイル(8cm)9冊）と照合し、記載内容に不

備がないことを担当者及び担当者以外の者によるダブルチエックにより確認し、

担当GLは、これらの内容を確認したチェックシートにより、確認項目が全て

チェックできていることを確認し、承認したとしている。

4．2当院の評価

当院は、事業者報告書に関し、業務文書が適切に策定されたものであること

を確認し、それに基づき評価や検証等が行われていることを四国電力が示す資

料及び現地調査により、以下のとおり確認したことから、ストレステストに係

る四国電力の品質保証の取組は妥当なものと判断した。

＞四国電力が、ストレステスト及び事業者報告書の作成にあたって、JEAC

品質保証規程を適用して構築した品質マネジメント・システムに基づく社内

規定「設計/調達管理標準」により実施し、更に総合的評価に係る計画を策

定し、同計画には責任と権限を含めた評価の実施体制や、個々の作業の検証

手法等が定められていることを確認した。

＞解析業務に関しては、社内規定『設計/調達管理標準」に基づき、調達先に
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依頼する業務及び四国電力が実施する業務について品質保証の取組を明確
にし、検証を実施していることを確認した。

＞複数の部署が関与して評価を行う作業については､データの受け渡しについ
て同一の汎用表計算ソフトウェアのシートを用いることで､単位等の整合が
図られていることを、総合的評価に係る計画に基づき、チェックシートを用
いて確認をしていることを確認した。

＞調達先に依頼する解析業務については、社内規定「設計/調達管理標準」に
基づき、受注先を選定評価し、解析業務の計画書が調達先において作成され
ており、同計画書の中で解析業務に関する品質管理が明確化され、四国電力
に提出されていることを確認した。また、四国電力は、総合的評価に係る計
画に基づき、チエックシートを用いて、調達先において一連の解析プロセス
が適切に行われているか否かをチェックし､調達先の解析業務の実施状況の
確認結果として記録していることを確認した。

＞四国電力での解析業務については、総合的評価に係る計画に基づき、チェッ
クシートを用いて一連のプロセスが適切に行われているか否かをチェック
し、評価結果の確認結果として記録していることを確認した。

＞事業者報告書においては､耐震バックチェック報告書及び緊急安全対策等の
報告書の内容を用いていることを確認した。これらは、当院による確認を受
けたものであり、緊急安全対策等の報告書以降に、新たに設備を配備するな
どで見直した数値等については､出典元との照合等による確認をしているこ
とを確認した。

＞事業者報告書については、評価方法、評価条件、評価結果等の全ての記載内
容に不備がないこと等を調査するため、総合的評価に係る計画に基づき、評
価条件及び評価結果等の全ての記載内容について、系統図などの出典元との
照合､本文と添付資料の整合性の確認等を担当者及び担当者以外の者がダブ
ルチエックを行い､事業者報告書の調査結果の確認結果を記録していること
を確認した。
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5．地震に関する評価

本章においては、四国電力により、設計上の想定を超える地震動が発電所に

来襲した場合に、燃料の重大な損傷に至ることなく、どの程度の地震動まで耐

えられることができるかの評価が適切に行われたかどうかを確認した。

四国電力の評価においては、まず、建屋、機器等が単体で有する裕度が評価

され、その上で、これらの組合せにより伊方発電所3号機のシステム全体とし

て有する裕度が評価されており、システム全体としての評価はイベントツリー

を用いて行われ、クリフエッジの所在の特定、限界となるイベント過程、その

時の地震動の大きさについて評価がなされている。

建屋、機器等が単体で有する裕度の評価については、評価のベースとなる地

震動が適切に設定されているか、検討対象とすべき機器等の設備が適切に選定

されているか、評価の手法は適切か、経年劣化は適切に評価されているか等を

確認した上で、裕度が適切に算出されているかを確認した。

システム全体としての評価については、想定を超える地震動により引き起こ

される事象（起因事象）やその場合の収束シナリオの特定、クリフエッジの特

定等が適切になされているかを確認した。なお、確認は、運転中の原子炉に対

する評価及び使用済燃料ピット（以下「SFP」という｡）に対する評価のそれ

ぞれについて実施した。

また、燃料の重大な損傷防止のための措置や対策の効果についても確認した。

その際は、当院の指示に基づいて実施した緊急安全対策等の効果を確認すると

ともに、その後に実施した対策の効果も合わせて確認した。

その結果、当院は、四国電力が実施した設計上の想定を超える地震動が発電

所に来襲した場合の評価について、適切に実施されたと考える。以下、当院が

確認した内容の詳細を記載する。

なお、検討対象とすべき機器や燃料の重大な損傷を防止するための措置等に

対して波及的な影響を及ぼす可能性がある地震随伴事象、例えば、原子炉建屋

の周辺斜面の安定性や、原子炉格納容器内及びSFPへのクレーン類の落下等

についても、システム全体の評価に及ぼす影響の観点から検討を行った。

5．1機器等の耐震裕度の評価について

（1）評価に用いる地震動について

四国電力は、本評価に用いる地震動は「発電用原子炉施設に関する耐震設計

審査指針（平成18年9月19日、原子力安全委員会決定)」（以下「耐震指針」

という｡）及び「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の

評価及び確認にあたっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準につい

19



1

公

角

て（平成18年9月20日、原子力安全・保安院)」に基づき策定した基準地震

動（以下「Ss」という｡）としている。

当院としては、ストレステストにおいては、どの程度の地震動まで燃料の重

大な損傷を発生させることなく耐えられるか、また、設計上の想定に比べその

裕度はどの程度のものかを調べるものであり、その地震に関する評価のベース

として伊方発電所に対して設定されたSsを用いることは妥当なものと考える。

ストレステストで用いられ、耐震バツクチエツク（平成18年9月20日に

当院が各電力会社等に対して実施を指示した、稼働中及び建設中の発電用原子

炉施設等に対する耐震指針に照らした耐震安全性評価）に係る審議において耐

震指針等に照らして妥当なものと判断したSsの策定方法及びその結果は以下

のとおりである。

＞伊方発電所に関する基準地震動Ssの策定については､詳細な地質調査等に

基づき耐震設計上考慮すべき地震を評価した上で、複数の地震について、敷

地への影響の大小を比較し、特に影響の大きな地震を、Ss策定のための検

討用地震として複数を抽出している。複数の検討用地震に対して、応答スペ

クトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法に基づく地震動評

価の双方を実施し、これらの地震動評価結果を比較し包絡する等してSsを

策定している。

＞検討用地震については､耐震設計上考慮すべき地震のうち敷地への影響の大

きなものとして、中央構造線断層帯による地震（敷地前面海域の断層群)、

安芸・伊予灘地震、想定南海地震が抽出されている。

>Ss-1(最大加速度：水平570ガル、鉛直330ガル）については、検

討用地震に対する応答スペクトルに基づく地震動評価の結果から、これらを

包絡するよう策定されている。

>Ss-2(最大加速度:水平318ガル(NS方向）及び413ガル(EW

方向)、鉛直285ガル）については、敷地前面海域の断層群の検討用地震

に対して、断層傾斜角の不確かさを考慮して、断層モデルを用いた手法に基

づき地震動評価を行った結果とSs-1を比較した上で、Ss-1を一部の

周期帯で超えるものが策定されている。

また、平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震を

受け、当院は、「地震・津波に関する意見聴取会」を開催し、東京電力福島第一

原子力発電所及び福島第二原子力発電所、東北電力株式会社女川原子力発電所

並びに日本原子力発電株式会社東海第二発電所における地震動の解析及び評価
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を行うとともに､平成23年東北地方太平洋沖地震から得られた知見について
整理し、原子力発電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項を検討してきた。
当院は、地震・津波に関する意見聴取会、関係機関等における検討、調査等を
踏まえ、原子力発電所の速やかな耐震安全性確保の観点から、耐震安全性評価
にあたって検討すべきものとして、以下の事項を中間的にとりまとめ原子力
事業者等に対して、これらを踏まえ活断層の連動性について検討を実施し、平
成24年2月29日までに当院に検討結果を報告することを指示した。
＞内陸地殻内の活断層の連動性の検討において､活断層間の離隔距離が約5キ

ロメートルを超える活断層等その連動性を否定していたものに関し､地形及
び地質構造の形成過程（テクトニクス)、応力の状況等を考慮して、連動の
可能性について検討すること。

＞上の項目の検討にあたって、活断層の連動を否定する場合は､過去に当該地
域において発生した最大規模の地震から推定される断層の長さを主な根拠
としないこと。

これに対し、四国電力は、平成24年2月29日に、当院に対し、今回の知
見に基づいて新たに連動性を考慮すべきものはないとする検討結果を報告した。
当院としては、四国電力からの報告について、「地震・津波に関する意見聴取会
（活断層関係)」において厳正に確認する。
また、現在、中央防災会議において、南海トラフの巨大地震のモデルについ

て検討が行われている。当院は、南海トラフにおける最大クラスの地震・津波
により、伊方発電所の基準地震動及び設計津波高さに影響があるか否かについ
て、中央防災会議の議論を注視するとともに、四国電力は、巨大地震のモデル
（震源断層、津波波源モデル）の構築がなされた段階で影響の検討を行うとし
ていることから、その結果の報告がなされた際に、「地震・津波に関する意見聴
取会」において厳正に確認する。

したがって、現行の伊方発電所に関するSsについては、耐震バックチェッ
クに係る審議において耐震指針等に照らして妥当なものと判断されたものであ
るが、今後、Ssの見直しが行われた場合は、本ストレステストで評価された
裕度が変更される可能性があるものと考える。

（2）検討対象設備について

四国電力は、評価対象とする建屋、系統、機器（以下「設備等」という｡）を、
燃料の重大な損傷に係わる耐震sクラス設備等及びその他のクラスの設備等と
し、各起因事象に直接関係する設備等に加え、フロントライン系（各イベント
ツリーの安全機能の達成に直接必要な緩和機能）及びサポート系（フロントラ
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イン系を機能させるために必要な電源や冷却水等を供給する機能）のそれぞれ
に必要な設備等を選出したとし、耐震裕度を算定するための基礎データとして
損傷モード、発生値及び許容値等を抽出し、全ての裕度を確認した。

なお、耐震sクラスの設備等のうち、「支持構造物｣、「クレーン」及び「原子
炉トリップ遮断器」については、地震により安全機能の喪失に至ることが極め
て考えにくいこと、また、「制御棒挿入性及び関連する設備」及び『支持構造物」
については、安全機能を失うまでの耐震裕度について、既往の知見等から少な

くとも2倍以上の裕度が存在することが明らかであることから、これらの設備
等については、ストレステストの結果に影響を及ぼすことはないとし､裕度評
価の対象外としたとしている。

また、耐震sクラス以外の設備で評価対象設備としたものとして、緊急安全
対策等で整備した電源車、消防自動車等を挙げている。

当院は、全ての耐震Sクラス設備等、緊急安全対策等で整備された設備等及
び機能を期待する下位クラス設備等の中から、燃料の重大な損傷に係わる設備
等が裕度評価の対象として選定されているか、一部の耐震Sクラス設備等を対
象外としていることは適切かということについて、その妥当性を確認した。
具体的には、耐震裕度評価における対象設備の選定の考え方、選定プロセス

の妥当性を確認した上で、全ての耐震Sクラス設備等、緊急安全対策等で整備
された設備及び機能を期待する下位クラス設備等について、損傷モード（構造
的な損傷、機能的な損傷等)、Ssに対して発生する応力等の値、許容値等を確
認した。また､耐震裕度評価の対象外とされた耐震Sクラス設備等については、

対象外として扱う具体的な理由と根拠が妥当であることを確認した。その結果
は以下のとおりである。

＞耐震バックチエックで対象とした耐震Sクラス設備等に加え､ストレステス

トにおける各起因事象に関連する設備等及び各起因事象の緩和シナリオに
おいて必要な設備等が全て選定され､耐震裕度を算定するための基礎データ
として損傷モード、発生値､許容値等が一覧表に全て示されていることを確

認した。

＞耐震裕度評価の対象外とされた耐震Sクラス設備等については､地震の揺れ
に伴う荷重や変形等が安全機能喪失に直接に結びつくものではなく、かつ、

安全機能の喪失や波及的影響の発生に至るまでに大きな余裕がありストレ
ステストの結果に影響を及ぼさないことを､既往の試験や解析の成果等によ

って確認した。詳細は以下のとおりである。なお、安全機能の喪失や波及的

影響の発生に至るまでの余裕が2倍のSs以上あれば、後述(｢5.2ク

リフエッジの特定｣）のとおりクリフエッジとして特定した設備等の耐震裕
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度である1.50倍のSsを上回っていることから、ストレステストの結果

に影響を及ぼさないものとして扱った。

､／「制御棒挿入性及び関連する設備」については、既往の制御棒挿入試験

や実機条件での解析結果において、設計に用いる地震動を大きく超える

ような地震動に対して制御棒が全挿入される等、安全機能喪失に至るま

でには大きな余裕があることが確認されている。その詳細については以

下のとおりである。

●既往の制御棒挿入試験や実機条件での解析結果から、設計に用いる

地震動を大きく超えるような地震動(Ssの2倍を超える約1,5

60ガルの地震動）に対して制御棒が全挿入されることが確認され

ている。

●上記の既往の制御棒挿入試験や実機条件での解析結果から、挿入経

路の設備（制御棒駆動装置、制御棒クラスタ案内管、燃料集合体）

について構造強度面での耐力評価に大きな余裕(Ssの4倍を超え

る約2,280ガル以上の地震動に対する発生応力が許容値以内）

があること等が確認されている。

なお、四国電力は、伊方発電所3号機の耐震バックチエック最終報告

におけるSsに対する制御棒挿入性評価の結果において、許認可上の許

容時間（2．2秒）に対して1.91秒（地震による遅れ時間0.34

秒を含む）で挿入されるとしている。この評価結果については、上記の

既往の試験及び解析結果から、挿入遅れ時間が地震動に対して線形に増

加する傾向にあると仮定すると、後述のとおりクリフエッジとして特定

した設備等の耐震裕度である1．50×Ssに対する評価の結果では、

許容値2．2秒に対して2.08秒（地震による遅れ時間0.51秒を

含む）で挿入され、余裕があることを確認している。また、同様の傾向

を仮定する場合、Ssの2倍程度の地震に対しては許容値2.2秒に対

して2．25秒（地震による遅れ時間0．68秒を含む）で挿入され、

許容値を若干上回る。これに対しては、(i)四国電力が用いた解析手

法では、挿入時間の算出において、各挿入経路の設備に地震時の最大変

位に基づく抗力を設定するなど保守的な評価となっていること、また、

(ii)上記の既往の試験及び解析における試験体の仕様は、伊方発電所

3号機の制御棒挿入機構や燃料集合体の型式と同一であり、その試験結

果において、少なくともSsの2倍に相当する地震動（約1,180ガ

ル）に対して許容値2．2秒以内で制御棒が全挿入されることを確認し

ており問題ないと考える｡

､／「支持構造物」については、配管系耐震試験等、既往の実証試験におい
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て、設計荷重を超えるような地震荷重に対して、損傷が本体の安全機能
喪失に至るまでには大きな余裕があることが確認されている。また、対
象外とする「支持構造物」については、既往の実証試験等において実績
があるものが選定されている。その詳細については以下のとおりである。
●伊方発電所3号機に用いている配管スナバについては、既往研究等

により、Ssの2倍以上の裕度が見込まれる。

、静的機器の基礎ボルトについては、解析的な検討により、基礎ボル
ト応力が許容値に達する荷重の更に2倍の荷重を負荷しても引張強
さ以下であることが見込まれ、コンクリート定着部についても、引
張荷重において設計許容荷重が限界荷重に対し有する安全余裕（1／
0.6=1．66)、コンクリート圧縮強度の実強度と設計基準との

間の余裕（1．5以上）からSsの2倍以上の裕度が見込まれる。
､／「クレーン」（ポーラクレーン及びSFPクレーン）については、落下

による波及的影響の防止を検討する必要があるが、クレーンガーダの全
長が、ランウェイガーダ（クレーンの両端をそれぞれ支持する梁）間の
開口寸法より大きく、また、クレーンガーダと建屋の躯体との隙間が小
さいことから、転倒・浮上りによる落下が極めて考え難い構造である。
更に、耐震バックチェックにおける評価結果等に基づき、クレーンガー
ダの浮上り量やトロリの転倒（浮上り）防止装置の健全性については、
Ssに対するクレーンガーダの浮上り量が落下に必要な浮上り量に達
するまでに2倍を大きく超える裕度があり、トロリの転倒防止装置の損
傷に対してもSsの2倍以上の裕度がある。また、ランウエイガーダ等
の支持性能については、Ssに対する発生値が許容値に対して2倍以上
の裕度がある。これらのことから、後述のとおりクリフエッジとして特
定した設備の耐震裕度である1．5倍のSsが発生した場合であっても、
クレーンガーダ及びトロリが転倒、落下することはない。なお、燃料取
扱棟クレーンは、燃料取扱棟内に設置されているが、SFP上には移動
しない。このことから、使用済燃料へクレーンが落下し波及的影響を及
ぼすことはない。

､／「原子炉トリップ遮断器」については、既往の機器耐力試験において、
耐震許容値を超えた場合の挙動として、操作機構部が損傷することなく、
かつ、遮断器の投入状態を保持できなくなることにより開放し、その結
果としてトリップボタンが作動する安全側の動作となる構造である。

＞原子炉建屋外周コンクリート壁ドーム部及び燃料取扱棟鉄骨部については、
波及的影響の防止を検討する必要があるが、2×Ssに対する地震応答解析
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結果から算定される応力等の発生値が許容値を下回る。

以上を確認した結果、当院は、耐震裕度評価の対象設備の選定は妥当なもの

と考える。

（3）評価手法及び評価条件について

四国電力は、耐震裕度の評価にあたって、原子炉建屋及び原子炉補助建屋の

解析モデル、並びに機器・配管系の解析モデルとして応答性状を適切に表現で

きる解析モデルを設定した上で応答解析を行ったとし、解析諸元については、

設計時の値を基本とするが、実寸法、実測の物性値及び試験研究等で得られた

知見も適用したとしている。

当院は、解析モデル、解析手法及び解析諸元の妥当性について確認した。

まず、原子炉建屋、原子炉補助建屋、機器・配管等に関する耐震裕度の評価

が、既往の評価等において実績のある解析手法及び解析条件を基本的に適用し

て行われており妥当なものであることを、四国電力が示す資料によって確認し

た。主に確認した点は以下のとおりである。

＞原子炉建屋及び原子炉補助建屋の地震応答解析モデルについては､耐震バッ

クチエックに適用したモデルが用いられている｡具体的には､原子炉建屋は、

建屋と大型機器を連成させた多軸の質点系曲げせん断棒モデルとし､地盤を

等価なばねで評価した建屋一地盤連成モデルとし、原子炉補助建屋は、建屋

を多軸の質点系曲げせん断棒モデルとし､地盤を等価なばねで評価した建屋

一地盤蓮成モデルとしている。また、いずれの建屋のモデルにおいても剛床

の仮定を基本としている。

＞機器･配管系の地震応答解析モデルについてIま、既往の評価等において実績

のあるモデルが適用され､機器・配管系の応答性状を適切に表現できるモデ

ルが設定されている｡具体的にiま､1次冷却設備の地震応答解析においては、
1次冷却設備を構成する、原子炉容器を中心としたSG・1次冷却材ポン

プ・1次冷却材配管からなる複数の1次冷却ループをモデル化した3次元は

り質点系とし、建屋モデルと連成させた解析モデルとしている。

〉水平方向及び鉛直方向の地震力の組合せ方法については､原子炉容器､SG
及び1次冷却材ポンプ等の評価にあたっては､水平方向及び鉛直方向につい

て、それぞれ建屋一機器・配管系の連成応答解析が行われ、また、比較的小

型の機器の評価にあたっては､当該設備の据付床の水平方向及び鉛直方向そ

れぞれの床応答スペクトルを用いた応答解析等が行われ、その後、二乗和平

方根(SRSS)法等により組み合わされている。
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＞構造強度評価については､当該設備の地震時の機能保持を確認する観点から

重要な評価箇所が選定され､既往評価等において実績のある手法としてスペ

クトルモーダル解析または時刻歴応答解析法等により評価がなされ､解析諸
元については設計時の値が基本とされている。

＞動的機能維持評価については､地震時に動的機能が要求される動的機器の設

置位置におけるSsによる応答加速度と許容値の比較により評価を行うと

されており、機能確認済加速度が設定されていない機器、Ssによる応答加

速度が機能確認済加速度を上回る機器もしくは裕度をより精練に求めてい

る機器については、「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601－1

991追補版｣等における考え方に基づき、対象部位毎の構造強度評価また

は動的機能維持評価が行われている。

＞減衰定数については､既往の評価等において妥当性が確認されている値が用
いられている。

次に、耐震バックチエックにおける評価結果があるものの、敢えて、耐震バ

ックチェックと異なる評価部位･解析条件等を用いているものについて、その

妥当性を確認した。また、耐震バックチェックで対象としていない耐震Sクラ

ス以外の設備等が評価対象とされていることについて、当該設備等に係る評価

内容の妥当性を、四国電力が示す資料によって確認した。その結果は以下のと

おりである。

＞耐震バックチエックと異なる評価を用いていることについては､以下のとお

り、ストレステストの目的である耐震裕度の把握をより実状に近づけ、精織

化するためになされたものと考えられることから、妥当なものと考える。

、／評価部位に相違のある設備としては、原子炉容器、SG等がある。こ

れらについては、耐震バックチェックでは、地震荷重と地震以外の荷重

（常時荷重、運転時荷重等）を組み合わせた場合の発生値と許容値を比

較し最も耐震裕度が小さい部位を特定している。一方、ストレステスト

では、荷重分析等を基に、地震荷重による発生値と地震以外の荷重によ

る発生値を分離し、地震荷重だけがどれだけ増加すれば許容値に達する

かを考慮して、地震荷重に対する耐震裕度をより詳細に算定した上で、

最も耐震裕度の小さい評価部位が抽出されているため、評価部位が異な

っている。

、′解析条件及び手法に相違のある設備としては、以下の設備がある。

@SG伝熱管については、床応答スペクトルを拡幅しないでスペクト

ルモーダル解析を実施しているが、これは、設備の実力をより忠実

に反映する観点から、実機の構造を踏まえ実機の振動特性を適切に
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模擬できる解析モデル（後述（『（4）許容値」）のとおり。）を
用いた上で、時刻歴解析に準じる手法として採用している。

③SG管群外筒支持金物については、耐震バックチエックで実施して
いるはり理論による評価では、支持片から伝わる荷重が全て管群外
筒支持金物の先端に集中荷重としてかかるとしているが、ストレス
テストでは、実機にかかる荷重についてより実状を踏まえて評価で
きる3次元FEMモデルを使用することにより、荷重が管群外筒支
持金物と支持片との接触面に分布して付加するものとなり、実機の
形状と荷重条件を踏まえより精徽に評価している。

④燃料取替用水タンクポンプ、タービン動補助給水ポンプ駆動用ター
ビン及び一般弁については、耐震バックチエックでは機能確認済加
速度により評価しているが、設備の実力をより忠実に反映する観点
から、JEAC4601-200B等に規定される考え方に基づき、
対象部位毎の構造強度評価を行っている。また、主蒸気隔離弁操作
用電磁弁については、基盤機構の公開文献において機能維持が確認
された値を許容値として用いている｡

⑥海水ポンプ室、海水管ダクトについて、耐震バックチェックで実施
した線形の梁モデルを用いた等価線形解析に変えて、非線形を考慮
した梁モデルを用いた材料非線形解析を行い､｢原子力発電所屋外重
要土木構造物の耐震性能照査指針・マニュアル」（土木学会、200
5）により評価している。

＞耐震sクラス以外の設備等に関し､緊急安全対策等で整備した設備のうち消
防自動車及び電源車については、Ssの2.5倍の地震動を入力値とした地
震応答解析を実施し、その結果から地震時に対して転倒することはなく、ま
た、電源車については、機能上の損傷もないことが確認されている。

以上のことから、当院は、設備等に関する地震応答解析手法及び応力評価手
法、並びに評価条件は妥当なものと考える。

（4）許容値について

四国電力は、設備等の安全裕度評価に用いる許容値について、設計基準上の
許容値を用いることを基本としつつ、構造強度に係る許容値については、必要
に応じ、基準で規定されている以外の許容値を、その妥当性を示した上で用い
たとしている。また、動的機能に係る許容値について、既往の評価等で実績の
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あるものを機能確認済加速度として用い、設備の実力をより忠実に反映する観

点で詳細評価を実施する場合には、部位毎の動的機能維持に係る許容値として、

個別に試験等で妥当性が確認されている値を用いたとしている。

当院は、設備等の耐震裕度評価に用いる許容値の妥当性について、構造強度

に関するもの、動的機能に関するものそれぞれについて確認した。

まず､既往の評価等で実績のある許容値､すなわち､構造強度については基
準で定められた許容値、また、動的機能については機能確認済加速度を用いて

いる設備等に関しては、妥当なものであることを、四国電力が示す資料によっ

て確認した。その結果は以下のとおりである。

＞構造強度評価の評価基準値については｢原子力発電所耐震設計技術指針JE

AG4601o補-1984,JEAG4601-1991追補版」及び

「発電用原子力設備規格設計･建設規格JSMESNCI-200

5」等に準拠しており、既往の評価等で実績のあるものが基本的に用いられ

ている。

＞動的機能維持の評価基準値については、「原子力発電所耐震設計技術指針J
EAG4601-1991追補版｣に基づく値または既往の試験において確

認された値等、既往の評価等で実績のあるものが基本的に用いられている。

＞動的機能維持に係る詳細評価については､構造強度評価の評価基準値として

既往の評価等で認められている値が用いられ､部位毎の動的機能維持の許容
値については、「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-199

1追補版」における考え方に基づき、個別に試験等で妥当性が確認されて

いる値が用いられている。
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次に、耐震バックチェックにおける評価結果があるものの、敢えて、耐震バ

ックチエックと異なる許容値を用いているもの、すなわち、設計基準上の許容

値を用いていないものについて、その妥当性を確認した。

設計基準上の許容値を用いていないもののうち、原子炉建屋及び原子炉補助

建屋とSG伝熱管については、以下のとおり、ストレステストの目的である耐
震裕度の把握をより実状に近づけ、精織化するためになされたものと考えられ、

また、既往の試験、解析等の知見を必要に応じて参照・整理し、精織化した解

析手法や解析モデル等により分析した設備等の応答性状を踏まえた上で、適用

可能であることが示されていることから妥当なものと考える。その結果は、以

下のとおりである。

＞「原子炉建屋及び原子炉補助建屋」について、耐震バックチェックにおいて

は、耐震壁の機能維持限界のせん断ひずみ度2.0×10名が使用されてい
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るのに対して、ストレステストにおける耐震裕度の評価においては、耐震壁
の終局せん断ひずみ度4.0×10-3が使用されている。これらの限界につ
いては､いずれも既往の評価等で実績があるが､建屋に求められる機能維持
に係る耐震裕度評価において終局せん断ひずみ度を用いて差し支えないか
検討した。建屋に求められる機能は､安全上重要な設備への波及的影響の防
止、支持機能の保持、漏えい防止機能の保持であり、これらの機能それぞれ
に関して、既往の試験。解析等の知見を整理した結果を確認し、終局せん断
ひずみ度においても､建屋に求められる機能の実耐力が確保されるものと考
える。なお、耐震壁の終局せん断ひずみ度4.0×10毛については、複数
の形状の壁（ボックス型、円筒型等）に対する既往の試験成果から、最大耐
力時のせん断ひずみの平均値（約6.O×10-3)に対して1o程度の余裕
を考慮して設計上の終局値として設定されたものである。
ストレステストにおける「SG伝熱管｣の強度評価においては、JEAC4

601－2008に定められた許容値(2..4Sm※または2/3Su※の
うち小さい方のa（形状係数）倍）の代わりにSuのα倍を使用している。
これに関し、実機の構造や模擬試験体による振動試験等に基づき、解析モデ
ルを3次元モデルとして精織化し､地震応答解析を実施した上で構造強度を
適切に評価している。SG伝熱管は、曲げ半径の異なる数多くの逆U字形状
の細管を組み合わせて半球状に束ねた管群を成すものであり､逆U字形の半
径方向（面内）と半径方向に対し直角方向（面外)の振動特性がある。また、
同一面内の管群は、振止め金具で拘束され、かつ、各振止め金具は外周部に
て他の管群と保持金具で連結されているため､面内振動及び面外振動ともに
伝熱管が一体となって振動する。ここで、SG伝熱管の許容値としてSuを
用いているが､面外振動により最大応力が発生する外周部の曲げ半径の小さ
な伝熱管は、曲げ半径の大きな伝熱管が多くを占める中央部（全伝熱管数の
97％以上)による変位を強制的に受けることで応力が発生し(図5－1）、
曲げ半径の大きな伝熱管は弾性挙動を示す範囲に応力が留まっている。また、
規格におけるSu値については､材料試験による実力値を基に1%破損確率
限界値を上回らないように設定されており、それ自身に高い信頼性を持つも
のである。したがって、中央部の管群が、最大応力となる曲げ半径の小さい
伝熱管に生じる変形（ひずみ）を抑制し、荷重を負担するため、最大応力と
なる伝熱管の発生応力を規格におけるSu値に制限できれば､破壊状態に対
して十分な保守性と信頼性を有した評価であることから、SG伝熱管の耐震
裕度を算定するための許容値としてSuを用いることができるものと考え
る。

※Sm:JSME設計。建設規格に定められる設計応力強さ
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Su:JSME設計・建設規格に定められる設計引張強さ

また、設計基準上の許容値を用いていないもののうち、制御棒クラスタ駆動
装置耐震サポートタイロッドUリンク及び再生熱交換器支持脚についてはミル
シートを用いた許容値の算出を行っており、また炉内計装引出管については評
価温度をより実状に近づけており、それぞれ設備の実力をより忠実に反映する
観点から妥当なものと考える。

その結果は、以下のとおりである。

＞制御棒クラスタ駆動装置耐震サポートタイロッドUリンクの許容値の算出
にあたっては、設備の実力をより忠実に反映する観点から、JSME設計・
建設規格に定められる設計降伏点sy、設計引張強さSuの代わりに、ミル
シートにある当該機器の素材の実測値を温度補正した上で使用されている。

＞再生熱交換器支持脚の許容値の算出にあたっては､設備の実力をより忠実に
反映する観点から､評価温度を最高使用温度から実運転温度に見直すととも
に、JSME設計・建設規格に定められる設計降伏点sy、設計引張強さS
uの代わりに、ミルシートにある当該機器の素材の実測値を温度補正した上
で使用されている。

＞炉内計装引出管の許容値の算出にあたっては､耐震バックチェックでは評価
温度を最高使用温度として評価したが、今回の評価では、設備の実力をより
忠実に反映する観点から､評価温度を最高使用温度から実運転温度に見直し
ている。本来、地震時の評価としては､地震の従属事象による過渡の温度も
しくは通常運転温度を組み合わせるべきところであるが､耐震バックチェッ

クでは最高使用温度を使用しているため､それを本来の温度条件で評価して
いるものである。

また、電気盤の動的機能に係る許容値については、BWR型の原子炉施設に
おいては既往の評価等で実績があるが、PWR型の原子炉施設においては既往
の評価等の実績が不足していることから、その許容値の妥当性を、四国電力が
示す資料によって確認した。その結果は以下のとおりである。
＞電気盤の動的機能維持に関する評価は、JEAC4601-2008に基づ

く手順により検討されている。

＞耐震裕度がSsの2.1倍程度以下である①パワーセンタ、②充電器盤及び
③ドロッパ盤を対象とし、それらの機能維持確認済加速度の設定について、
評価対象とする器具（内部部品)、各器具の機能維持確認試験の概要、機能
維持確認済加速度の設定値を精査したbその結果、評価に用いられた試験結
果の出典や試験方法が明らかであり、それらの内容が信頼性を有していると
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考えられることから､ストレステストに用いる判定根拠として妥当なものと

考える。なお、機能維持確認済加速度には、試験の条件（試験の目的に応じ

た試験仕様、試験装置の限界性能等）により、機能限界に達していないが、

当該加速度まで機能が確保されたとして設定されるものと、実際に器具の機

能限界に達した加速度を確認することにより設定されるものがあるが､後述

においてクリフエッジとして特定した設備である充電器盤の耐震裕度評価

において用いられている機能確認済加速度は､実際に器具の機能限界に達し

た加速度を確認することにより設定されるものである。

なお、IAEAの勧告において「適切な信頼性を有する許容安全余裕の定義

が明確にされ、事業者に伝えられることを確実にすべきである｡」とされている

ことを踏まえ、設備等の評価における保守性について以下のとおり考察した。
＞原子力施設等の耐震設計体系における保守性は､基準地震動の設定後におい

ては、設備等の応答評価及び許容限界の設定の各段階に存在する。具体的に

は、設備等の応答評価の段階では、入力する地震動に対して応答を大きく算

出するような評価方法、評価条件が採用されていることに、また、許容限界

の設定の段階では､実際に機能喪失する限界に対して相当の裕度をもった限

界が設定されていることに、保守性が存在する。

＞設備等の応答評価において保守性を与える要素として､主なものを以下に例

示する。

ゾ建屋の応答解析においては、コンクリート強度として実強度より低い設

計基準強度を用いていること、せん断応力とせん断ひずみの復元力特性

としてエネルギーの吸収による減衰効果を期待していないこと等、ひず

み等の応答が大きく算出されるよう設定されている。

、／機器・配管の応答解析においては、減衰定数として実験データの下限値

に余裕をとった値を採用する等、加速度、応力等の応答が大きく算出さ

れるよう設定されている。

＞許容限界の設定において保守性を与える要素として､構造強度に対する許容

値及び動的機能維持に関する許容値に関するものを以下に例示する。

、／構造強度に対する許容値はJSME設計・建設規格、JEAG460

1等によるものが用いられているが、これらの許容値は元々ASMEの

規定を基に設定されており、諸外国で広く用いられている信頼性の高い

ものである。なお、規格におけるSu値については、材料試験値を基に

1％破損確率限界値を上回らないように設定されており、それ自身に高

い信頼性を持つものである。

、′動的機能維持に関する許容値は、試験装置の限界性能によるものが多く、
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限界値までに相当の余裕がある値が設定されているものと考える。

したがって、ストレステストの評価においては、これらの保守性を含む耐震
裕度の評価が実施されており、信頼性を有するものとなっていると考える6た
だし、全てが定量的に把握されているわけではなく、今後の二次評価も含めて
段階ごとに整理、考察して検討していくことが必要である。

以上のことから、当院は、本評価で用いる構造強度及び動的機能に係る許容
値は妥当なものと考える。

（5）経年劣化について

四国電力は、伊方発電所1号機及び2号機における高経年化対策（以下「P
LM」という｡）の評価実績等を踏まえ、耐震安全上考慮すべき経年変化事象を
抽出し、これらのうち、本評価時点で当該プラントにおいて事象の発生が認め
られていないもの、更に、プラント運転と地震による影響を比較した結果とし
て耐震裕度の値に影響しにくいものを対象外とした上で、考慮する経年変化要
素と対象設備及び部位を抽出し、経年変化の影響を加味した耐震裕度を算出し
たとしている。

当院は、考慮すべき地震に係る経年変化が網羅されているかどうかを確認す
るため、評価対象外とした事象の考え方が妥当か、また評価対象とした設備等
に対する経年変化の考慮の仕方が妥当かを検討した。

具体的には､同型炉のPLMの評価実績を踏まえて､経年変化要素の網羅性、
耐震性への影響度合いを考慮した要素の選定、当該要素が顕在化する可能性が
ある設備及び部位の選定が適切に実施されていること、また、評価にあたって
考慮すべき要素ごとの評価条件、評価方法が適切に適用されていることを、四
国電力が示す資料によって確認した。その結果は以下のとおりである。
＞伊方発電所3号機については、運転開始後約17年超であり、運転開始後3

0年を超える高経年プラントに対して実施されるPLM評価は未実施であ
るが､四国電力の伊方発電所1号機及び2号機に対する既往のPLM評価実
績を踏まえ､評価対象設備の主要な部位に想定される経年変化事象を網羅的
に検討し､耐震安全性評価上着目すべき経年変化事象(応力腐食割れ､腐食、
靭性低下（中性子照射脆化や熱時効など)、疲労割れ、摩耗）が適切に抽出
されている。

＞ストレステストの目的を勘案した上で、評価対象機器・部位に対して想定さ
れる経年変化事象に当該プラントの保全実績及び耐震裕度への影響を考慮
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し、当該プラントにおいて事象の発生が認められていないもの（応力腐食割

れ、靭性低下（中性子照射脆化や熱時効など)、摩耗)、及びプラント運転と

地震による影響を比較した結果として耐震裕度の値に影響しにくいもの(疲

労割れ）を対象外として、ストレステストにおいて考慮すべき経年変化事象

（流れ加速型腐食）が適切に抽出されている。詳細は以下のとおりである。

、／応力腐食割れについては､定期的に試験､検査を実施し､有意な欠陥の
ないことが確認されている。なお、600系ニッケル基合金使用部位の

、応力腐食割れについては、発生が懸念される箇所に対して測定、調査を

実施した結果を踏まえて予防保全工事が実施されている。

、／靭性低下については、中性子照射脆化に対して超音波探傷検査を実施し、

有意な欠陥がないことが確認されているとともに、監視試験片による試

験等を実施し運転管理上の制限を設け運用がなされている。

、／摩耗については、定期的に摩耗等による異常がないことが確認されてい

るとともに、摩耗が僅かに生じたとしても設備に求められる機能に影響

がないことが試験等により確認されている。

、／疲労割れについては、定期的に超音波探傷検査を実施し、有意な欠陥が

ないことが確認されているとともに、運転による累積疲労が設計時に設

定された条件に対して小さいことが確認されている。

、′配管の流れ加速型腐食については、減肉配管の管理指針に基づき肉厚管

理を行い、必要最小厚さを下回らないよう管理されているが、主給水系

配管については、「JSME配管減肉管理に関する技術規格」で管理が

要求される、環境の厳しい配管であるため、評価対象事象、設備として

抽出されている。

＞以上を踏まえ、考慮すべき経年変化事象としては、主給水系配管の流れ加速

型腐食による減肉事象が抽出され､当該事象を反映した耐震裕度評価がされ

ている。また、その具体的な反映方法については、減肉想定部位（主給水系

配管のエルボ部、弁及びその下流部）について、通常の設計解析で用いる公

称厚さではなく、必要最小厚さまで一様に減肉させた状態で配管系をモデル
化し、設計評価と同等の荷重条件、応答解析手法、許容値を用いて、応答解

析及び評価を行っており、これまでのPLM評価の実績と整合している。な

お､考慮すべき経年変化事象を反映して算定した主給水系配管の耐震裕度は

Ssの2.87倍であり、後述においてクリフエツジとして特定した設備等

の耐震裕度であるSsの1.5倍に影響を与えるものではない。

以上のことから、当院は､地震に係る経年変化の考慮は妥当なものと考える。
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（6）裕度の算出方法について

四国電力は、設備等のSsに対する裕度として、当該評価対象設備の損傷モ
ードに応じたSsに対する評価値と許容値から、評価対象設備毎に耐震裕度を

求め、評価値が許容値に達する値をSsとの比で算出したとしている。なお、
Ssに対する評価値と許容値から耐震裕度を算定しにくい一部の設備等につい

ては、Ssを係数倍した地震動を用いた地震応答解析を実施して、直接、耐震

裕度を算定したとしている。

当院は、設備等の耐震裕度の算出方法の妥当性について、四国電力が示す資
料によって確認した。

設備等の耐震裕度の算出方法については、平成23年7月に当院が示した際
には、設計上の想定を超える程度に応じて、設備等の発生値と許容値等を比較
し、機能喪失するか否かを評価して、その限界となる値を求め、これを裕度と
して算出することとしている。四国電力は、地震動の増加に伴って設備等の地
震応答解析による発生値が線形的に増加していく傾向にあるものについては、
Ssに対する評価値と許容値の比較から耐震裕度を算出する一方、そのような

傾向にないもの（一般的には、入力に対して応答が比例しないような場合、応
答が非線形であるという｡）について、Ssを係数倍した地震動に対する評価値
と許容値の比較から耐震裕度を算出している。

これらのうち、Ssに対する評価値と許容値の比較から耐震裕度を算出する

方法については、「（3）評価手法及び評価条件について』及び「（4）許容値に
ついて」で当院が確認した値を算出根拠としていることから、妥当なものと考
える。

また、Ssを係数倍した地震動に対する評価値と許容値の比較から耐震裕度

を算出しているものとしては、原子炉建屋及び原子炉補助建屋があり、これら
については水平方向に関して2倍のSsに対する地震応答解析が実施され、鉄

筋コンクリート造耐震壁のせん断ひずみが終局限界付近であることにより、こ
の2倍のSsが耐震裕度とされている。当院は、このように設計レベルを大き
く超える範囲の評価であることから、当該解析の条件、手法の適用性、結果等
の詳細を提示するよう四国電力に指摘した。

その結果、原子炉建屋及び原子炉補助建屋ともに、設計レベルを大きく超え
る範囲であっても適用可能な解析の条件、手法が採用されているが、基礎の接
地率等については、基礎浮上りによる誘発上下動の影響を検討するための目安
値である65％を下回ることから、基礎浮上りによる誘発上下動が設備の耐震

裕度の評価に及ぼす影響を、四国電力が示す資料によって確認した。

また、原子炉建屋及び原子炉補助建屋ともに、2倍のSsに対する応答が非
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線形の領域に達しており、建屋の剛性低下等の影響により建屋の床応答スペク
トルの特性が変わり建屋に設置している機器・配管系の耐震裕度の評価結果や
後述のクリフエッジの特定結果が変動する可能性があることから、建屋応答の
非線形性（建屋の剛性低下により振動特性が変化し応答が非線形となる｡）がス
トレステストに及ぼす影響を、四国電力が示す資料によって確認した。
これら2点について重点的に確認した結果は以下のとおりである。

1）基礎浮上りによる誘発上下動が設備の耐震裕度の評価に及ぼす影響
原子炉建屋及び原子炉補助建屋について、当初、事業者報告書において炉

心損傷に係るクリフエツジの地震動が1．86×Ssであったことから、当
該地震動（1．86×Ss)を入力動とし、建屋、地盤間の相互作用ばねに
誘発上下動を考盧できるモデルに変更して解析を行うことにより、誘発上下
動が設備の耐震裕度評価等に及ぼす影響について確認した。その結果は､以
下のとおりである。

＞原子炉建屋及び原子炉補助建屋について解析した結果､いずれも基礎の接地
率等が､誘発上下動を考慮できる解析モデルの適用範囲である50%を上回
る数値となったこと。

＞原子炉建屋及び原子炉補助建屋について解析した結果､いずれも誘発上下動
を考慮したものとそうでないモデルによる床応答の差異が小さいこと。

＞更に、クリフエッジ評価に用いているイベントツリーにおける、イベントヘ
ディングごとの最低裕度機器を対象として、1．86×Ssの地震動を入力
動として誘発上下動を考慮した裕度評価を行った結果､機器の裕度の変化は
わずかであること。

以上より、1．86×Ssの地震動に対して、基礎浮上りによる誘発上下動
が設備の耐震裕度評価等に及ぼす影響は極めて小さいものと考える。
なお、後述（｢2）建屋応答の非線形性がストレステストに及ぼす影翰）の

検討において、炉心損傷に係るクリフエツジとなる地震動が、1．86×Ss
から1.50×Ssに変更されているが、基礎浮上りによる誘発上下動が設備
の耐震裕度評価等に及ぼす影響については、1．86×Ssの入力動の絶対値
が1.50×Ssの入力動に比べて大きいことから、1.86×Ssの耐震裕
度評価等で包含されるため、影響は極めて小さいものと考える。

2）建屋応答の非線形性がストレステストに及ぼす影響
当初、事業者報告書においては、炉心損傷に係るクリフエッジの地震動が

1．86×Ssであったことから、当該地震動(1．86×Ss)を入力動
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とした原子炉建屋及び原子炉補助建屋に対する水平方向の地震応答解析を行

うことにより建屋応答の非線形性を確認するとともに､それぞれの建屋に設

置してある各設備の耐震裕度、並びにクリフエッジ評価に及ぼす影響につい

て確認した。その結果、1.0×Ssによる建屋応答を線形倍(1.86倍）

した建屋応答（以下『1．86倍した建屋応答」という｡）により評価した設

備の耐震裕度と1．86×Ssを入力動として建屋の非線形性を考慮した地

震応答解析から求めた建屋応答（以下「1．86×Ssによる建屋非線形応

答」という｡）により評価した設備の耐震裕度を比較したところ、一部の設備

においては、建屋応答の非線形性による局所的な影響により、耐震裕度の減

少が確認された。このため、一部設備の耐震裕度の減少がクリフエッジの特

定に及ぼす影響を確認したところ、炉心損傷に係るクリフエッジとなる耐震
裕度は1．86×Ssから1.50×Ssに変更され、炉心損傷に係る機能

喪失の原因となる設備等は、事業者報告書においてはドロッパ盤であっ.たも

のが充電器盤に変更されることを確認した（図5－2)。また、SFP燃料損

傷に関して、当初の事業者報告書においてクリフエッジとなる耐震裕度は2．

0×Ss、機能喪失の原因はSFP損傷とされていたが、建屋応答の非線形

性の影響を考慮した場合でも、当初の事業者報告書における評価から変更さ

れないことを確認した。その詳細は以下のとおりである。

①建屋応答の非線形性が設備の耐震裕度に及ぼす影響の有無に関する確認
（図5－2（2））

＞1．86×Ssによる建屋非線形応答と1.86倍した建屋応答を比較

した結果、1．86×Ssによる建屋非線形応答は長周期側にシフトし、

また、建屋の非線形性の増大に伴う減衰効果の増大により、全体的には

建屋応答が減少する傾向にあることを確認した。

＞一方、1．86×Ssによる建屋非線形応答が、一部の周期帯において

1．86倍した建屋応答を局所的に上回ることを確認した。

＞建屋応答の非線形性が設備の耐震裕度及びクリフエッジ評価に及ぼす

影響を確認するために、原子炉建屋及び原子炉補助建屋に設置されてい
る全ての設備の主要固有周期における建屋応答の増減について確認し

た結果、1．86×Ssによる建屋非線形応答が1.86倍した建屋応

答を上回る設備が抽出され、これらの設備については建屋応答の非線形

性の影響を受ける可能性があることを確認した。

②影響を受ける可能性のある設備に係る耐震裕度の再評価（図5－2（3））
＞上記で抽出された設備について、1．86×Ssによる建屋非線形応答

に対する耐震裕度評価を行った結果、建屋応答の非線形性の影響により

『
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耐震裕度が減少する設備として、4設備（ドロツパ盤：1．86→1．

52、充電器盤：1．97→1．45、ディーゼル機関本体：1．88

→1．82、再生熱交換器：1．63→1．24）の耐震裕度が1．8

6未満となることを確認した。

＞上記4設備のうち、クリフエッジの特定に影響を及ぼす設備であるドロ
ツパ盤及び充電器盤の耐震裕度の評価結果（ドロツパ盤：1．52、充

電器盤：1．45）を基に、入力地震動を1S50×Ssと再設定し、
再度、建屋の非線形性を考慮した地震応答解析を行うことにより、4設
備の耐震裕度を再評価した。その結果、4設備の再評価値は、許容値内

一に収まり、1．5以上の耐震裕度（ドロツパ盤:1657、充電器盤：
1.50、ディーゼル機関本体:1.82、再生熱交換器:1.54)

があることを確認した。

③クリフエツジの特定に及ぼす影響の確認（図5－2（4））
＞上記②の耐震裕度の再評価の結果から、耐震裕度が減少した4設備の耐

震裕度についてはその値を、また他の設備の耐震裕度については保守的
な値であることを確認した上で事業者報告書の値をそれぞれ用いるこ
とにより、イベントツリーを再構築し、炉心損傷に対するクリフエッジ

の特定への影響を検討した。その結果、炉心損傷に対するクリフエッジ
については、クリフエツジとなる耐震裕度が1．86×Ssから1.5

OxSsに変更され、機能喪失の原因となる設備等がドロッパ盤から充

電器盤に変更されることを確認した。

>SFP燃料損傷に対するクリフエッジについては、機能喪失の原因はS

FPの構造損傷であり、クリフエツジとなる耐震裕度は2.O×Ssか

ら変更されないことを確認した。

なお、上記の炉心損傷に対するクリフエッジが変更されたことの確認にあた
っては、以下の事項について分析及び確認を行った。

＞クリフエツジとして特定された地震動（1．50×Ss)の妥当性を検
討するため、1．0～1．86×Ssに対する建屋非線形性を考慮した
建屋応答の変化について傾向を分析した。具体的には、1．5×Ss及
び1．86×Ssを入力動とした建屋の非線形性を考慮した地震応答解

析から得られた建屋応答と、1.0×Ssによる建屋応答を線形倍(1.

5倍又は1．86倍）した建屋応答との比較を行った。その結果、(i)

建屋の非線形性を考慮した建屋応答が1.0×Ssによる建屋応答を線
形倍した建屋応答よりも大きくなる周期帯は、1．5倍及び1．86倍
に対していずれも同様であること、また、(ii)建屋の非線形性を考慮
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した建屋応答が1.O×Ssによる建屋応答を線形倍した建屋応答より

も大きくなる割合は、入力地震動が小さくなるにつれて小さくなる傾向

にあることを確認した（図5－2（5）)。更に、これらの傾向に加え、

1.50×Ssを入力動とした建屋応答の非線形性を考慮した地震応答

解析の結果、4設備の再評価値は許容値内に収まることを確認した。よ

って、4設備を含めた対象設備の耐震裕度は1．5未満に減少すること

はないと考える。

以上より、建屋応答の非線形性を考慮して再評価した炉心損傷及びSFP燃

料損傷に係る設備の耐震裕度及びクリフエッジの評価は妥当なものと考える。

なお、今回の審査において確認された建屋応答の非線形特性による局所的な

応答変化（建屋の非線形化による建屋応答の増加現象）については、建屋の構

造特性(振動特性)やSsの周期特性等の組合せにより発生する可能性がある。

このことから、今後、各プラントのストレステスト評価においても、建屋の非

線形に係る応答特性について傾向を把握するとともに、応答の特異性の有無に

ついて留意し、必要に応じた詳細な分析を実施しつつ、建屋応答の非線形性が

ストレステストに及ぼす影響について評価を実施していく。

5．2クリフエツジの特定について

（1）炉心に対する評価について

1）四国電力による評価

地震を起因として炉心損傷に至る事象（以下「起因事象」という｡）を、（社）

日本原子力学会が策定した「原子力発電所の地震を起因とした確率論的安全評

価実施基準:2007｣(以下「地震PSA学会標準」という｡）に示される考

え方に基づき選定した上で、各起因事象の影響緩和に必要な機能（以下「影響

緩和機能」という｡）を抽出し、各起因事象が発生した場合にも炉心損傷に至ら

ない場合のシナリオ（以下「収束シナリオ」という｡）を、イベントツリーを用

いて特定したとしている（表5－1、表5－2)。

各起因事象の発生に直接関係する設備等の耐震裕度を評価した結果、起因事

象発生までの耐震裕度が最も小さいのは「主給水喪失」及び「外部電源喪失」

であり、それぞれSs未満の地震動においても耐震cクラスの設備等（それぞ

れ主給水ポンプ、碍子等：発電所構内の母線などの電線を支持し、絶縁する磁

器製の支持構造物等）の破損により当該事象が発生するとし、また、主給水喪
失事象のイベントツリーを構成する影響緩和機能は外部電源喪失のイベントツ
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リーに含まれることから、外部電源喪失について評価を行ったとしている。
外部電源喪失の収束シナリオを特定した上で、収束に活用される全ての影響

緩和機能の裕度を評価した結果、耐震裕度は1．5倍のSs(X)であるとしてい
る（図5－3)。なお､‘次に大きな地震動で発生する起因事象は、「炉心損傷直
結」であるが、この場合の耐震裕度は、外部電源喪失の収束シナリオの耐震裕
度を上回る2倍のSsであったとしている。

外部電源喪失の収束シナリオでは、起因事象発生後、原子炉の停止に成功す
るものの、非常用所内電源からの電源供給の喪失により全交流電源喪失に至る。
この際、タービン動補助給水ポンプによるSGへの給水と志主蒸気逃がし弁を
現場で手動操作で開放することで熱を放出し､2次系による冷却を行う｡また、
蓄圧タンクのほう酸水の注入を行うことで未臨界性を確保し、蓄電池が枯渇す
るまでに電源車を繋ぎこみ給電を行うことにより原子炉圧力や1次冷却材温度
等のプラント監視機能を確保する。その後、蓄圧タンク出口弁を中央制御室か
らの手動操作にて閉止し、補助給水タンクの水が枯渇するまでに、消防自動車
等を用いた海水の給水を行うことにより水源を確保し、2次系冷却を継続する
ことにより炉心損傷を防止するとしている。

また、この収束シナリオの中で最も裕度の小さい影響緩和機能及び当該影響
緩和機能失敗の要因（以下「クリフエッジ」という｡）の所在は、補助給水によ
るSGへの給水（タービン駆動（消防自動車等による補助給水タンクへの給水
含む)）等の失敗であるが、当該影響緩和機能失敗の原因は充電器盤の機能損傷
であり、その耐震裕度は1．5倍のSs(X)であると特定している。

(※）四国電力は、前述（｢5．1」（6）耐震裕度の算出方法について）の耐震
裕度の再評価結果から、耐震裕度が減少した4設備（ドロッパ盤､充電器盤、
ディーゼル機関本体及び再生熱交換器）の耐震裕度についてはその値を、ま
た他の設備の耐震裕度については保守的な値であることを確認した上で事業
者報告書の値をそれぞれ用いることにより、イベントツリーを再構築し、炉
心損傷に対するクリフエッジの特定への影響を検討した。その結果、炉心損
傷に対するクリフエッジについては、クリフエッジとなる耐震裕度が1．8
6×Ssから1.50×Ssに変更され、機能喪失の原因となる設備がドロ
ッパ盤から充電器盤に変更されることを確認した。

2）当院の評価

当院は、地震による起因事象の選定やクリフエッジの特定の妥当性を確認す
るため、ストレステストのクリフエッジ評価のための手順、起因事象の選定方
法､イベントツリー、フォールトツリーの構築方法及びそれらの結果について、
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四国電力が示す資料によって確認した。確認したポイントは以下のとおり。

①起因事象の選定方法について

、／地震の起因事象は、安全評価審査指針における起因事象、既往の内的事
象PSAで選定している事象に、地震により発生が誘因される可能性が
ある事象を加え選定している。

、／今回の評価では、内的事象PSAの起因事象の他に、地震PSAにおけ
る起因事象の考え方を踏まえ、設備等の損傷によって影響緩和に期待で
きない事象を「炉心損傷直結」として追加している。

、／内的事象PSAの起因事象のうち、「手動停止」については、ストレス

テストで対象とする地震動レベルでは原子炉は既に自動停止している

ため対象外としている。なお、地震時に原子炉自動停止に失敗した場合

には「ATWS」となるが、制御用地震計の機能損傷以外の要因による

「ATWS」は先に定めた「炉心損傷直結」に含めている。

、／「過渡事象」については、地震時には、まず耐震クラスの低い主給水系

が喪失すること等によって発生するため､｢主給水喪失｣に含めている。
、／「余熱除去隔離弁LOCA」及び「SG伝熱管破損」については、地震

時の起因事象として考えれば、いずれも放射性物質を含む1次冷却材が
格納容器を経由せずに直接環境に放出される事象となるため、「格納容
器バイパス」という起因事象を新たに定義した上で含めている。

以上の考察を経て、地震による起因事象として、主給水喪失、外部電源喪

失、2次冷却系の破断、格納容器バイパス、大・中・小破断LOCA，補機
冷却水の喪失、炉心損傷直結を選択しており、これはこれまでのPSA等の
知見に照らして妥当なものと考える。

②イベントツリー、フォールトツリー、評価対象設備の関連について
、′選定した各起因事象に対して、既往の知見等を参考に、影響緩和に必要

な機能を抽出し、シナリオの特定、イペントツリーを作成している。作
成したイベントツリーの各ヘディング（フロントライン系）が要求され
る機能を満足するために必要となる設備を抽出するとともに､各設備の
機能達成に必要なサポート系（電源、補機冷却水、制御用空気など）の
設備を抽出し、系統図上で整理している。

、／機器リストの耐震裕度をインプットして、フォールトツリーを展開する
ことで､イベントツリーの各ヘディングの耐震裕度を評価することによ

り、地震におけるクリフエッジ評価を行っている。

、／クリフエッジ評価について事業者報告書において明確でない事項であ
って、地震評価について重要と考えられる、非常用電源の種類及び裕度
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の考え方、SGへの補助給水に係る影響緩和機能の裕度の考え方、中央

制御室からの操作と現場操作との相違について確認した結果､いずれも
給電機能の達成に必要となる直流電源装置（充電器盤）に依存すること
を確認している。

､／なお、クリフエッジの特定については、各設備等の耐震裕度が基準値を

超えた時点で､当該装置は装置全体が機能不全となるとの保守的な考え
方で評価を行っているが、今回特定された直流電源装置（充電器盤).に

ついては､当該装置を通じて充電された蓄電池により約5時間程度は直

流負荷に給電が可能である。

､／更に、クリフエッジと評価された部位はタイマーリレー（数crn程度の
大きさ：3個）であるため、点検・復旧操作等や予備のタイマーリレー

との交換作業を含め､蓄電池からの給電時間内である約1時間で完了で

きると想定していることや、予備の充電器盤を近傍に用意しており、緊

急時の復旧及び復旧手段が示されている。

､′今後、四国電力においては、直流電源装置（ドロッパ盤、充電器盤）に
ついて､安全上重要な機器の耐震裕度の確保策の一環として補強工事を

実施する計画があることを確認した。

以上より､各起因事象のイベントツリーの各ヘディングとなるフロントラ

イン系、及び、当該フロントライン系の達成に必要なサポート系が適切に抽
出されていること､評価対象設備の耐震裕度の評価結果からフォールトツリ

ーを展開した上で各ヘディングの耐震裕度が適切に評価され､それらの耐震
裕度として最小の値が抽出されていること等から、イペントツリー、フォー

ルトツリーの作成及びこれらと評価対象設備の関連については妥当なもの

と考える。

③防護措置の成立性について

緊急安全対策等、事象の進展に応じて必要となる防護措置に関して、防護措
置の成立性や信頼性を確認するため、措置に係る設備、その設置場所、アクセ
スルート等の地震に対する耐性、防護措置に係る体制等について、四国電力が
示す資料及び現地調査によって確認した。その結果は以下のとおりである。

＞防護措置に係る設備の地震に対する耐性

防護措置に係る設備の地震に対する耐性については、前述（『（3）評価手
法及び評価条件について｣）のとおり、SG及びSFPへ冷却水を給水する
消防自動車及び電源車の転倒並びに電源車の機能保持に係る裕度がSsの
2．5倍であり、炉心燃料のクリフエツジとして特定された充電器盤の耐震
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裕度(1.50)よりも大きいことから、措置の実施に支障はないと考える。
また、重点的に確認した内容は以下のとおりである。
ゾ補助給水タンクは、原子炉建屋屋上(EL.26m)に設置されており、

耐震裕度は2以上を確保している。

、／海水取水用水中ポンプは､運搬のためのトラック及びレッカー車とともに
EL.32m盤の屋外に保管している。なお、取水は3号機補機冷却系取
水ピットから行うものとしているが､取水ピットの耐震裕度は2以上を確
保している。

、′消防自動車に用いる軽油は、EL.84m盤の屋外にドラム缶を平置き保
管している。ドラム缶は、1．2rnの落下試験と約600kgの積重試験
に合格したものである。またドラム缶は数本単位で固縛しており、地震時
の転倒防止を図っている。

、／電源車に用いる重油は、EL、10m盤の屋外地下埋設タンクに保管して
いる。タンクは耐震Sクラス施設であり、耐震裕度は6．94を確保して
いる。

、／重油の運搬は、ミニローリー車を用いて行うが、ミニローリー車はEL.
32m盤の屋外に保管している。また、転倒に係る裕度がSsの2．5倍
を確保している。

＞防護措置に係る設備の設置場所の地震に対する耐性
防護措置に係る設備の設置場所の地震に対する耐性については､設置場所

や周辺の状況を踏まえて被害想定をした上で､設備等の損傷を最小限に抑え
るための対策等を適切に施しており、措置の実施に支障はないと考える。重
点的に確認した内容は以下のとおりである。

、／消防自動車及び電源車等の設置場所であるEL.32m盤については、
盤面に相当の強度を有しており支持性能が確保されているものと考え
る。また、当該設置場所は周辺の斜面に面しているが、消防自動車及び
電源車等の設備は当該斜面から20m以上の離隔距離が確保されてい
る。当該設置場所の被害想定における斜面の安定性については後述のと
おり確認している。なお、現地調査を踏まえて指摘した内容は以下のと
おりである。

●EL.32m盤については、耐震Cクラスである淡水タンクが設置され
ていることから､これらのタンクが損傷することによる緊急安全対策等
に係る資機材への2次的影響について検討するよう指摘した。この指摘
への対応としては、EL.32m盤は台地状の地形であり、北側､東側、
南側は低地に向けて開けており、堰き止めるものがない地形であるとと
もに､常用の排水路が自然流下方式により集中豪雨に対して処理可能な
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設計となっていることから大量の水が滞留するおそれはないこと等に

ついて回答があり、電源車は車高からgOcm程度の浸水まで、電気盤

は脚付であるため60cm程度の浸水まで影響を受けないことを確認

した。

③消防自動車及び電源車等の緊急安全対策に係る資機材はEL、32m盤

に集中して保管してあるため、独立性の観点から分散配置等を検討する

よう指摘した。この指摘への対応としては、EL、32m盤は、地震、

津波に対する耐性及びアクセス性の観点において、緊急安全対策等資機

材の配置場所として構内において最適な場所であると考えているが、消
防自動車については、すでに当該設置場所以外の地震、津波に対する耐

性を有した場所に分散配置をしていること、また、電源車については、

離隔距離3mにて並列配置していた3号機用電源車の転倒に係る裕度
はSsの2.5倍であることを確認しているものの、平成24年3月6

日より、万一の転倒に備え、電源車の車高を考慮した上で6m程度離隔

して配置したことを確認した。更に、予備として、平成24年3月5日

より、300kVAの電源車を、EL.32m盤とは別にアクセスルー

ト上に配置することとした。

＞防護措置に係るアクセスルートの地震に対する耐性

防護措置に係るアクセスルートの地震に対する耐性については、アクセス

ルート周辺の地形やこれまでの維持管理状況等を踏まえて、地震による道路
面の不同沈下、周辺の地山のすべりによる道路面への土砂等の流れ込み、地

震による道路面へのがれきの散乱などの被害想定を行った上で、不同沈下に
よる段差の解消、周辺から流れ込んだ土砂及び散乱したがれき等の撤去など

の復旧想定や、「道路土工施工指針」（昭和61年、社団法人日本道路協会）
を用いた復旧時間の算定を行っており、これらの被害想定、復旧想定、復旧

時間の算定の考え方は、適切なものと考える。

ただし、被害想定において、防護措置に係る設備の設置場所及びアクセス

ルートが地震によって影響を受けるか否かについて評価するにあたっては、

当該発電所の立地条件として敷地の建屋エリア背後の斜面における地震時の

安定性を確認する必要があるが、当該斜面については、より実状を踏まえ精
綴化を図る観点から、斜面形状や想定すべり面に対する片理面の方向を考慮
した上で地震時の安定性評価の結果が示され、Ssに対する余裕（少なくと

も1．6倍）を有していることに加え、以下のとおり、斜面の性状、これま

での表面補強対策及び適切な維持管理の実施状況を踏まえると、その安定性
は確保されていると考える。（図5－4）

、／当該斜面の性状は､堅硬で新鮮な岩盤であり、結晶片岩片理面方向が斜面
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に対して受け盤となっており、すべり難い地盤となっている。

､／当該斜面には表面保護工やロックボルトエ．ロックアンカーエが施され、
定期的に斜面の維持管理計画に基づき綿密な保守管理が徹底されている

ことから、斜面は健全な状態が適切に維持されているものと考えられる。

なお、防護措置に係るアクセスルート等に関連して､原子炉建屋近辺の地

盤の状況についても基礎地盤における地震時の安定性評価結果が示され、s

sに対する余裕（2倍程度）を有していることから、安定性は確保されてい

ると考える。

また、算定した時間内の復旧の実現性に関しては、人員重機性能を確認

するとともに、現地調査において、アクセスルートへ流入した土砂の撤去に
係る訓練の実施状況を確認し、人員の重機操作能力や目標時間内に撤去完了
できることを確認した。今後も、実際の被災時の状況での復旧の実現性や復

旧措置後の使用性を高めるため、訓練等を継続して実施することが必要と考
える。

なお、EL、32m盤と3号機原子炉建屋をつなぐ橋梁について、現地調査

において、地震に対する耐性を検討するよう指摘した。この指摘への対応と

して、2×Ss入力時における建屋一地盤間の相対変位は最大7cm程度であ

り、これに対し、桟橋は十分な桁係り長(90cm)を設けるとともに、桟

橋の周囲を擁壁や建屋等により囲んでいることから、落下を防止する構造と

なっていることを確認した。また、桟橋全てが使用できない不測の事態にな
ったとしても、屋外EL.10m盤からアクセスすることは可能であること

を確認した。

＞防護措置に係る体制や役割分担、要員配置

防護措置に係る体制や役割分担、要員配置については、直流電源が喪失す
るまでに代替の交流電源を確保すること、炉心やSFPの冷却のために必要

な給水確保など、必要な作業が抽出され、この作業を遂行するために必要な
要員数について評価が行われていることを確認した。

、／電源車の起動・接続等の初動対応において防護措置を行う要員は、発電
所に常駐する30名（運転員19名(1号機及び2号機11名、3号機
8名）、緊急安全対策要員11名（社員3名、協力会社要員8名））で

行い、炉心等の冷却の給水確保等は発電所外からの召集要員約80名が
加わる計画としている（平成23年12月29日現在）。

、′発電所災害対策本部長（発電所長）の指揮の下に課長クラス以上を班長

とする体制が構成され、それぞれ、防護措置として必要な作業が割り振
られていることを確認した（図5－5，図5－6）。発電所外からの召
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集要員の確保については、発電所までのアクセスルートや手段の確保な
どについて実現性のある評価を行っていること、今後も電源ケーブル等
の恒設化を進め防護措置に係る作業の負担軽減を図るとともに、引き続
き発電所の常駐者の増強や発電所近傍の宿舎(EL.86m)からの参
集者を加えるなど体制の強化を図る予定であることを確認した。

、′四国電力は、休日・夜間に事象が発生した場合、発電所に常駐する連絡
責任者(課長クラス以上）と当直長が連携して対応することとしており、
防護措置に係る主要な初動作業は、当直長からの指示に従い行われるも
のであることを確認した（図5－7）。なお、地震や津波が発生した場
合における発電所災害対策本部の召集要員の確保の方法についての追加
的な検討や、3機同時に被災した場合における指揮所機能についての訓
練の実施等により、より合理的、効果的な活動を実施できるよう継続的
な取組をすべきと考える。

＞事故時における指揮所の成立性

、／事故時における指揮所の成立性については､放射線被ばくを防止する機能
を備えた緊急時対策所が、2号機横の免震棟（新事務所）の2階にあり、
Ssの1.5倍までの地震動に対しても構造的に問題ないことを確認した。

、／伊方発電所3号機の中央制御室及び運転員控え室等における放射線被ば
くを防止する機能は、放射線遮へい設備及び換気空調設備による。換気空
調設備は､通常は､外気の一部取入れと屋外への放出により行っているが、
事故時は、中央制御室非常用給気ファンが自動起動するとともに、外気取
入れ口及び放出ロが閉止し、閉回路循環運転に切り替わる。また、循環空
気の一部をよう素フィルタが装着された中央制御室非常用給気フィルタ
ユニットに通すことにより中央制御室及び同運転員控え室等の空気を浄
化する。伊方発電所3号機は、平成23年6月に当院より指示したシビア
アクシデントへの対応に関する措置として、全交流電源喪失時においても
電源車から非常用の換気空調設備へ電力を供給できるよう対策を実施し
ている。

以上のことから、緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性があることを
確認した。

なお、IAEAの勧告では「耐震安全余裕評価において、基本的安全機能の
成功パスの完全性をチェックするためのシステムウオークダウン、及び安全余
裕の計算に使用するために相互の影響を特定し、竣工時及び運転時の情報を収
集するための地震／洪水耐性ウォークダウンが含まれることを確実にすべきで
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ある｡」とされている（別添6，別添7)。そこで､四国電力により実施されて

いる現場確認の概要について整理した。その結果は以下のとおりである。

＞建設時の使用前検査等における確認や運転開始以降の定期検査等における

現場確認に加え､四国電力が別途実施している地震PSA実施に向けた確認

において、日本原子力学会の地震PSA学会標準等に基づき、耐震安全性に

係る確認として、対象機器、配管について設計図面等と相違ないこと、基礎

部分を含めて異常がないこと､周辺の設備等が波及的影響を及ぼさないこと

が確認されている。また、リカバリー操作の確認として、現場操作のための

アクセスが可能であること、現場操作が可能であることが確認されている。

＞また、緊急安全対策等の実施にあたり、原子炉建屋外及び原子炉補助建屋外

の浸水領域からそれぞれの建屋内の浸水対策範囲への浸水経路となりうる

扉、配管貫通部、ドレン配管、トレンチ等が網羅的に点検されるとともに、
浸水対策箇所と処置方法が決定され､扉や貫通部へのシール施工やドレン配

管への逆止弁の設置等の浸水対策工事が実施されている。また、工事完了段

階において、計画どおりに施工され、所定の機能が達成されることが確認さ

れている。

したがって、四国電力においては、建設時、運転開始以降のそれぞれの段階

における現場確認の内容を基に適切に評価が実施されているものと考える。ま

た、当院では、今回、事業者とは別に現地調査によって、補助給水タンクから

補助給水ポンプまでの配管や設備の保全状況について、設計図面と運転中の実

機との照合等を行った。この様な現地調査は、IAEAの勧告においても推奨

されていることから、引き続き事業者において実施されることが望ましい。な

お、事業者は、今後の二次評価も含めてそれぞれの段階でIAEAの指針等及

び地震PSA学会標準等に基づき現場確認を体系的に整理・報告するとともに、

その結果を当院が確認していくことが、信頼性、説明性のより一層の向上の観

点から必要である。

以上のことから、当院は、炉心の燃料に対する評価における、地震による起

因事象の選定やクリフエッジの特定、また防護措置の成立性については妥当な

ものと考える。

(2)SFPの燃料に対する評価について

1）四国電力による評価

地震を起因としてSFPにある燃料の損傷に至る事象を、SFPの保有水の
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流出、SFP冷却系の機能喪失に伴う崩壊熱除去失敗を考慮して選定した上で、

各起因事象の影響緩和機能を抽出し、イベントツリーを用いて収束シナリオを

特定したとしている（表5－3、表5－4)。

各起因事象の発生に直接関係する設備等の耐震裕度を評価した結果、起因事
象発生までの耐震裕度が最も小さいのは「外部電源喪失」と『SFP冷却機能
喪失」であり、Ss未満の地震動においても耐震B、Cクラスの設備等(碍子

等：発電所構内の母線などの電線を支持し、絶縁する磁器製の支持構造物等）
の破損により当該事象が発生するとし、また、「外部電源喪失」及び「SFP冷

却機能喪失」についてはイペントツリーが同様のものとなることから、これら
2つの起因事象の評価は「外部電源喪失」にまとめて行ったとしている。

外部電源喪失の収束シナリオを特定した上で、海水供給に必要な消防自動車
(2.5Ss)が最小裕度となり機能喪失することにより、海水をSFPに供

給できなくなる可能性があるため、燃料の重大な損傷に至ると評価されたとし
ている。外部電源喪失の次に大きな地震動で発生する起因事象は影響緩和機能

を期待できないSFPの構造損傷（以下「SFP損傷」という｡）であることか
ら、SFPにある燃料に対する重大な損傷を防止する観点では、SFP損傷の
耐震裕度である2倍のSsに特定されたとしている。選定された主な収束シナ
リオは、起因事象発生後、非常用所内電源からの給電、燃料取替用水タンクポ
ンプによる注水、燃料取替用水タンクによる水源の確保に失敗し、消防自動車

等による注水を行うシナリオである（図5－8)。

クリフエツジの所在は、SFPの構造損傷であり、その耐震裕度は2倍のS

sであると特定している。

2）当院の評価

当院は、地震による起因事象の選定やクリフエッジの特定の妥当性を確認す
るため、ストレステストのクリフエッジ評価のための手順、起因事象の選定方
法、イベントツリー、フォールトツリーの構築方法及びそれらの結果について
確認した。その結果は以下のとおりである。

①起因事象の選定方法について

地震によりSFPに貯蔵中の燃料の健全性を脅かす要因として、SFPの冷
却機能喪失による燃料の異常な過熱が考えられ、これに至る要因として、「SF
P冷却機能喪失」及び「SFP損傷」のようなフロントライン系の故障または
損傷、「外部電源喪失」及び「補機冷却水の喪失」のようなサポート系の喪失が
挙げられることから、「外部電源喪失｣、『SFP冷却機能喪失｣、「補機冷却水の
喪失」及び「SFP損傷」を起因事象として選定していることは妥当なものと
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考える。それぞれの事象が発生する原因となる設備及びその耐震裕度等を表5

－3に示す。

②イベントツリー、フオールトツリー、評価対象設備の関連について
イベントツリーは、影響緩和機能を期待せず、燃料の重大な損傷に至るとす

る「SFP損傷」を除<3つの起因事象、「外部電源喪失｣、「SFP冷却機能喪

失」及び「補機冷却水の喪失」について、また、フォールトツリーは、評価を

実施している「外部電源喪失」について、影響緩和機能の地震による機能喪失
を考慮して適切に展開していることを確認した。ここで、成功パスとして、i)

燃料取替用水タンクによる水源の確保、ii)消防自動車等による注水が設定さ
れていることは、各起因事象の事象進展に対して適切と考える。

構築したイベントツリーに関連する影響緩和機能の評価対象設備として、非
常用所内電源(6.6kVAC、440VAC、125VDC，115VAC

計装用電源を含む｡）からの給電、燃料取替用水タンクポンプによる注水、燃料
取替用水タンクによる水源の確保、消防自動車等による注水が選定され、それ
らの耐震裕度として、それぞれのフォールトツリーを構成する設備の耐震裕度
のうち最小の値が抽出されていることを確認した。

以上に加え、防護措置の成立性については、5．2（1）で記載したとおり

であることから、当院は、SFPの燃料に対する評価における地震による起因

事象の選定やクリフエッジの特定、また防護措置の成立性については妥当なも
のと考える。

5．3緊急安全対策等の効果について

（1）炉心の燃料に対する評価について

四国電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの耐震

裕度評価結果を踏まえ、「外部電源喪失」の緊急安全対策等実施前後のイベント
ツリーを作成し比較を行った結果､緊急安全対策等実施前後で、耐震裕度は変
わらないものの緊急安全対策の効果が確認できたとしている。

当院は、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策

等により、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護
措置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。
＞緊急安全対策等実施前には､最大の耐震裕度となる収束シナリオにおいても

充電器盤が機能喪失することにより、フィードアンドブリードによる炉心冷
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却に必要な複数のフロントライン系の機器の機能が喪失する結果､燃料の重

大な損傷に至り、そのクリフエッジは1.50Ss(原因は充電器盤の機能

損傷）であった。

＞緊急安全対策等実施後には､フィードアンドブリードによる炉心冷却に失敗

した場合でも、タービン動補助給水ポンプによるSGへの給水と併せて、消

防自動車等による補助給水タンクへの給水を継続するとともに､主蒸気逃が

し弁による熱放出を現場手動で行うこと､更に電源車から監視計器や蓄圧タ

ンク出口弁の電源を確保することにより、タービン動補助給水ポンプを用い

た2次系冷却が可能となり、炉心冷却手段の多様化がなされた。

＞緊急安全対策等の実施により、収束シナリオが従前の2シナリオから3シナ

リオとなり、多重性・多様性が向上した。

(2)SFPの燃料に対する評価について

四国電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの耐震

裕度評価結果を踏まえ、「外部電源喪失」の緊急安全対策実施前後のイベントツ

リーを作成し比較を行った結果、緊急安全対策等前後で、地震によるクリフエ

ッジは改善されると評価され、緊急安全対策等の効果について把握することが

できたとしている。

当院は、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策

等により、燃料が重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護

措置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。

＞緊急安全対策等実施前には､最大の耐震裕度となる収束シナリオにおいても

燃料取替用水タンクポンプを用いたSFPへの給水機能が喪失する結果､燃

料の重大な損傷に至り、そのクリフエツジは1.50Ssであった。

＞緊急安全対策等実施後には､燃料取替用水タンクポンプの機能が喪失した場

合においても緊急安全対策等で整備した消防自動車等を用いたSFPへの

海水の補給により、燃料取替用水タンクポンプに頼らない冷却が可能となっ

た。

＞緊急安全対策等の実施により、クリフエツジが従前の1.50Ssから2S

s(SFPの構造損傷）に向上するとともに、「外部電源喪失事象」の収束

シナリオの総数が、耐震裕度を評価しない収束シナリオを含め、従前の1シ

ナリオから2シナリオとなり、多重性・多様性が向上した。

5．4当院の評価（まとめ）

以上のとおり、当院は、四国電力が実施した設計上の想定を超える地震動が発
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電所に来襲した場合の評価について、当院の指示に沿って適切に実施されたと
考える。すなわち、設備等が単体で有する裕度の評価においては、地震動の設
定、検討対象とすべき設備等の選定、評価手法、経年劣化の評価、裕度の算出
については妥当なものと考えるbただし、裕度の算出においては、建屋応答の
非線形性がストレステストに及ぼす影響について確認したところ、炉心損傷に
係る設備等がクリフエツジとなる地震動は1．86×Ssから1.50×Ss
に変更されるとともに、設備についてもドロッパ盤から充電器盤に変更となっ
た。また、これらの組合せにより伊方発電所3号機がシステム全体として有す
る裕度の評価にあたっては、起因事象の設定、イペントツリーを用いた収束シ
ナリオの特定、クリフエッジの所在の特定についても妥当なものと考える。ま
た、緊急安全対策等の防護措置の成立性について、措置に用いる設備の保管場
所の耐震性や措置を行うための要員召集計画の実現性も含めて現地調査等によ
り確認した結果、クリフエッジ未満の地震動に対する防護措置の成立性に関す
る四国電力の評価は概ね妥当なものと考える。また、燃料の重大な損傷防止の
ために実施した緊急安全対策等の効果についても適切に評価されていると考え
る。

したがって、想定を超える地震に対するクリフエッジは、運転中の原子炉に
ついては､｢Ssの1．5倍(855ガル）において、充電器盤の損傷のため、
プラント監視機能の電源が供給されないため補助給水によるSGへの給水に失
敗し、炉心の重大な損傷を防止するための措置が講じられなくなる可能性があ
る」とし、SFPについては、「Ssの2倍(1,140ガル）において、SF
P損傷のため、SFPにある水が大量に失われ、燃料の重大な損傷を防止する
ための措置が講じられなくなる可能性がある」とする四国電力の評価は妥当な
ものと考える。

また、これまで実施されてきた緊急安全対策等により、地震に対する裕度が
向上するとともに、電源車による給電機能及び消防自動車による水源確保の多
様化と事象収束シナリオの追加がなされ多重化・多様化が向上されたと評価す
る。
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6．津波に閨する評価

本章においては、四国電力により、設計上の想定を超える津波が発電所に来
襲した場合に、燃料の重大な損傷に至ることなく、どの程度の津波高さまで耐
えられることができるかの評価が適切に行われたかどうかを確認した。四国電
力の評価においては、まず、建屋、機器等が単体で有する裕度が評価され、そ
の上で、これらの組合せにより伊方発電所3号機のシステム全体として有する
裕度が評価されている。システム全体としての評価はイベントツリーを用いて
行われ、クリフエッジの所在の特定、限界となるイベント過程、その時の津波
高さについて評価がなされている。

建屋、機器等が単体で有する裕度の評価については、評価のペースとなる設
計津波高さが適切に設定されているか、検討対象とすべき機器等の設備が適切
に選定されているか、対象とする設備への浸水ロ及び当該設備の許容津波高さ
が適切に設定されているか、裕度が適切に算定されているかを確認した。
システム全体としての評価については、設計上の想定を超える津波高さによ

り引き起こされる事象（起因事象）やその場合の収束シナリオの特定、クリフ
エッジの特定等が適切になされているかを確認した。なお、確認は、運転中の
原子炉に対する評価及びSFPに対する評価のそれぞれについて実施した。
また、燃料の重大な損傷防止のための措置や対策の効果についても確認した。

その際は、当院の指示に基づいて実施した緊急安全対策等の効果を確認すると
ともに、その後に実施した対策の効果を合わせて確認した。

その結果、当院は、四国電力が実施した設計上の想定を超える津波が発電所
に来襲した場合の評価について、適切に実施されたと考える。以下、当院が確
認した内容の詳細を記載する。

6．1機器等の津波に係る裕度の評価について

（1）評価に用いる設計津波高さについて

四国電力は、本評価に用いる設計津波高さは『原子力発電所の津波評価技術」
（平成14年、社団法人土木学会。以下｢平成14年土木学会手法｣という｡）を

用いて評価した津波高さとしている。

当院としては、ストレステストにおいては、どの程度の津波高さまで燃料の
健全性を保つことが出来るか、また設計上の想定に比べその裕度はどの程度の
ものかを調べるものであり、その評価のベースとして伊方発電所に対して平成
14年土木学会手法を用いて設定された設計津波高さを用いることは妥当なも
のと考える。
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ストレステストで用いられた伊方発電所の設計津波高さの評価方法及びその

結果は以下のとおりである。

＞伊方発電所に関する設計津波高さの評価方法については､文献調査等を基に

敷地に影響を及ぼしたと考えられる既往津波を対象にして数値シミュレー

ションのモデルや手法の妥当性が検証されている。

＞その上で、津波の想定は、文献調査に基づいて過去に敷地に影響を及ぼした

と考えられる既往津波と、既往津波の記録は存在しないものの敷地に影響を

及ぼすと考えられる海域の活断層に想定される津波を考慮して行なわれて

いる。

＞検討用津波については、想定東南海･南海地震による津波と敷地前面海域の

断層群の地震による津波を対象津波として選定し､数値シミュレーションに

よる検討の結果､敷地前面海域の断層群の地震による津波で最大の水位上昇

及び最大の水位下降が生じるとしている。

＞設計津波高さについては、3号機の敷地前面及び3号機補機冷却水取水口エ

リアにて算定される水位変動を基に、上昇側の設計津波高さは、朔望平均満

潮位(T.P.+1.62m)を考慮してT.P.+3.49m程度、下降

側の設計津波高さ（水位）は、朔望平均干潮位(T.P.-1．69m)を

考慮してT.P,-3．O5m程度としている。なお、四国電力が平成14

年当時に、平成14年土木学会手法を用いて津波評価を行った結果、上昇側

の設計津波高さはT.P.+3.66mであったが、平成23年3月に提出

した耐震バックチェック最終報告においては、津波解析の諸元について、平

成14年の評価以降に四国電力が実施した地質調査結果等を反映したこと

によりT・P.+3．49mと変更しており、ストレステストにおいてもこ

のT・P.+3.49mを設計津波高さとしている。

なお、上記の波源選定で想定した東南海・南海地震による津波は、「内閣府中

央防災会議東南海、南海地震等に関する専門調査会(2003)」の断層モデル
で検討したものであるが、現在、中央防災会議において、南海トラフの巨大地

震のモデルについて検討が行われている。当院は、南海トラフにおける最大ク

ラスの地震・津波により、伊方発電所の基準地震動及び設計津波高さに影響が

あるか否かについて、中央防災会議の議論を注視するとともに、四国電力は、

巨大地震のモデル（震源断層、津波波源モデル）の構築がなされた段階で影響

の検討を行うとしていることから、その結果の報告がなされた際に、「地震．津

波に関する意見聴取会」において厳正に確認する。

したがって、現行の伊方発電所に関する設計津波高さについては、耐震バッ

クチェックに係る審議においてSsの策定に際し考慮した敷地前面海域活断層
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群等を踏まえて波源を想定して最新の評価としているが、今後、新たな知見等
が得られ設計津波高さの見直しが行われた場合は、ストレステストで評価され
た裕度が変更される可能性があるものと考える。

（2）検討対象設備について

四国電力は、評価対象とする設備等を、燃料の重大な損傷に係わる耐震sク
ラス設備等及びその他のクラスの設備等とし、各起因事象に直接関係する設備
等に加え、影響緩和機能のフロントライン系（各イベントツリーの安全機能の
達成に直接必要な緩和機能）及びサポート系（フロントライン系を機能させる
ために必要な電源や冷却水等を供給する機能）のそれぞれに必要な設備等を抽
出したとしている。

なお、耐震sクラスの設備等のうち、「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す
る機器・配管系設備」並びに「原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を
付加するための施設、及び原子炉の停止状態を維持するための施設」である制
御棒クラスタ及び制御棒駆動装置については、原子炉格納容器が水密化されて
おり津波単独の事象で機能喪失することはないことから、評価対象外としてい
る。

当院は、全ての耐震Sクラス設備等、緊急安全対策等で整備された設備及び
機能を期待する下位クラス設備等の中から、燃料の重大な損傷に係わる設備等
が裕度評価の対象として選定されているか、一部の耐震Sクラス設備等を対象
外としていることは適切かということについて、その妥当性を確認した。
具体的には、津波に対する裕度評価における対象設備の選定の考え方の妥当

性を確認した上で、燃料の重大な損傷に関係し得る耐震Sクラス及びその他の
クラスの設備等が対象設備として選定されていること、また、津波に対する裕
度評価の対象外とされた設備等については、対象外として扱う理由を確認した。
その結果は以下のとおりである。

＞耐震重要度分類における機能分類を参照し､機能を構成する設備ごとに津波
による浸水が機能に影響するもの等を抽出した結果として､ストレステスト
における各起因事象に関連する設備等及び各起因事象の緩和シナリオにお
いて必要な設備等が全て選定されていることを確認した。

＞津波単独事象で機能喪失しないものとして対象外とした設備等及び対象外
として扱う理由については以下のとおりであることを確認した。
、／原子炉容器、SG、1次冷却材ポンプ、加圧器、制御棒クラスタ及び制

御棒駆動装置等については、水密化された原子炉格納容器内にある。
、′原子炉格納容器本体については、原子炉建屋低層部において原子炉建屋
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の耐震壁に囲まれており、構造強度等が浸水や波力等によって直接影響
を受けないと評価している。

原子炉建屋及び原子炉補助建屋の建屋内にあるSFP，各種タンク及び

冷却器等、並びに建屋外の地下に設置した燃料油貯油槽については、そ

れぞれの設備の構造強度等が浸水によって直接影響を受けないと評価
している。

以上のことから、当院は、津波に対する裕度評価の対象設備の選定は妥当な
ものと考える。

（3）許容津波高さの算出について

四国電力はS各設備等の津波に対する損傷モード（水位上昇による浸水等）
を考慮した上で、「設計津波高さ」と、設備が機能維持できる高さで定義される
「許容津波高さ」の比較により、設計津波高さに対する裕度（設計津波高さを
何m超える津波で設備が損傷。機能喪失するか）を評価している。ここでいう
「許容津波高さ」については、津波が敷地を遡上し、設備等の設置エリア等に
到達した位置における海面からの津波高さである。

屋外設備の許容津波高さについては、基本的に設備の設置レベルとし、屋内

設備の許容津波高さについては、基本的に浸水口の下端レベルとし、津波によ
る浸水高さがこれらのレベルを上回った場合に当該設備が損傷・機能喪失する
ものとしている。ただし、屋内設備の許容津波高さの設定にあたっては、緊急
安全対策等として実施した扉や貫通部のシール施エ等(T.P．+14.2m)
の効果を考盧するとしている。また、後述（｢6．2クリフエツジの特定｣）
のとおり、影響緩和機能のうち特に重要なタービン動補助給水ポンプ等に対し
て、許容津波高さ（浸水口となる扉等のシール施工範囲であるT.P.+14.

2m)の設定の検証として、津波による敷地内浸水高さ及び浸水継続時間から

建屋内の当該設備設置位置の浸水高さを計算し、当該設備の機能に影響を与え
ないことを確認している。

当院は、各設備の許容津波高さの算出の妥当性を確認した。

まず、設備の設置位置（平面的な位置とその高さ)、設備の設置位置に対して

浸水経路となる浸水口の位置とその高さ及び仕様が網羅されて示されているこ
と､それらの基礎データに基づいて、設備が浸水等により機能を喪失する許容
津波高さが適切に設定されていることについて、四国電力が示す資料及び現地
調査によって確認した｡その結果は以下のとおりである。
＞各設備の設置位置については、屋内設備に対して、建屋名及び設置階（設置
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高さ）と当該階における平面位置を、また、屋外設備に対して、敷地におけ

る設置位置とその高さを､建屋内の設備配置図または敷地内の設備配置図等
と照合し、事業者報告書の記載と一致していることを確認した。

＞浸水口の位置については、建屋内の設備の設置階及び平面位置と、建屋に複
数ある浸水口との関係を設備配置図で確認するとともに､緊急安全対策等と
して実施した扉や貫通部のシール施工等の効果を考慮した上で､浸水経路と

なる浸水口が適切に選定されていることを確認した。

＞浸水口の高さについては､選定された扉においてシール施工等が実施されて

いる場合はシール施工範囲の上限であるT・P.+14.2m、シール施工
等が実施されていない場合は扉の下端の高さとしており、その考え方や設定
の結果は適切なものと考える。

＞なお､緊急安全対策等として実施した扉や貫通部のシール施工や緊急安全対
策等実施後に対策した扉については､建屋内の設備配置図等や現地調査によ
り、位置、構造及び施工状況について確認した。

＞許容津波高さの設定方法については、基本的に、建屋内の設備については上

記の浸水口高さとし､建屋外の設備については設置高さとしていることは適
切なものと考える。

次に、許容津波高さの設定の検証方法及びその結果の妥当性について、四国

電力が示す資料及び現地調査によって確認した。

，事業者報告書を確認する過程で把握した課題は以下のとおりである。

＞課題①－1：影響緩和機能として特に重要と考えられるタービン動補助給水
ポンプ及び電気設備（パワーセンタ等）に対して浸水口となることが想定さ
れる扉としては、タービン動補助給水ポンプ側に4D(D13，D14，，

15及びD16扉)、電気設備（パワーセンタ等）側に4D(D17，D1

8，D19及びD20扉）あり、これらはすべてシール施工された扉である
が、そのうち外部扉のD13扉を除<7つの扉(D14，D15，D16，

D17，D18、D19，D20扉）は隣接するタービン建屋との連絡通路
であり、建屋の内面にある扉である。主な浸水口となることが想定される，
13扉は､原子炉建屋と脱気器建屋の狭晦部にあるものの、原子炉建屋の外
面の扉であるため（図6－1，2)、動水圧による影響を受けやすいと考え
られるが、動水圧を考慮した浸水量計算が実施されておらず、浸水による当

該設備の機能喪失の可能性がある。

＞課題①－2：シール施工した扉の浸水量計算に用いる定数は､設置された扉
と同仕様の扉の試験結果に基づいているが､試験は1.Omまでの浸水深に
おける静水圧を考慮したものであり、適用範囲が限定されるため、動水圧に
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よる水圧増分を考慮した浸水量計算に適用できない可能性がある。
＞課題②:配管貫通部等のシール材は､地震によって止水性能が低下する可能

性がある。

これらの課題①、②に対し、津波時の動水圧の作用を踏まえ保守性を有した
浸水量評価、シール施工した扉からの浸水の可能性及び地震による配管貫通部
等の止水性能低下の可能性について、重点的に検討するよう四国電力に指摘し
た。その結果、緩和機能として特に重要と考えられるタービン動補助給水ポン
プ及び電気設備（パワーセンタ等）とその許容津波高さT.P.+14.2m
（浸水口はシール施工等）を対象に、動水圧を考慮し、かつ、シール施工を考
慮しないという厳しい条件（扉の隙間から浸水するものと仮定）で浸水量評価
を実施した場合であっても、タービン動補助給水ポンプ及び電気設備（パワー
センタ等）の機能が保持できること等から、当該設備の許容津波高さをT.P.
+14.2mと設定していることは妥当なものと考える。また、地震によって
配管貫通部等の止水性能が低下する可能性は低いものと考える。検討の詳細は
以下のとおりである。

課題①：津波時の動水圧の作用を踏まえるなど保守性を有した浸水量評価：
、／保守性を有した浸水量評価の方法については、国土交通省が平成23年

東北地方太平洋沖地震後に策定した暫定指針を参考に、建屋間の狭晦部
にある扉(D13扉）等に対して、動水圧として浸水深の2．0倍の静
水圧を考慮する等、保守的な波圧を設定した上で、扉が有する強度に応
じて破損の有無を判断し、必要に応じて、扉本体に作用する波圧を軽減
するための閉鎖板（鋼板）の設置(D13扉前面）又は水密扉化するま
での間における暫定的な扉の閉鎖運用(D13本体、D14，D15，
D18，D19，D20扉）を実施（図6-2)するとともに、残りの
浸水口となる扉(D16及びD17扉）に対しては浸水時間を保守的に
考慮した浸水量が計算されている（課題①－1への対応)。なお、津波
の襲来方向や建屋配置などを考慮して上記のような波圧が設定されて
いる。

、／浸水量の計算においては、試験範囲を超える浸水深（圧力）に対する適
用性が確認できなかった定数を用いないで、止水処理を無効とし、シー
ル施工した扉の隙間から水が流入するものとされている(課題①－2へ
の対応)。

、／上記の手法に基づき、緩和機能のうち特に重要なタービン動補助給水ポ
ンプ（設置レベルT.P.+10.Om)、同起動盤（設置レベルT.
P.+10．Om)及び電気室（設置レベルT.P.+10.3m)を
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対象として、許容津波高さであるT・P.+14.2mの妥当性を検証

するため、保守性を有した浸水量評価が実施された結果（図6－3)、

建屋外から浸水するものの、タービン動補助給水ポンプ室前区画の浸水

高さは5.6cmであり、タービン動補助給水ポンプ室入口扉の敷居高

さ約10cmを下回ることから同ポンプ区画には浸水しないこと、ター

ビン動補助給水ポンプ室前区画にある同起動盤及び電気室（パワーセン

タ等）については、当該設備の区画に浸水するものの、ポンプ室前区画

の同起動盤及び電気室のパワーセンタ盤の浸水高さは、それぞれ5．6

Crn、4.3cmであり、それぞれの設備が機能喪失する浸水高さ15

Crn及び6.3cmを下回ることから、機能には影響しないものと評価
される。

課題②：地震による配管貫通部等の止水性能低下の可能性：

、′配管貫通部については、配管が貫通部の両側で建屋に支持されており地

震時に相対変位が発生しにくく、貫通部シール部への影響は軽微であり

地震後に止水性能が低下する可能性は低いものと評価された（図6－

4)。ただし、地震と津波の重畳を踏まえた更なる信頼性向上のため、

今後もブーツラバーの追加設置等の止水処理の多重化等について継続

的に検討する必要がある。

また、現地調査において、津波が設備に及ぼす影響を調査し、敷地への浸水

経路、敷地内の浸水経路について確認するとともに（図6－1）、漂流物による
2次的影響に対する防護策について確認した。その結果等は以下のとおりであ

る。

＞敷地への浸水経路としては、1，2号機の海側及び1号機と3号機の間のT.

P.+10m盤の海側が考えられ、3号機に対する敷地内の浸水経路として

は、3号機北西の海側T.P.+10m盤から3号機へ向かって遡上する経

路となることを確認した｡安全上重要な原子炉建屋及び原子炉補助建屋は津
波襲来方向に対してタービン建屋等の背後に設置されているため､津波波力

による影響をある程度軽減される配置にあることを確認した。

＞3号機に向かって浸水経路を遡上してくる津波は、3号機原子炉建屋等の側

面を経由して背面まで回り込む可能性があるが、3号機原子炉建屋の背面に

は浸水口となる開口部がないことを確認した。

>D13扉前面の閉鎖板に作用する波圧の設定においては､脱気器建屋による

波圧の軽減を考慮して静水圧の2倍を設定しているが､脱気器建屋の外壁が

スレート構造であるため､津波及び2次的な影響によって破壊される可能性

があると考えられる。このため、脱気器建屋外壁の破壊を考慮した場合、，
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13扉前面の閉鎖板に作用する波圧の設定においては､静水圧の3倍を考慮
することの必要性について指摘した｡この指摘への対応としては、脱気器建
屋外壁が破壊されたとしても､更に建屋内には脱気器の鉄筋コンクリート基

礎が津波方向にほぼ正対する位置に8体あるため､それらによる波圧の軽減
効果が見込まれることから、静水圧の2倍を設定しているものの、仮に静水
圧の3倍を考慮した場合においてもD13扉前面の閉鎖板は十分な強度を

有することを確認した。

＞原子炉補助建屋の地下階(T.P.+3.3m)には、隣接するタービン建

屋との連絡通路等10箇所の扉がある。これらの扉については、順次、水密

扉化を進めており、一部の扉(D3扉）を除き、水密扉化又はコーキング施
工（止水のために隙間を充填剤で施工すること）等による止水処理を実施し

た上で､その実効性を高めるために暫定的な閉鎖運用を実施していることを

確認した。ただし、一部の扉(D3扉）については、水密扉化又は止水処理

等を実施した上での閉鎖運用を実施していないことから浸水する可能性が

あり、上階（設置レベルT.P.+10．3m)の電気室区画へ、階段室を
介して浸水する可能性があることから、浸水量評価を行うよう指摘した。こ

の指摘への対応としては、D3扉については、ゴムシール施工による浸水対

策を実施しているが、シール効果を考慮せず、保守的な浸水量評価を実施し

た結果、D3扉から浸水した水は全て階段室に滞留すると仮定した場合にお
いても、浸水高さは約2.5mであり、電気室区画（設置レベルTdP.+

10.3m)に達することはないことを確認した。

＞津波の影響を受けやすいと考えられるD13扉近傍の原子炉建屋外壁にお
いて、タービン動補助給水ポンプ室にブローアウトパネル（下端はT.P.

+13.5m)が設置されていることを確認した。このため、クリフエッジ

‘として特定された許容津波高さ(T.P.+14.2m)におけるブローア

ウトパネルからの浸水によるタービン動補助給水ポンプ室への影響及び漂

流物等の2次的な影響について検討するよう指摘した。この指摘への対応と

しては、ブローアウトパネルはゴムシール施工されているが、シール効果を

考慮せず、静水圧の3倍を考慮して、保守的な浸水量評価を実施した結果に
おいても、浸水高さは約38cmであり、タービン動補助給水ポンプの基礎
部高さ（約40crn)達することはないことを確認した。更に、漂流物への

対策として、平成24年3月末に、ブローアウトパネルの建屋内側に鋼板に
よる堰を設置する予定であることを確認した。

＞漂流物による2次的な影響として、3号機海側のT.P．+10m盤にある
補助ボイラ燃料タンク(T.P．+10m)の漂流及びタンク内の燃料（重

油）の流出による火災の可能性とその対策について検討するよう指摘した。
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この指摘への対応としては､補助ボイラ燃料タンクの重油漏えい等による2

次災害（火災）に対処するため、火災発生の未然防止対策として、周囲から

の火気･可燃物の排除及び貯蔵量の低減(貯蔵可能量約500キロリットル

の約3分の1）、火災の早期検知・消火対策として、万一の重油火災に有効

である泡消火薬剤の確保、火災影響の低減対策として、貯蔵量に対して十分

な容量である防油堤（容量約550キロリットル）を設置していることを確

認した。

また、漂流物による2次的な影響として、3号機海側の駐車場にある車等が

漂流物となることにより、屋外にある3号機DG燃料油貯油槽(T.P.+

10m)の換気孔が破損し、換気孔から海水が入り込むことにより､.DG燃

料油貯油槽が使用できない可能性とその対策について検討するよう指摘し

た。この指摘への対応としては、3号機DG燃料油貯油槽の前面には堅固な

構造のゲートがあり、相応の防護効果が期待できるとともに、3号機事務所

付近に駐車している業務用車両を削減する計画であることを確認した｡更に、

平成24年3月5日には、発電所高所(T.P.+38m)に新たに重油貯

蔵所(20キロリツトル）を整備し運用を開始したことを確認した。

以上のことから、当院は、許容津波高さの算出は妥当なものと考える。

2クリフエッジの特定について6．

（1）炉心の燃料に対する評価について

1）四国電力による評価

津波を起因として炉心損傷に至る事象（以下『起因事象｣という｡）を、発電用

原子炉施設の安全評価審査指針に示される安全評価事象、定期安全レビューや

アクシデントマネジメント整備有効性評価等でこれまで実施している内的事象

PSAでの起因事象及び津波の影響として固有に考慮すべき事象について勘案

して選定した上で、各起因事象の影響緩和機能を抽出し、イベントツリーを用

いて収束シナリオを特定したとしている（表6－1，表6－2)。

各起因事象の発生に直接関係する設備等の許容津波高さを評価した結果、起

因事象発生までの許容津波高さが最も小さいのは「過渡事象」であり許容津波

高さT.P.+5．5rnで循環水ポンプが浸水することにより発生としている。

考慮すべき起因事象として「過渡事象｣、「過渡事象十補機冷却水の喪失｣、「過

渡事象十主給水喪失十補機冷却水の喪失十外部電源喪失」についてイベントツ

リーによる評価を行ったとしている。（図6－5）
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「過渡事象十補機冷却水の喪失十主給水喪失十外部電源喪失」の収束シナリ

オを特定した上で、収束に用いられる全ての影響緩和機能の許容津波高さを評

価し、収束シナリオの許容津波高さを特定した結果、許容津波高さはT.P.
+14.2mであるとしている（図6-5)。

本シナリオでは、起因事象発生後、原子炉の停止に成功し、非常用所内電源
からの給電に失敗するため、タービン動補助給水ポンプによるSGへの給水が
行われ、主蒸気逃がし弁を現場での手動操作で開放し大気への熱放出を行う。

また、蓄圧タンクのほう酸水を注水し、未臨界性を確保するとともに、蓄電池

の枯渇までに電源車による給電により原子炉圧力や1次冷却材温度等のプラン
ト監視機能を確保する。その後、蓄圧タンク出口隔離弁を中央制御室からの手
動操作にて閉止し、補助給水タンク、2次系純水タンク、淡水タンク、海水の

順で補給を行うことにより、SG2次側からの冷却を継続し、炉心損傷を防止
することとしている。

クリフエッジの所在は、補助給水によるSGへの給水の失敗であり、当該影

響緩和機能失敗の原因は、「タービン動補助給水ポンプの浸水｣、「タービン動補
助給水ポンプ起動盤の浸水」及び「関連弁の浸水」によると特定している。こ
れらの設備は建屋内に設置されていることから、設置区画への浸水量等を算出
し許容津波高さを再評価した結果、クリフエッジとしての許容津波高さは浸水
口の扉等において止水処理を施工した高さであるT.P．+14.2mとして
いる。

2）当院の評価

当院は、津波による起因事象の選定やクリフエッジの特定の妥当性を確認す
るため、ストレステストのクリフエッジ評価のための手順、起因事象の選定方
法、イベントツリー、フォールトツリーの構築方法及びそれらの結果について
確認した。確認したポイントは、以下のとおりである。

①起因事象の選定方法について

起因事象の選定は、安全評価審査指針での想定事象、内的事象PSAで考慮
している起因事象を基に、津波に特有な事象を追加、または津波により発生し
ないと考えられる事象を除外することで行っていることを確認した。
内的事象PSAでは、主給水喪失、外部電源喪失、過渡事象、2次冷却系の

破断、SG伝熱管破損、大・中・小破断LOCA、ATWS、補機冷却水の喪
失、余熱除去系隔離弁LOCA，手動停止の12事象を挙げている。
＞今回の評価では、内的事象PSAの起因事象の他に、津波により、原子炉建

屋（原子炉格納容器内）に設置された原子炉の重要な制御。保護に係る系統
の設備が浸水又は水没し､原子炉制御不能または保護機能喪失に至ることが
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考えられるため、これらを、「炉心損傷直結」として定義し追加している。
なお、「炉心損傷直結」については、事象の進展に冗長性があったとしても
状態の把握や制御が困難であるものと位置付け、評価上、ただちに炉心損傷
に至るものとして、保守的に扱っている。

＞他方、内的事象PSAの起因事象のうち、「ATWS」については、津波の
影響で直接的に発生するものではないため、対象外としている。

＞「手動停止」については､津波時にプラントに影響を与える可能性がある場
合は自動停止されることから対象外としている。

＞「2次冷却系の破断｣、「大。中。小破断LOCA｣、「余熱除去系隔離弁LO
CA｣、「SG伝熱管破損」は、津波による影響で起因事象となることは考え
難い等のため、対象外としている。

＞引き津波時の水位低下による取水性への影響については､ストレステストに
おける津波に係る評価において明示的に対象としていないが､引き津波によ
り水位下降側の設計津波高さを継続して過度に下回り、運転マニュアルにお
ける海水ポンプ停止手順が潮位の監視機能の喪失等が原因で失敗した場合
に発生する起因事象は、海水ポンプの損傷による「補機冷却水の喪失」であ
り、これは、寄せ津波時の水位上昇により海水ポンプが損傷した場合と同じ
起因事象であることから､寄せ津波時の｢補機冷却水の喪失｣に包絡される。

以上の考察のもと、津波による起因事象として、主給水喪失、外部電源喪失、
過渡事象、補機冷却水の喪失、炉心損傷直結を選択しており、これはこれまで
のPSA等の知見に照らして妥当なものと考える。それぞれの事象が発生する
原因となる設備及びその設置高さ等を表6－1に示す。

②イベントツリー、フォールトツリー、評価対象設備の関連について
＞選定した各起因事象に対して､地震の場合と同様な手順で､イベントツリー、

フォールトツリーを作成している。

＞作成したイベントツリーの各ヘディング（フロントライン系）が、要求され
る機能を満足するために必要となる設備を抽出するとともに､各設備の機能
達成に必要なサポート系（電源、補機冷却水、制御用空気など）の設備を抽
出し、系統図上で整理している。

＞上記の作業により抽出された関連設備に対して、許容津波高さ評価を行い、
評価結果とあわせて、機器リストとして策定している。

＞機器リストの許容津波高さとフォールトツリー用いて、イベントツリーの各
ヘディングの許容津波高さを評価することにより、津波におけるクリフエッ
ジ評価を行っている。
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以上より、各起因事象のイベントツリーの各ヘディングとなるフロントライ

ン系、及び、当該フロントライン系の達成に必要なサポート系が適切に抽出さ

れていること、評価対象設備の許容津波高さの評価結果とフオールトツリーを

用いて各ヘディングの許容津波高さが適切に評価されていること等から、イペ

ントツリー、フォールトツリーの作成及びこれらと評価対象設備の関連につい

ては妥当なものと考える。

③防護措置の成立性について

緊急安全対策等、事象の進展に応じて必要となる防護措置に関して、防護措

置の成立性や信頼性を確認するため、措置に係る設備、その設置場所及びアク

セスルート等の津波に対する耐性について、四国電力が示す資料及び現地調査

によって確認した。その結果は以下のとおりである。

＞防護措置に係る設備、その設置場所の津波に対する耐性については、防護措

置に係る屋外設備が、クリフエッジとして特定された許容津波高さ（炉心燃

料の場合T・P.+14.2m)よりも高い位置に設置されていること、ま

た､屋内設備､地下埋設物が津波の影響を受けない設置状況であることから、

措置の実施に支障はないと考える。

＞防護措置に係るアクセスルートの津波に対する耐性については､地震による

道路面へのがれきの散乱などの被害想定を基に､漂流物を含めたがれき等の

撤去などの復|日想定を行っている。

以上のことから、5．2（1）における、IAEA勧告を踏まえた現場確認

に係る記載を踏まえ、当院は、炉心の燃料に対する評価における津波による起

因事象の選定やクリフエッジの特定、また防護措置の成立性については妥当な

ものと考える。

(2)SFPの燃料に対する評価について

1）四国電力による評価

津波を起因としてSFPにある燃料の損傷に至る事象を、SFP冷却系の機

能喪失に伴う崩壊熱除去失敗を考慮して選定した上で、各起因事象の影響緩和

機能を抽出し、イベントツリーを用いて収束シナリオを特定したとしている(表

6－3，表6－4)。

各起因事象の発生に直接関係する設備等の許容津波高さを評価した結果、起

因事象発生までの許容津波高さが最も小さいのは｢補機冷却水の喪失｣であり、

許容津波高さT・P.+10.2mで海水ポンプが浸水することにより発生し、
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SFP冷却器が使用できなくなることにより、従属的に「SFP冷却機能喪失」
が発生するとしている。また、SFP冷却機能喪失のイベントツリーを構成す
る影響緩和機能は、補機冷却水の喪失のイベントツリーに含まれることから、

補機冷却水の喪失について評価を行ったとしている。

補機冷却水の喪失の収束シナリオを特定した上で、収束に用いられる全ての
影響緩和機能の許容津波高さを評価した結果、シナリオの許容津波高さとして
特定されるものはないとしている。なお、他の起因事象の「補機冷却水の喪失
十外部電源喪失」の収束シナリオの裕度を特定した結果でも、シナリオの許容
津波高さとして特定されるものはないとしている。選定された収束シナリオは、
起因事象発生後、非常用所内電源からの給電が喪失することにより燃料取替用
水タンクポンプによりほう酸水をSFPへ注水する機能が喪失し、消防自動車
等により注入を行うシナリオである（図6－6)。

「補機冷却水の喪失｣、「補機冷却水の喪失十外部電源喪失」とも、緊急安全
対策として整備したSFPへの水の補給手段により、津波高さの影響を受けず、
継続的にSFPの冷却が行われ、燃料の重大な損傷に至る事態は回避されるこ
とから、クリフエッジとして特定されるものはないとしている。

2）当院の評価

当院は、津波による起因事象の選定やクリフエッジの特定の妥当性を確認す
るため、ストレステストのクリフエッジ評価のための手順、起因事象の選定方
法、イベントツリー、フォールトツリーの構築方法及びそれらの結果について
確認した。その結果は、以下のとおりである。

①起因事象の選定方法について

津波によりSFPに貯蔵中の燃料の健全性を脅かす要因として、SFPの冷
却機能喪失による燃料の異常な過熱が考えられ、これに至る要因として、「SF
P冷却機能喪失」のようなフロントライン系の故障、「外部電源喪失」及び「補
機冷却水の喪失」のようなサポート系の喪失が挙げられることから、「外部電源
喪失｣、「SFP冷却機能喪失」及び「補機冷却水の喪失」を起因事象として選
定していることは妥当なものと考えられる。それぞれの事象が発生する原因と
なる設備及びその設置高さ等を表6－3に示す。

②イベントツリー、フォールトツリー、評価対象設備の関連について
イベントツリー、フォールトツリーは、上記の3つの起因事象について、緩

和機能の津波による機能喪失を考慮して適切に展開していることを確認した。
なお、『SFP冷却機能喪失」及び「補機冷却水の喪失」については、同一の事
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象進展となることから、イベントツリーを区別していないことを確認した。こ
こで、「補機冷却水の喪失十外部電源喪失」の成功パスとして、「消防自動車等
による注水」を設定し、「sFP冷却機能喪失」及び「補機冷却水の喪失」につ
いては、「燃料取替用水タンクポンプによる注水、燃料取替用水タンクによる水
源の確保｣、「消防自動車等による注水」を設定していることは、許容津波高さ
の低い海水ポンプの水没による非常用所内電源及び補機冷却水系喪失を前提と
して考えれば妥当なものと考える。

構築したイベントツリーに関連する影響緩和機能として､非常用所内電源（6．
6kVAC電源、440VAC電源、125VDC電源、115VAC電源及
び蓄電池を含む)からの給電､燃料取替用水ﾀﾝｸボﾝプによる注水､燃料取
替用水タンクによる水源の確保、消防自動車等による注水が選定され、それら
の影響緩和機能の許容津波高さとして、それぞれのフォールトツリーを構成す
る設備の許容津波高さのうち最小の値が抽出されていることを確認した。

以上に加え、防護措置の成立性については、5．2（1）で記載したとおり
であることから、当院は、SFPの燃料に対する評価における津波による起因
事象の選定やクリフエッジの特定、また防護措置の成立性については妥当なも
のと考える。

6．3緊急安全対策等の効果について

（1）炉心の燃料に対する評価について

四国電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの裕度
評価結果を踏まえ、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを作成し比較を
行った結果、緊急安全対策等実施前後で、津波によるクリフエッジは改善され
ると評価され、緊急安全対策等の効果について確認することができたとしてい
る。

当院は、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策
等により、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護
措置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。
＞緊急安全対策等実施前には､起因事象「過渡事象十補機冷却水の喪失」にお

いて海水ポンプが機能喪失することより、燃料の重大な損傷に至り、そのク
リフエツジはT.P.+10.2mであった。

＞緊急安全対策等実施後には､電源車等の配備によりプラント監視機能等を確
保し、タービン動補助給水ポンプによりSGに給水する冷却が可能となり、
また、既存扉及び建屋貫通部の隙間にシール施工を実施したことにより、ク
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リフエツジがT.P．+10.2mからT.

補助給水ポンプ等の許容津波高さがT.P.

4.2mに向上）と裕度が向上した。

P．＋14．2m(タービン動

+10.3mからT.P．+1

(2)SFPの燃料に対する評価について

四国電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの裕度

評価結果を踏まえ、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを作成し比較を

行った結果、緊急安全対策等前後で、津波によるクリフエッジは改善されると

評価され、緊急安全対策等の効果について確認することができたとしている。

当院は、緊急安全対策実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策等

により、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護措

置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。

＞緊急安全対策等実施前には､燃料取替用水タンクポンプを用いたSFPへの

給水機能が喪失する結果､燃料の重大な損傷に至り､そのクリフエッジはT・

P.+10.3m(原因は440VAC電源の機能喪失）であった。

＞緊急安全対策等実施後には､燃料取替用水タンクポンプの機能が喪失した場

合においても、消防自動車等を津波の影響を受けない高台に配備し､海水か

らSFPへの注水等により、燃料取替用水タンクポンプに頼らない冷却水補

給が可能となり、クリフエッジがT.P.+10.3mから特定されるもの

はない状態に向上した。

以上のことから、当院は、これまで実施されてきた緊急安全対策等により、

津波に対する裕度が向上するとともに、電源車による給電機能及び消防自動車

等による水源確保の多様化が図られたと評価する。

6．4当院の評価（まとめ）

以上のとおり、当院は、四国電力が実施した設計上の想定を超える津波が発

電所に来襲した場合の評価について、当院の指示に沿って適切に実施されたと

考える。すなわち、設備等が単体で有する裕度の評価においては、設計津波高

さの設定、検討対象とすべき設備等の選定、評価手法、許容津波高さの算出に

ついては妥当なものと考える。また、これらの組合せにより伊方発電所3号機

がシステム全体として有する裕度の評価にあたっては、起因事象の設定、イベ

ントツリーを用いた収束シナリオの特定、クリフエッジの所在の特定について

も妥当なものと考える。また、燃料の重大な損傷防止のために実施した緊急安

全対策等の効果についても適切に評価されていると考える。
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したがって、想定を超える津波に対するクリフエッジは、運転中の原子炉に
ついては、「設計津波高さ3.49mを約10.7m上回る津波高さT.P・＋
14.2mにおいて、タービン動補助給水ポンプ等の浸水のため、2次系によ
る冷却に失敗し、炉心の重大な損傷を防止するための措置が講じられなくなる
可能性がある」とし、SFPについては、「緊急安全対策として整備したSFP
への水の補給手段により、津波高さの影響を受けず、継続的にSFPの冷却が
行われ、燃料の重大な損傷に至る事態は回避されることから、クリフエッジの
として特定されるものはない｡」とする四国電力の評価は妥当なものと考える。
また、これまで実施されてきた緊急安全対策等により、津波に対する裕度が

向上するとともに、電源車による給電機能及び消防自動車による水源確保の多
様化と事象収束シナリオの追加がなされ多重化。多様化が向上されたと評価す
る。
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7．地震と津波の重畳に閏する評価

本章においては、四国電力により、設計上の想定を超える地震動と設計上の

想定を超える津波が発電所に来襲した場合に、燃料の重大な損傷に至ることな

く、どの程度の地震動及び津波高さまで耐えられることができるかの評価が適

切に行われたかどうかを確認した。四国電力の評価においては、まず、地震と

津波の事象としての重畳の考え方が設定されるとともに、建屋、機器等が単体

で有する裕度が評価され、その上で、これらの組合せにより伊方発電所3号機

のシステム全体として有する裕度が評価されている。システム全体としての評

価はイベントツリーを用いて行われ、クリフエッジの所在の特定、限界となる

イベント過程、その時の地震動及び津波高さについて評価がなされている。

建屋、機器等が単体で有する裕度の評価及びシステム全体としての評価につ

いては、「5．地震に関する評価について」及び「6．津波に関する評価につい

て」において妥当性を確認した評価結果をそれぞれ用いた。

また、燃料の重大な損傷防止のための措置や対策の効果についても確認した。

その際は、当院の指示に基づいて実施した緊急安全対策等の効果を確認すると

ともに、その後に実施した対策の効果を合わせて確認した。

その結果、当院は、四国電力が実施した設計上の想定を超える地震動とそれ

に引き続く設計上の想定を超える津波が発電所に来襲した場合の評価について、

適切に実施されたと考える。以下、当院が確認した内容の詳細を記載する。

7．1機器等の地震と津波の重畳に係る裕度の評価について

（1）地震と津波の重畳に係る評価方法について

四国電力は、本評価に用いる地震動及び津波高さについて、「5．1（1）評

価に用いる地震動について」に記載したSs及び「6.1(1)評価に用いる

設計津波高さについて」に記載した設計津波高さとしている。

これらの事象に係る重畳の想定について、伊方発電所における地震動及び津

波高さを評価する際に支配的となる断層は、どちらも中央構造線断層帯(敷地前

面海域の断層群)であるが、地震の震源又は津波の波源としての不確かさを考慮

して評価を行った結果、地震動評価においては断層傾斜角が緩い場合、また津

波評価においては断層傾斜角が鉛直に近い場合に厳しい結果となるため、最も

厳しい結果となる震源と波源のモデルは異なるとしている。地震に伴い発生す

る津波を考えた場合、その震源と波源、また地震と津波の大きさにはある程度

の相関性があるものと考えられるが、それを定量的に示すには現段階でデータ

や知見等が十分ではなく、それらの相関性を適切に考慮することが困難である

としている。このため、耐震裕度と許容津波高さのパラメータは相互に独立の
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ものとして扱い、両パラメータの全ての組合せを考慮するとしている。また、

本方法による評価は､地震と津波に対しあらゆる大きさの組合せを考慮してお
り、相関性を考慮した場合に比べて安全側の評価となるとしている。

当院は、当該サイトではSsの策定に支配的な地震と設計津波高さの設定に

支配的な津波は、双方とも中央構造線断層帯（敷地前面海域の断層群）による

ものであるが、その大きさの相関性を定量的かつ適切に考慮することは困難で

あることを踏まえ、耐震裕度と許容津波高さのパラメータは相互に独立のもの

として扱い、設備ごとにそれぞれのパラメータの最も厳しい組合せを抽出し、

地震、津波、どちらかによる機能喪失を重畳時の機能喪失として評価すること

により、安全側の評価となっていることから、地震と津波の重畳に係る評価方

法は妥当なものと考える。

7．2クリフエツジの特定について

四国電力は、「5．地震に関する評価について」及び「6．津波に関する評価

について」の評価結果から、特定されたクリフエッジとしての耐震裕度までの

範囲並びに許容津波高さまでの範囲で発生する各起因事象を選定した上で､各
起因事象について、特定された収束シナリオの影響緩和機能に関する耐震裕度
と許容津波高さのそれぞれの最小値を算定し、それらの組合せを当該収束シナ

リオに対する地震と津波との重畳への耐力とし、全ての収束シナリオから、最

も耐力を有するシナリオを抽出し、そのシナリオの耐力を地震と津波の重畳に

よるクリフエッジとして特定したとしている。

（1）炉心の燃料に対する評価について

四国電力は、地震と津波の重畳に対して炉心損傷に至る事象について、地震
側の起因事象である「主給水喪失｣、「外部電源喪失｣、及び、津波側の起因事象
である「過渡事象｣、「過渡事象十補機冷却水の喪失｣、「過渡事象十補機冷却水
の喪失十主給水喪失十外部電源喪失」を対象としている。

地震による起因事象をベースとした場合には、前述（5．2（1））のとおり
「外部電源喪失」にまとめて評価できることから、これらの起因事象に対して
既に特定されている収束シナリオを対象に評価を行っている。

津波による起因事象をベースとした場合には、津波側の起因事象の「過渡事
象」は耐震Cクラス機器である循環水ポンプの機能喪失により発生し、地震と
の重畳では同じく耐震Cクラス機器の機能喪失により発生する「外部電源喪失」

の評価に包絡される｡また､｢過渡事象十補機冷却水の喪失｣は地震との重畳で
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は「外部電源喪失」を考慮する必要があり「過渡事象十補機冷却水の喪失十主

給水喪失十外部電源喪失」と同じイベントツリーとなることから、この起因事

象に対して既に特定されている収束シナリオを対象に評価を行っている。

この結果、耐震裕度が1.50Ssかつ津波高さがT.P.+14.2mま

での地震と津波との重畳に対しては、外部電源喪失等が発生したとしても、炉

心にある燃料の重大な損傷を回避することができるため、この組合せをクリフ

エッジと特定している（表7－1）。

当院は、地震と津波の重畳によるクリフエッジの特定の妥当性を確認するた

め、「5．地震に関する評価について」及び「6．津波に関する評価について」

において確認した、それぞれの起因事象の選定結果及び収束シナリオの評価結

果を踏まえて、地震と津波が重畳した場合の収束シナリオとその耐震裕度及び

許容津波高さが、地震及び津波の双方の影響を考盧した耐力の組合せとして適

切に抽出され、その結果として最も高い耐力を有する収束シナリオの裕度がク

リフエッジとして特定されていることを確認した。その結果は、以下のとおり

である。

①地震による起因事象をベースとした評価

地震側の起因事象である「外部電源喪失」及び「主給水喪失」のイベントツ

リーにおける各成功パスの各影響緩和機能の評価結果に、各影響緩和機能の許

容津波高さの評価結果を加えて評価していることを確認した（図7－1）。

②津波による起因事象をベースとした評価

「過渡事象十補機冷却水の喪失十主給水喪失十外部電源喪失」のイペントツ

リーにおける成功パスの各影響緩和機能の評価結果に、各影響緩和機能の耐震

裕度の評価結果を加えて評価していることを確認した。ただし、「過渡事象十補

機冷却水の喪失」を包絡できるように、津波高さがT.P.+10.2mを超

えると起因事象が発生するものとして評価していることを確認した。

以上に加え、防護措置の成立性については、5．2（1）及び6．2（1）

で記載したとおりであることから、当院は、地震と津波が重畳した場合の炉心

の燃料に対する評価における起因事象の選定やクリフエッジの特定、また防護

措置の成立性については妥当なものと考えるb

(2)SFPの燃料に対する評価について

四国電力は、地震と津波の重畳に対してSFPにある燃料の損傷に至る事象
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として、地震側の起因事象である「外部電源喪失｣、「SFP冷却機能喪失｣、「S
FP損傷」及び、津波側の起因事象である「補機冷却水の喪失｣、「補機冷却水
の喪失十外部電源喪失」を対象としている。

地震による起因事象をベースとした場合には、前述（5．2（2））のとおり
「外部電源喪失｣、「SFP冷却機能喪失」については「外部電源喪失」にまと
めて評価できることから、これらの起因事象に対して既に特定されている収束
シナリオを対象に評価を行っている。

津波による起因事象をベースとした場合には、前述（6．2（2））のとおり
「補機冷却水の喪失」については、地震との重畳においては「外部電源喪失」
を考慮する必要があり、「補機冷却水の喪失十外部電源喪失」にまとめて評価で
きるとしている。ただし、「補機冷却水の喪失」を包絡できるように、津波高さ
がT.P.+10.2mを超えると起因事象が発生するものとして評価してい
るとしている。

この結果、耐震裕度が2Ssを超える領域では、SFPにある燃料の重大な
損傷を回避する手段がなくなるため、その境界線をクリフエッジと特定してい
る（表7－2)。

当院は、地震と津波の重畳によるクリフエッジの特定の妥当性を確認するた
め、「5．地震に関する評価について」及び「6．津波に関する評価について」
において確認した、起因事象の選定結果及びクリフエッジの特定結果を踏まえ
て､､収束シナリオとその耐震裕度及び許容津波高さが、地震及び津波の双方の
影響を考慮した耐力の組合せとして適切に抽出され、その結果として最も高い
耐力を有する収束シナリオの裕度がクリフエッジとして特定されていることを
確認した。その結果は、以下のとおりである。

①地震による起因事象をベースとした評価

地震側の起因事象である「SFP冷却機能喪失｣、『外部電源喪失」に対するイ
ペントツリーで示される全ての成功パスにおける影響緩和機能の各々 の耐力と
して、耐震裕度及び許容津波高さの評価を行い、地震及び津波に対して最も耐
力を有する成功パスのシナリオが抽出されていることを確認した（図7－2)。

②津波による起因事象をベースとした評価

「補機冷却水の喪失十外部電源喪失」のイベントツリーを用いて、津波単独の
評価において既に特定されている成功パスのシナリオを対象に評価を行ってお
り、地震及び津波に対して最も耐力を有する成功パスのシナリオが抽出されて
いることを確認した。
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以上に加え、防護措置の成立性については、5．2（1）及び6．2（1）
で議論したとおりであることから、当院は、地震と津波が重畳した場合のSF

Pの燃料に対する評価における起因事象の選定やクリフエッジの特定、また防
護措置の成立性については妥当なものと考える。

7．3緊急安全対策等の効果について

（1）炉心の燃料に対する評価について

四国電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの特定
及びプラント全体の裕度評価を踏まえ、緊急安全対策等実施前後のイベントツ

リーを作成し比較を行った結果、地震と津波の重畳によるクリフエッジが改善
されると評価され、緊急安全対策等の効果について確認することができたとし
ている。

当院は、緊急安全対策等実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策
等により、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護
措置がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。
＞緊急安全対策等実施前では、1.50Ssを超える地震により、非常用所内

電源からの給電に失敗（充電器盤の機能損傷）した場合、または、T.P.
+10.2mを超える津波により、海水系の機能喪失に伴う「補機冷却水の

喪失」（海水ポンプの機能損傷）が発生した場合、非常用所内電源が喪失す
るため燃料の重大な損傷に至る。

＞緊急安全対策等実施後では､電源車等を配備しプラント監視機能を確保する
とともに､消防自動車等を配備し海水を水源とした給水手段の確保したこと
により、タービン動補助給水ポンプによりSGに給水して冷却を継続する。
既存扉及び建屋貫通部の隙間へのシール施工等により、耐震裕度1.50S
s(充電器盤の機能損傷）までの範囲、及び許容津波高さT.P.+14.
2m(タービン動補助給水ポンプ等の機能損傷）までの範囲では、タービン
動補助給水ポンプを用いた2次系冷却が可能となり、クリフエッジとなる裕
度が向上した。

(2)SFPの燃料に対する評価について

四国電力は、緊急安全対策等の効果の確認の観点から、収束シナリオの特定
及びプラント全体の裕度評価を踏まえ、緊急安全対策前後のイベントツリーを
作成し比較を行った結果、地震と津波の重畳によるクリフエッジが改善される

71



八

八

と評価され、緊急安全対策等の効果について確認することができたとしている。

当院は、緊急安全対策実施前後のイベントツリーを比較し、緊急安全対策に
より、燃料の重大な損傷に至ることを防止するための多重かつ多様な防護措置
がとられていることを確認した。その結果は以下のとおりである。
＞緊急安全対策等実施前では、1.50Ssを超える地震、あるいはT・P.

+10.2mを超える津波により、「SFP冷却機能の喪失」が発生した場
合、「非常用所内電源からの給電」に失敗しているため、燃料の重大な損傷
に至る。

＞緊急安全対策等実施後では､消防自動車等を津波の影響を受けない高台に配
備したことにより、耐震裕度2.OSs(SFPの構造損傷）までの範囲、
及びクリフエッジとなる津波高さについては特定されるものがない状態に
おいては、SFPへ海水等の水源から消防自動車等を用いて直接水を供給す
ることが可能となり、クリフエッジとなる裕度が向上した｡‘

以上のことから、当院は、これまで実施されてきた緊急安全対策等により、
地震と津波の重畳に対する裕度が向上するとともに、電源車による給電機能及
び消防自動車等による水源確保の多様化と事象収束シナリオの追加がなされ、
多重化・多様化が向上されたと評価する。

7．4当院の評価（まとめ）

以上のとおり、当院は、四国電力が実施した設計上の想定を超える地震と設
計上の想定を超える津波が発電所に来襲した場合の評価について、適切に実施
されたと考える｡すなわち､地震と津波の事象を独立のものとして安全側の評一
価を実施していること、設備等が単体で有する裕度の評価においては、「5．地
震に関する評価について」及び『6．津波に関する評価について」において妥
当性を確認した評価を用いていることは妥当なものと考える。また、これらの
組合せにより伊方発電所3号機がシステム全体として有する裕度の評価にあた
っては、「5．地震に関する評価について」及び「6．津波に関する評価につい
て」において確認した、それぞれの起因事象の選定結果及び収束シナリオの評
価結果を踏まえて、地震と津波が重畳した場合のクリフエッジを特定すること
についても妥当なものと考える。また、燃料の重大な損傷防止のために実施し
た緊急安全対策等の効果についても適切に評価されていると考える。
したがって、想定を超える地震と津波に対するクリフエッジは、運転中の原

子炉については、「Ssの1.5倍を超える地震動または設計津波高さT.P.
+3.49mを約10.7m上回る津波高さT・P.+14.2mにおいて、
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充電器盤の機能損傷によりプラント監視機能の電源が供給されないため補助給
水によるSGへの給水に失敗し、またはタービン動補助給水ポンプ等の浸水の
ため2次系による冷却に失敗し、炉心の重大な損傷を防止するための措置が講
じられなくなる可能性がある」とし、SFPについては、「津波高さの影響を受

けず、Ssの2倍を超える地震動において、SFP損傷のため、SFPにある
水が大量に失われ、SFPにある燃料の重大な損傷を防止するための措置が講
じられなくなる可能性がある」とする四国電力の評価は妥当なものと考える。

また、これまで実施されてきた緊急安全対策等により、地震と津波の重畳に

対する裕度が向上するとともに、電源車による給電機能及び消防自動車等によ
る水源確保の多様化と事象収束シナリオの追加がなされ多重化。多様化が向上
されたと評価する。
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8．全交流電源喪失に関する評価

本章においては、四国電力により、全交流電源喪失事象が発生した場合の事
象の進展が特定され、燃料の重大な損傷に至ることなく原子炉及びSFPの冷
却を継続できる時間の評価が適切に行われたかどうかを確認した。
全交流電源喪失事象は、送電系統の故障等により外部電源が全て喪失し、加

えて、発電所内に設置されているDG全台の機能が確保できないことにより、
所内の全ての交流電源が喪失する事象である。全交流電源喪失事象が発生した
場合には、原子炉については、蒸気を駆動源とするタービン動補助給水ポンプ
により、SG2次側への給水を行うことにより原子炉の冷却を行い、SFPに
ついては、燃料の崩壊熱により失われるピット水を外部から補給することによ
り冷却を行うことが必要になる。

当院は、原子炉及びSFPの冷却を継続できる時間については、発電所内の
3機全てで全交流電源喪失が発生することを前提として、原子炉が運転中の場
合と停止中の場合に区別して確認を行うとともに、原子炉とSFPのそれぞれ
について確認を行った。また、全交流電源喪失時に懸念される1次冷却材ポン
プのシール部からの冷却材の漏えいについても影響の確認を行った。更に、こ
れまでに講じた防護対策の有効性についても確認を行った。
その結果、当院は、四国電力が実施した全交流電源喪失が発生した場合の事

象進展の特定、原子炉及びSFPの冷却継続時間の評価については、原子炉運
転中及び原子炉停止中の条件の下で、適切に実施されたと考える。以下、当院
が確認した内容の詳細を記載する。

なお、本章における冷却継続時間の確認は、全交流電源喪失事象のみが単独
で発生したと仮定するものであり、地震や津波の影響は考慮されていない。地
震や津波の影響を受けた場合に、全交流電源喪失事象が発生した場合の冷却継
続時間の確認は、10章において別途記載する。

8．1全交流電源喪失時の事象進展と冷却継続時間について

（1）外部電源喪失から全交流電源喪失までの事象進展
ここでは、全交流電源喪失事象発生時の確認に先立ち、外部電源喪失から全

交流電源喪失に至るまでの期間について、3号機について利用可能な電源設備
等と利用可能な時間について確認を行った。

四国電力は、外部電源喪失から全交流電源喪失までの過程について、外部電
源系の構成や主蒸気ダンプ容量などのプラントの特性を反映し、イベントツリ
ーで特定するとともに、2台のDGが運転継続でき原子炉を冷却できる期間を、
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燃料（重油）の保有量と原子炉の冷却に必要な系統・機器の燃料消費量と燃費
に基づき、約7日間と評価したとしている。

当院は、当該プラントの外部電源系が500kV2回線と187kV4回
線で構成されていること、DGを2台設置していること、また、主蒸気ダンプ
容量が約40%であり、所内単独運転が期待できる設計となっていることを確
認した。これらのプラント設計に関連する設備はイベントツリーのヘディング
に反映されていることを確認した。

また、DG燃料油貯油槽の管理容量が258キロリットルであること、外部
電源喪失時にDGから給電を受け約20時間で冷温停止を達成し、これを維持
するために必要な電動補助給水ポンプ、余熱除去ポンプ、原子炉補機冷却水ポ
ンプ及び海水ポンプ等を運転した場合のDGの燃費に基づき、約7日間の運転
継続時間を算定していることを確認した。

以上のことから、外部電源喪失から全交流電源喪失までの事象進展の特定と
DGが運転継続可能な時間の評価は問題ないと考える。

（2）全交流電源喪失時の事象進展

1）原子炉の冷却

四国電力は、全交流電源喪失を起因事象として、燃料の重大な損傷に至るま
での事象進展をイベントツリーにより評価し、この場合に使用できる防護措置
を明らかにしたとしている。具体的には、全交流電源喪失後、タービン動補助
給水ポンプによりSG2次側への給水を行い原子炉の冷却を継続するとし、S
G2次側への給水継続に失敗した場合には、燃料の重大な損傷に至るとしてい
る。

また、タービン動補助給水ポンプによるSG2次側への給水については、S
Gの水位監視が必要であり、電源が確保できず、監視機器への電源の給電に失
敗した場合には、SGの水位制御ができず、最終的には燃料の重大な損傷に至
るとしている（図8－1）。

当院は、四国電力が作成したイベントツリーについて、給水手段の確保、除
熱手段の確保、水源の確保、SG水位の監視機器への給電、使用できる防護措
置の区分に着目して以下のとおり確認した結果、全交流電源喪失事象から燃料
の重大な損傷までの事象進展の特定が適切になされており問題ないと考える。
なお、四国電力が作成したイベントツリーにおいては、4つの安全機能（給

水手段の確保、水源確保、除熱手段の確保、電源確保）の個別の安全機能に着
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目して、当該安全機能を有する各設備に応じて安全機能を確保できる期間を示
すために成功と失敗の分岐を用いており、PSAで一般的に使用されるイベン
トツリーの分岐の考え方とは異なった取扱いをしていることについても確認し

た。

＞全交流電源喪失時の炉心冷却に必要なタービン動補助給水ポンプの利用に

あたり、水源として、補助給水タンクに加えて、2次系純水タンク3号、淡
水タンク及び海水を利用することが示されている。

＞全交流電源喪失時にはSGの水位制御のために監視機器等へ､更には原子炉

冷却のために余熱除去系への給電が必要であるが､蓄電池からの給電が期待
でき、蓄電池が枯渇する前に、電源車の繋ぎ込みによる電源の確保が必要で

あることが示されている。

＞その後、電源車から安全系の海水ポンプに給電し、ポンプを起動することに

より余熱除去系を用いた原子炉の冷却が可能であることが示されている。

＞工事計画で対象とした設備、アクシデントマネジメント（以下「AM｣とい

う｡）設備、緊急安全対策として整備した設備が区別されており、使用でき
る防護措置の区分が明確になっている。

＞四国電力が作成したイベントツリー（2つの安全機能（除熱機能、電源確

保）を個々 に評価したイベントツリー）と、実際の事象進展及び運転操作
を踏まえたイベントツリーとを比較した結果、評価結果が変わらないこと
を確認している。（図8－2）

2)SFPの冷却

四国電力は、全交流電源喪失によりSFPの冷却機能が喪失するため、SF

Pへの給水を実施することにより燃料を冷却するとしている。SFPへの給水

が停止し、燃料の崩壊熱が除去できなくなると、最終的には燃料の重大な損傷
に至るとしている（図8－3）。

当院は、四国電力のイベントツリーについて、水源の確保､除熱手段の確保、

使用できる防護措置の区分に着目し、以下のとおり確認した結果、SFPの冷
却については、全交流電源喪失事象から燃料の重大な損傷までの事象進展の特
定が適切になされており問題ないと考える。

なお、四国電力が作成したイペントツリーにおいては、SFPへの給水・除

熱機能を有する各設備に応じて給水・除熱機能を確保できる期間を示すために
成功と失敗の分岐を用いており、PSAで一般的に使用されるイベントツリー

の分岐の考え方とは異なった取扱いをしていることについても確認した。

＞全交流電源喪失時にSFPへの給水を実施するために、2次系純水タンク3
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号を水源として1次系純水サービスポンプを使用した給水､淡水タンクを水
源として消防自動車及び1次系純水サービスポンプを使用した給水､淡水タ
ンクを水源として消防自動車を使用した給水及び海水を水源として消防自
動車を使用した給水を行うこと、更にはSFP水浄化冷却系を用いたSFP
の冷却（停止時）が可能であることが示されている。

＞イベントツリーのヘディングでは、これらが工事計画で対象とした設備ある
いは緊急安全対策等として整備した設備であることが示されており、使用で
きる防護措置の区分が明確になっている。

（3）全交流電源喪失時の原子炉及びSFPの冷却継続時間の評価（原子炉運
転中）

1）評価条件

四国電力は､原子炉及びSFPの冷却に必要な給水量の評価において、想定
する燃料の仕様を高燃焼度ステップ2ウラン燃料（濃縮度約4.8wt%)及び
MOX燃料（プルトニウム含有率:4.1wt%濃縮ウラン相当）とし、MOX

燃料が許認可上の最大量である1／4炉心相当装荷されているとしている。ウラ
ン燃料としては1回照射（燃焼度18,300MWd/t)、2回照射(36,
700MWd/t)、3回照射(55,OOOMWd/t)の燃料、MOX燃料
としては1回照射(燃焼度15,OOOMWd/t)、2回照射(35,OOOM
Wd/t)、3回照射(45,OOOMWd/t)の燃料が炉心に装荷され、約1
年間運転した状態を仮定したとしている。

また、SFPについては、ウラン燃料より崩壊熱の高いMOX燃料が選択的
にSFPに貯蔵されていると仮定し最も崩壊熱が高くなる条件を考慮している。
SFPを共用する1号機・2号機（ともにウラン燃料装荷）から輸送される使
用済燃料についても、最高燃焼度を55,OOOMWd/tとする高燃焼度ステ
ップ2ウラン燃料が1号機。2号機からそれぞれ約1／3炉心分ずつ定期的に3
号機SFPに輸送されてくると仮定したとしている。なお、SFP貯蔵燃料の
崩壊熱への影響が大きい取出直後の燃料の冷却期間30日は、これまでの定期
検査の実績と比較して保守的な値であるとしている。

崩壊熱については、平成2年に日本原子力学会がとりまとめたデータブック
「崩壊熱の推奨値とその使用法」に与えられている推奨値（不確定性(3o)
を考慮したもの）を使用したとしている。また、アクチニド崩壊熱については
ORIGEN2コード（不確定性(20%)を考慮）の評価値を用いたとして

いる。（図8－4）
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当院は、四国電力が設定した評価条件について、原子炉及びSFPの燃料に

係る燃焼度の想定、使用した崩壊熱に着目して、以下のとおり確認した結果、

問題ないと考える。

＞原子炉の燃料については､ウラン燃料に対し最新の高燃焼度ステップ2燃料

としている。また、最高燃焼度である55,OOOMWd/tを想定してお

り、実際の炉心設計で採用されている3バッチ方式と濃縮度（約4.8w

t%)を反映している。MOX燃料に対しては、最高燃焼度である45,0

OOMWd/tを想定し、許認可上の最大量である1/4炉心相当の装荷と

プルトニウム含有率(4.1wt%濃縮ウラン相当）を反映している。

>SFPの燃料については､運転時に想定される最大数の使用済燃料が貯蔵さ

れ､かつウラン燃料より崩壊熱の高いMOX燃料が選択的にSFPに貯蔵さ

れていると仮定している。

＞崩壊熱に用いたデータの設定については、原子力安全委員会の「軽水型動力

炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針｣の解説Ⅲにおいて安全解析で使用す

ることが妥当と認められており、また、アクチニド崩壊熱の寄与についても

実績のあるORIGEN2コードに適切な保守性を考慮した評価値を用い

ている。

＞他号機の運転状態については、評価が最も厳しくなる条件（1，2号機停止

中、（3号機運転中)）を選定している（表8－1）。

2）原子炉の冷却について

四国電力は、運転時に全交流電源喪失事象が発生した場合に期待する水源と

して、補助給水タンク、2次系純水タンク3号、淡水タンクの順に切り替え、

最終的には海水を取水し補助給水タンクまたは2次系純水タンク3号に補給す

ることで給水を継続できるとしている。更に、海水系統は健全であることから

電源車からの給電により海水ポンプ等を起動することで、余熱除去系を用いた

原子炉の冷却が可能であるとしている。各水源が枯渇する時間については、各

水源の保有水量と原子炉の崩壊熱に対応する必要給水量から算定し、補助給水

タンクは約9時間後、2次系純水タンク3号は約4日後になるとしている。更

に、余熱除去系を用いた原子炉の冷却に切り替えるため水源に係る継続時間の

制限はないとしている。

また、運転時に全交流電源喪失事象が発生した場合、SGの水位制御を行い

ながら給水するために、水位監視機器等への給電が必要であり、蓄電池から直

流電源への給電が停止するまでに、電源車による電源の供給が必要であるとし

ている。蓄電池については約5時間の給電が可能であり、電源車については、

燃料である重油の発電所内貯蔵量と電源車の100%負荷運転時の燃費に基づ
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き、約17．4日後までの運転が可能であるとしている（図8－5)。

当院は､原子炉の冷却継続時間の評価に関して、水源の保有水量、除熱手段、
蓄電池の給電継続時間、電源車の設計条件に着目して、以下の点を確認した結
果、発電所内の3機全てで全交流電源喪失が発生することを前提とした場合の
原子炉の冷却継続時間として、約17．4日後までが算定されていることにつ
いては問題ないと考える。

＞補助給水タンク、2次系純水タンク3号の保有水量については、各々 、61
Orn3，2,600m3が評価で用いられているが、運転関係内規により、水
量はこの数値以上で管理されている。なお、2次系純水タンク3号からはS
G2次側及びSFPへ同時に給水するとしている。また、各水源が枯渇する
時間については､各水源の保有水量とその時点での崩壊熱から算定される必
要給水量から評価されている。更に、余熱除去系を用いた原子炉の冷却に切
り替えるため水源に係る継続時間の制限はない。

＞蓄電池の継続運転時間である約5時間については､蓄電池の設計仕様を前提
として、不要負荷を切離すことにより確保される。

＞1号機及び2号機用に1台ずつ、3号機用に2台配備された電源車の容量は、
1台当たり1,825kVA(報告書提出時点では1号機:300kVA1

台、2号機:300kVA1台、3号機:4,500kVA1台、予備：
300kVA1台）であり、他方、3号機の原子炉及びSFPの両方の冷

却を実施する場合に必要な系統負荷（直流電源、計装用電源、中央制御室空
調設備、アニュラス空気再循環、低温停止に必要な補機類設備等）の合計値
が約3,OOOkVAであり、電源車の容量に比べ小さい。

＞電源車の燃料(重油）は、1号機、2号機及び3号機のDG燃料油貯油槽(5
30キロリットル)及び3号機補助ボイラ燃料タンク(102キロリットル）
で貯蔵され、貯蔵量は運転関係内規で管理されている。

＞電源車の運転継続時間については、3機同時に全交流電源喪失が発生した場
合に、1号機及び2号機で1台ずつ、3号機で2台運転すると仮定した容量
（4台で合計容量7,300kVA)に対する必要な系統負荷割合から判断
し、最も保守的である100%負荷運転時の燃費（約378M/時）に基づ
き算定されている。

なお、本評価結果は、全交流電源喪失事象のみが単独で発生した場合の評価
であり、地震や津波の影響を受けて全交流電源喪失事象が発生した場合の評価
は、10章において別途記載する。
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3)SFPの冷却について

四国電力は、原子炉運転中に全交流電源喪失が発生した場合に、SFPへの

給水のための水源としては、2次系純水タンク3号、淡水タンク及び海水を利
用できるとしている。各水源の枯渇時間については、各水源の保有水量とSF
Pにある燃料の崩壊熱で決まる必要給水量から算定し、2次系純水タンク3号

は約4日後、淡水タンクは約28日後としている。なお、海水の取水について

は、消防自動車に期待する約45．3日後の時点では、発電所内に備蓄し、1
～3号機で共用する消防自動車燃料の軽油が全て消費されていることから使用

できないとしている。

また、2次系純水タンク3号からの給水は、同タンクが枯渇するまでに、電

源車により給電される1次系純水サービスポンプを用いて2次系純水タンク3

号水をSFPへ給水するとしている。淡水タンクからの消防自動車及び1次系

純水サービスポンプを使用した給水は、電源を必要としない消防自動車及び電
源車により給電される1次系純水サービスポンプを用いて淡水タンク水をSF

Pへ給水するとしている。電源車の燃料である重油は約17．4日後までに枯

渇し、1次系純水サービスポンプは使用できなくなるので、淡水タンク水から
SFPへの給水は、電源を必要としない消防自動車を使用した給水へ切り替え、

消防車の燃料である軽油が枯渇するまでの約45．3日後までの運転が可能と
している（図8－5）。

当院は、SFPの冷却継続時間の評価に関して、水源の保有水量、消防自動

車の運転可能性に着目して、以下の点を確認した結果、冷却継続時間として約
45．3日後までが算定されていることについては、問題ないと考える。

＞水源である、2次系純水タンク3号、淡水タンクの保有水量については、S

G2次側及びSFPへ同時に給水するとし、各々 、2,600m3，5,20

Om3が評価で用いられているが、これらは運転関係内規により、水量はこ

の数値以上で管理されている。また、各水源が枯渇する時間については、使
用順位が定められた各水源の保有水量とその時点での崩壊熱から算定され
ている。

＞消防自動車の運転継続時間約45．3日後までは、1～3号機とも全交流電
源喪失が発生し発電所に備蓄してある消防自動車燃料の軽油が全て消費さ
れているとして算定されている。

なお、本評価結果は、全交流電源喪失事象のみが単独で発生した場合の評価

であり、地震や津波の影響により全交流電源喪失事象が発生した場合の評価は、
10章において別途記載する。
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4）1次冷却材ポンプのシール部からの漏えいの取扱い

当院は、審査の過程において四国電力に対して、全交流電源喪失時に1次冷

却材ポンプ（以下「RCP」という｡）のシール部からの漏えいの評価について

説明を求め、当該事象の取扱いについての確認を行った。

四国電力は、全交流電源喪失時に、RCPへの封水注入機能及びRCPシー

ル部の冷却機能（サーマルバリアへの冷却水通水）が失われた場合のシール部

からの漏えい率として、1次冷却材圧力15.4MPaにおいてRCP1台当た

り約1.5m3/hを想定している。RCPからの漏えい率1．5ma/hの想定に

ついては、RCPシールの構造、特性等の設計条件、全交流電源喪失時におけ

るRCPシール部の挙動を明らかにしたうえで、機械工学便覧に示されている

評価式等を用いて、No.1シール、No.2シール及び封水戻りラインバイパ

スオリフイスにおける各々 の流量を差圧一流量特性に基づく解析によって求め
たとしている。（図8－6）

また、全交流電源喪失時には、RCPシール部は一時的には通常運転時の1

次冷却材温度（約290℃）に晒されるものの、シール部品としての金属材料

等は十分な耐熱性能を有していること、シール部品間に用いているoリングに

ついては、RCP製造メーカにより全交流電源喪失時に想定される1次冷却材

の温度、圧力を模擬したOリングの検証試験によって、全ての試験体（24個）

について、健全性が維持されていることが確認されているとしている。（図8－

7）

四国電力は、全交流電源喪失時には、タービン動補助給水ポンプの運転及び

主蒸気逃がし弁開放による2次系からの冷却により、1次冷却系を約170℃、

約0．7MPaまで減温、減圧しプラントを安定させる操作手順を作成している

が、この場合のプラントの挙動について熱流動解析コードRELAP5を用い

て解析し、RCPシール部からの漏えい率1.5ma/hを考慮しても、炉心冷却

が適切に実施され、操作手順を実現できることを確認したとしている。（図8－

8）

当院は、四国電力の実施したシール部からの漏えい評価に関して、oリング
の検証試験結果、漏えいを反映したプラント挙動解析に着目し、以下の点を確

認した結果、RCPシール部からの漏えいの取扱いについては、問題ないと考
える。

>RCP1台当たり1｡5ms/hに設定した漏えい率は､No..lシール､No.

2シール及び封水戻りラインバイパスオリフイスの差圧一流量特性に基づ
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いて評価しているが､評価手法の妥当性について過去の実験データによる検
証結果も含めて提示するよう要求したところ、検証結果等の提示があり、以
下の事項を確認できたことから､漏えい率の評価は適切に行われていると考
える。

VNo．1シールは非接触式の限定漏えい型のシールでありざ高温、高圧

環境下におけるシール構成部品の変形量を､汎用コード(ABAQUS)
を用いた有限要素法(FEM)解析により求め、この変形量を用いて隙
間の形状を評価した上で、層流の基本式（機械工学便覧）を用いてNo．
1シールの差圧一流量特性の評価が行われていること､No.2シール

は接触式のバランス型メカニカルシールであり、シール出口部で減圧沸
騰が生じ、臨界流であることをもとに、微小隙間流れの流量計算式（同
便覧）及び臨界流の式を用いたNo.2シールの差圧一流量特性の評価
が行われていること、封水戻りラインバイパスオリフィスについては、
水単相及び気液二相流の圧力損失式（気液二相流技術ハンドブック等）
を用いて差圧一流量特性を算出していること、RCPシール部からの漏
えい量については、No.1シールにおける流量が、No．2シールにお
ける流量及び封水戻りラインバイパスオリフィスにおける流量とバラ
ンスする点として算出していること。

、／評価方法については、過去の実験データの試験条件に基づき評価した漏
えい量との比較検証を行い、評価結果と実験結果がよく一致しているこ
とを確認していること。

>Oリングの耐熱性能については、当初の報告においては、全交流電源喪失が
短期間継続(5及び20時間)することを想定した試験結果での評価であり、
四国電力は、自主的に炉心の安定的な定常状態の維持を想定した全交流電源
喪失が長期間継続することを想定した追加試験（4個）を準備しているとの
ことであったことから、それらの温度、圧力条件、保持時間の適切性を示し
た上で試験結果を提示するよう要求したところ、試験結果の提示がなされ、
以下の事項を確認したことから、oリングの性能が適切に評価されていると
ともに､試験結果の試料数が及ぼす影響は小さいものであることが確認でき
た。

、／長期間保持（7日間）を想定した試験結果により○リングは破損するこ
となく健全性は維持できることが確認されたこと。

、／長期間保持に係る検証試験の内容については、全交流電源喪失発生後の
プラント挙動として、主蒸気逃がし弁、タービン動補助給水ポンプを用
いた減温､減圧操作により、約39時間で安定な状態（1次冷却材温度：
約170℃、圧力：約O.7MPa)に移行するものの、その状態を上
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＞

回る状態で、約7日間まで保持した結果、Oリングの健全性が維持でき
る結果が示されたこと。

VOリング性能試験結果の妥当性への試料数による影響については、品質

管理状況の確認方法を示すよう要求したところ、四国電力が実施した調
査においてへ計268体のOリング製造データを確認し、バラツキの程

度が小さく均一な製品が供給されており、○リング性能試験に用いた試
料数で実機において使用されているoリングを代表できることが確認
されたこと。

RCPシール部からの1次冷却材の漏えいを考盧して、主蒸気逃がし弁、タ

ービン動補助給水ポンプを用いた1次冷却系の減温､減圧操作により炉心損
傷に至ることなく、プラントが安定な状態に移行できることを示すことにつ
いて要求したところ､四国電力から熱流動解析コードRELAP5を用いた

解析結果の提示があり、この解析結果について以下の事項を確認したことか
ら、漏えい発生時のプラント挙動評価は適切に評価されていると考える。
､／国内外の実験施設で実施されたPWRの小破断LOCA及び過渡事象

を模擬した実験に対して検証がなされ、適用性が確認された解析コード
が使用されていること。

､／全交流電源喪失時の運転操作を含め、適切な解析条件が用いられている
ことが確認できたこと。

､／旧日本原子力研究所で実施された自然循環実験の結果と比較し、RCP

シール部からの1次冷却材漏えいが自然循環維持に与える影響はない
ことが示されていること。

（4）全交流電源喪失時のSFPの冷却継続時間の評価（原子炉停止中）
＞四国電力は、プラント停止中の当該評価においては、（3）1）で示したよ

うにウラン燃料より崩壊熱の高いMOX燃料が選択的にSFPに貯蔵され
ていると仮定し最も崩壊熱が高くなる条件を考慮している。SFPを共用す
る1号機・2号機（ともにウラン燃料装荷）から輸送される使用済燃料につ
いても、最高燃焼度を55,OOOMWd/tとする高燃焼度ステップ2ウ
ラン燃料が1号機・2号機からそれぞれ約1／3炉心分ずつ定期的に3号機
SFPに輸送されてくると仮定したとしている。なお、SFP貯蔵燃料の崩
壊熱への影響が大きい取出直後の燃料の冷却期間7．5日は、これまでの定
期検査の実績と比較して保守的な値であるとしている。また、崩壊熱につい
ても（3）1）で示したものを使用したとしているd他号機の運転状態につ

いては、評価が最も厳しくなる条件（1，2号機停止中、（3号機停止中)）
を選定している。（表8－1）
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SFPへ注水するための水源としては、2次系純水タンク3号、淡水タンク

及び海水を利用すること、更に除熱手段としてはSFP水浄化冷却系を用いた
SFPの冷却が可能であるとしている。2次系純水タンク3号の水源の枯渇時
間については、同水源の保有水量とSFPにある燃料の崩壊熱から算定し、約
6日後であるとしている。更に、海水系統は健全であることから、電源車によ
り海水ポンプ等を起動することでSFP水浄化冷却系を用いたSFPの冷却に
切り替えることが可能であるとしている。電源車の燃料である重油は､約17．
4日後に枯渇するので、淡水タンクを水源とし電源を必要としない消防自動車
を使用した給水によるSFPの冷却に切り替え、その後は電源供給機能の継続
時間の制限はないとしている。淡水タンクの水源の枯渇時間については、同水
源の保有水量とSFPにある燃料の崩壊熱から算定し、約28日後であるとし
ている。この後は、水源を海水に切り替え、消防自動車を使用した給水による
SFPの冷却を行うとしている。なお、海水の取水については、消防自動車に
期待する約40.3日後の時点では、発電所内に備蓄し、1～3号機で共用す
る消防自動車燃料の軽油が全て消費されていることから使用できないとしてい
る。

また、電源供給が必要な負荷は、1次系純水サービスポンプ及びSFPで除熱
機能の継続に必要なSFP水浄化冷却系であり、電源車の燃料である重油が枯
渇するまでの約17．4日後まで電源車からの給電により対応できるとしてい
る（図8－9）。

当院は、四国電力が実施したSFPの冷却継続時間の評価に関して、燃料の想
定、水源の保有水量、除熱手段の確保に着目して、以下の点を確認した結果、
約40.3日までが算定されていることについては、問題ないと考える。
>SFPに貯蔵する燃料の評価条件については、(3)1)で確認したとおり

問題ない。

＞水源である、2次系純水タンク3号､淡水タンクの保有水量については､各々 、
2,600m3，5,200maが評価で用いられているが、これらは運転関
係内規により、水量はこの数値以上で管理されている。また、各水源が枯渇
する時間については､使用順位が定められた各水源の保有水量とその時点で
のSFPにある燃料の崩壊熱で決まる必要給水量及び除熱手段であるSF
P水浄化冷却系を用いたSFP冷却の期間から算定されている。

＞海水取水については､発電所の1～3号機で共用する軽油を燃料とする消防
自動車を使用するため燃料が消費される約40.3日後までと制限されてい
る。
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なお、本評価結果は、全交流電源喪失事象のみが単独で発生した場合の評価

であり、地震や津波の影響により全交流電源喪失が発生した場合の評価は、1

o章において別途記載する。

8．2クリフエツジの特定について

8．1の確認結果を踏まえ、原子炉運転中及び原子炉停止中の全交流電源喪

失事象に対して、原子炉及びSFPの燃料を対象として、緊急安全対策等実施

後の冷却継続時間の確認結果を以下に示す。

（1）原子炉運転中の冷却継続時間の確認結果

原子炉運転中の原子炉に対する冷却継続時間は、電源供給機能（電源車の燃

料（重油)）の喪失により決まる約17．4日後までとなり、SFPに対する冷
却継続時間は、給水機能（消防自動車の燃料（軽油)）の喪失により決まる約4

←5．3日後までとなる。

（2）原子炉停止中の冷却継続時間の確認結果

原子炉停止中のSFPに対する冷却継続時間は給水･除熱機能（消防自動車

の燃料（軽油)）の喪失により決まる約40.3日後までとなる。

8．3緊急安全対策等の効果について

原子炉運転中及び原子炉停止中の全交流電源喪失事象に対して、原子炉及び
SFPの燃料を対象として、緊急安全対策等実施前後の冷却継続時間に着目し

て効果の確認を行った。

四国電力は、原子炉の冷却継続時間については、緊急安全対策等実施前には

蓄電池の容量である約5時間後までであったが、緊急安全対策等において設置
された電源車による給電時間の延長により約17．4日後までに延長できたと
している。SFPの冷却継続時間については、緊急安全対策等実施前には、ピ

ット水温度が100℃になるまでの約8時間後（原子炉停止中）までであった
が、緊急安全対策等において設置された消防自動車による給水時間の延長によ

り、約40.3日後までに延長できたとしている。

また、今後、防護措置が確実に実行できるよう、教育、訓練を通じて改善を

図りながら実効性を維持・向上させていく計画であるとしている。

当院は、以上のとおり、実施済の緊急安全対策等について効果があることを

確認した｡また、四国電力においては、将来的に継続して防護対策について、
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運用面で、一層の充実を図る計画を有しており、継続的に安全性の向上が図ら

れることを確認した。

8．4当院の評価（まとめ）

当院は、四国電力が実施した全交流電源喪失が発生した場合の事象進展の特

定、原子炉及びSFPの冷却継続時間の評価については、発電所内の3機全て

で全交流電源喪失が発生することを前提として、原子炉運転中及び原子炉停止

中の条件の下で、適切に実施されたと考える。すなわち、事象進展の特定につ

いてはイペントツリーにより適切に評価されており、また、冷却継続時間の評

価条件や評価方法等についても妥当なものと考える。

従って、原子炉運転中に全交流電源喪失が発生した場合に、原子炉の冷却継

続時間は約17．4日後まで、SFPの冷却継続時間は約40.3日後までで

あるとし、また、緊急安全対策等の実施により、原子炉の冷却継続時間は約5

時間後までから約17．4日後までに、SFPの冷却継続時間は約8時間後ま

でから約40．3日後までに延長できるとする四国電力の評価は妥当なものと

考える。

また、四国電力が、防護措置の実効性を一層向上させるため、今後、防護措

置が確実に実行できるよう、教育、訓練を通じて改善を図りながら実効性を維

持・向上させていく計画を有していること等、安全性の向上に向けて運用面で

一層の充実を目指していることは望ましいことと考える。

なお、本章の議論は、全交流電源喪失事象のみが単独で発生した場合の評価

であり、地震や津波の影響により全交流電源喪失事象が発生した場合の評価は、

10章において別途記載する。
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9．最終ヒートシンク喪失に関する評価

本章においては、四国電力により、最終ヒートシンク喪失事象が発生した場
合の事象の進展が特定され、燃料の重大な損傷に至ることなく原子炉及びSF
Pの冷却を継続できる時間の評価が適切に行われたかどうかを確認した。

最終ヒートシンク喪失事象は、原子炉の運転中または停止中に海水ポンプ及
び循環水ポンプの故障により、海水による冷却系統が全て機能喪失する事象で
ある。

最終ヒートシンク喪失事象が発生した場合には、原子炉については、蒸気を
駆動源とするタービン動補助給水ポンプまたは電動補助給水ポンプによりSG
2次側に給水を行うことにより原子炉の冷却を行い、SFPについては、燃料

の崩壊熱により失われるピット水を外部から補給することにより冷却を行うこ

とが必要になる。

当院は、原子炉及びSFPの冷却を継続できる時間については、発電所内の

3機全てで最終ヒートシンク喪失が発生することを前提として、原子炉が運転
中の場合と停止中の場合に区別して確認を行うとともに、原子炉とSFPのそ

れぞれについて確認を行った。また、最終ヒートシンク喪失時に懸念される1

次冷却材ポンプのシール部からの冷却材の漏えいについても影響の確認を行っ

た。更に、これまでに講じた防護対策の有効性についても確認を行った。

その結果、当院は、四国電力が実施した最終ヒートシンク喪失事象が発生し
た場合の事象進展の特定、原子炉及びSFPの冷却継続時間の評価については、

原子炉運転中及び原子炉停止中の条件の下で、適切に実施されたと考える。以

下、当院が確認した内容の詳細を記載する。

なお、本章における冷却継続時間の確認は最終ヒートシンク喪失事象のみが
単独で発生したと仮定するものであり、地震や津波の影響は考慮されていない。

地震や津波の影響を受けた場合に、最終ヒートシンク喪失事象が発生した場合
の冷却継続時間の確認は、10章において別途記載する。

9．1最終ヒートシンク喪失時の事象進展と冷却継続時間について

（1）最終ヒートシンク喪失時の事象進展

1）原子炉の冷却

四国電力は、最終ヒートシンク喪失を起因事象として、燃料の重大な損傷に

至るまでの事象進展をイベントツリーにより評価し、この場合に使用できる防

護措置を明らかにしたとしている。具体的には、最終ヒートシンク喪失後、タ
ービン動補助給水ポンプまたは電動補助給水ポンプによりSG2次側への給水
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を行い原子炉の冷却を継続するとし、SG2次側への給水継続に失敗した場合

には、燃料の重大な損傷に至るとしている。

また、タービン動補助給水ポンプまたは電動補助給水ポンプによるSG2次

側への給水については、SGの水位監視が必要であるが、監視機器等への給電

は外部電源により維持されるとしている（図9－1）。

当院は、四国電力が作成したイベントツリーについて、給水手段の確保、水

源の確保、除熱手段の確保及び使用できる防護措置の区分に着目して以下のと

おり確認した結果、最終ヒートシンク喪失事象から燃料の重大な損傷までの事

象進展の特定が適切になされており問題ないと考える。

なお、四国電力の作成したイベントツリーにおいては、給水手段の確保、水

源の確保及び除熱手段の確保に係る安全機能に着目して、当該安全機能を有す

る各設備に応じて安全機能を確保できる期間を示すために成功と失敗の分岐を

用いており、PSAで一般的に使用されるイベントツリーの分岐の考え方とは

異なった取扱いをしていることについても確認した。

＞最終ヒートシンク喪失時の炉心冷却に必要なタービン動補助給水ポンプま

たは電動補助給水ポンプの利用にあたり、水源として、補助給水タンクに加

えて、2次系純水タンク3号、淡水タンク及び海水を利用すること、更には

海水取水用水中ポンプによる余熱除去系を用いた原子炉の冷却が可能であ

ることが示されている。

＞工事計画で対象とした設備､AM設備､緊急安全対策設備が区分されており、

使用できる防護措置の区分が明確になっている。

2)SFPの冷却

四国電力は、最終ヒートシンク喪失によりSFPの冷却機能が喪失するため、

SFPへの給水を実施することにより燃料を冷却するとしている。SFPへの

給水が停止し、燃料の崩壊熱が除去できなくなると、最終的には燃料の重大な

損傷に至るとしている（図9－2)。

当院は、四国電力のイベントツリーにおいて、水源の確保、除熱手段の確保

及び使用できる防護措置の区分に着目し、以下とおり確認した結果、SFPの

冷却については、最終ヒートシンク喪失事象から燃料の重大な損傷までの事象

進展の特定が適切になされており問題ないと考える。

なお、四国電力が作成したイベントツリーにおいてImSFPへの給水・除

熱機能を有する各設備に応じて給水・除熱機能を確保できる期間を示すために

成功と失敗の分岐を用いており、PSAで一般的に使用されるイベントツリー
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とは異なった取扱いをしていることについても確認した。

＞最終ヒートシンク喪失後にSFPへの給水を実施するために、2次系純水タ
ンク3号を水源として1次系純水サービスポンプを使用した給水､淡水タン

クを水源として消防自動車及び1次系純水サービスポンプを使用した給水、
淡水タンクを水源として消防自動車を使用した給水及び海水を水源として

消防自動車を使用した給水を行うこと、更にはSFP水浄化冷却系を用いた
SFPの冷却（停止時）が可能であることが示されている。

＞イベントツリーのヘディングでは、これらの水源は、工事計画で対象とした

設備あるいは緊急安全対策設備であることが示されており､使用できる防護
措置の区分が明確になっている。

（2）最終ヒートシンク喪失時の原子炉及びSFPの冷却継続時間の評価（原

子炉運転中）

1）評価条件

四国電力は、最終ヒートシンク喪失時の原子炉及びSFPの冷却に必要な給

水量の評価において、想定する燃料の仕様及び崩壊熱に関する評価条件は、全
交流電源喪失時と同じ取扱いとしており、8．1（3）1）のとおり問題ない

と考える。他号機の運転状態については、評価が最も厳しくなる条件（1号機
運転中、2号機停止中、（3号機運転中)）を選定している。（表9－1）

2）原子炉の冷却について

四国電力は、運転時に最終ヒートシンク喪失が発生した場合に期待する水源
として、補助給水タンク、2次系純水タンク3号、淡水タンクの順に切り替え、

最終的には海水を取水し補助給水タンクまたは2次系純水タンク3号に補給す
ることで給水を継続できるとしている。更に、海水取水用水中ポンプを用いた

余熱除去系による原子炉の冷却により早期に冷温停止状態への移行が可能であ
るとしている。各水源が枯渇する時間については、各水源の保有水量と原子炉

の崩壊熱に対応する必要給水量から算定し、補助給水タンクは約9時間後、2
次系純水タンク3号は約4日後になるとしている。枯渇までに、余熱除去系を
用いた原子炉の冷却に切り替えるため、継続時間の制限はないとしている。

また、運転時に最終ヒートシンク喪失が発生した場合、SGの水位制御を行
いながら給水するために、水位監視機器等へ、給水に使用する1次系純水サー
ビスポンプへ、更に、原子炉の冷却に用いる余熱除去系への給電が必要である

が、外部電源により給電が維持されるとしている。（図9－3）
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当院は、原子炉の冷却継続時間の評価に関して、水源の保有水量と余熱除去

系を用いた原子炉の冷却に着目して、以下の点を確認した結果、冷却継続時間

として制限がないとしていることについては問題ないと考える。

＞補助給水タンク、2次系純水タンク3号の保有水量については、各々、61

0rn3，2,600m3が評価で用いられているが、運転関係内規により、水

量はこの数値以上で管理されている。なお、2次系純水タンク3号からはS

.G2次側及びSFPへ同時に給水するとしている。また、各水源が枯渇する

時間については､各水源の保有水量とその時点での崩壊熱から算定される必

要給水量から評価されている。枯渇までに、海水取水用水中ポンプによる余

熱除去系を用いた原子炉の冷却に切り替えるため､継続時間の制限はないと

している。

なお、この値は、最終ヒートシンク喪失事象のみが単独で発生した場合の評

価結果であり、地震や津波の影響を受けて最終ヒートシンク喪失事象が発生し

た場合の評価は、10章において別途記載する。

3)SFPの冷却について

四国電力は、運転時に最終ヒートシンク喪失が発生した場合に、SFPへの

給水のための水源としては、2次系純水タンク3号、淡水タンク及び海水を利

用できるとしている。各水源の枯渇時間については、各水源の保有水量とSF

Pにある燃料の崩壊熱で決まる必要給水量から算定し、2次系純水タンク3号

は約4日後、淡水タンクは約28日後としている。なお、海水の取水について

は、消防自動車に期待する約47．6日後の時点では、発電所内の1～3号機

で共用する消防自動車燃料の軽油が全て消費されていることから使用できない

としている（図9－3）。

当院は、SFPの冷却継続時間の評価に関して、水源の保有水量、消防自動

車の運転可能性に着目して、以下の点を確認した結果、冷却継続時間として約

47．6日後までが算定されていることについては、問題ないと考える。

＞ 水源である2次系純水タンク3号、淡水タンクの保有水量については、SG

2次側及びSFPへ同時に給水するとし、各々、2,600m3，5,20

Orn3が評価で用いられているが、運転関係内規により水量はこの数値以上

で管理されている。また、各水源が枯渇する時間については、使用順位が定

められた各水源の保有水量と水源切替時点での崩壊熱から算定される必要
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給水量から評価されている。

＞消防自動車の運転継続時間約47．6日後までは、1～3号機とも最終ヒー
トシンク喪失が発生し発電所に備蓄してある消防自動車燃料の軽油が全て

消費されているとして算定されている。

なお、この値は、最終ヒートシンク喪失事象のみが単独で発生した場合の評

価結果であり、地震や津波の影響により最終ヒートシンク喪失事象が発生した

場合の評価は、10章において別途記載する。

4）1次冷却材ポンプのシール部からの漏えいの取り扱い

四国電力は、最終ヒートシンク喪失時におけるRCPのシール部からの漏え

いの取扱いについては、全交流電源喪失時と同じであるとしていることから、

当院としては、8．1（3）4）に示すとおり、問題ないと考える。

（3）最終ヒートシンク喪失時のSFPの冷却継続時間の評価（原子炉停止中）

四国電力は、プラント停止中の当該評価においては、8．1（3）1）で示し

たようにウラン燃料より崩壊熱の高いMOX燃料が選択的にSFPに貯蔵され

ていると仮定し最も崩壊熱が高くなる条件を考慮している。SFPを共用する

1号機・2号機（ともにウラン燃料装荷）から輸送される使用済燃料について

も、最高燃焼度を55,OOOMWd/tとする高燃焼度ステップ2ウラン燃料
が1号機・2号機からそれぞれ約1／3炉心分ずつ定期的に3号機SFPに輸
送されてくると仮定したとしている。なお、SFP貯蔵燃料の崩壊熱への影響
が大きい取出直後の燃料の冷却期間7．5日は、これまでの定期検査の実績と比

較して保守的な値であるとしている。また、崩壊熱についても8．1（3）1）

で示したものを使用したとしている。他号機の運転状態については、評価が最

も厳しくなる条件（1号機運転中、2号機停止中、（3号機停止中)）を選定し
ている。（表9-1)

SFPへ注水するための水源としては、2次系純水タンク3号、淡水タンク

及び海水を利用すること、更に、除熱手段としては、海水取水用水中ポンプを
用いたSFP水浄化冷却系を用いたSFPの冷却が可能であるとしている。2

次系純水タンク3号の水源の枯渇時間については、同水源の保有水量とSFP

にある燃料の崩壊熱から算定し、約6日後であるとしている。次に、海水取水
用水中ポンプによるSFP水浄化冷却系を用いたSFPの冷却に切り替えるた

め継続時間の制限はないとしている（図9－4)。

当院は、四国電力が実施したSFPの冷却継続時間の評価に関して、燃料の
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想定、水源の保有水量、除熱手段の確保、海水取水の設定に着目して、以下の

点を確認した結果、SFPの冷却の継続時間の制限はないとしていることにつ

いては、問題ないと考える。

>SFPに貯蔵する燃料の評価条件については、8.1(3)1)で確認した

とおり問題はない。

＞2次系純水タンク3号の保有水量については、2,600m3が評価で用いら

れているが、運転関係内規により水量はこの数値以上で管理されている。ま

た、水源が枯渇する時間については、その保有水量とその時点での燃料の崩

壊熱で決まる必要給水量から算定されている。枯渇までに、海水取水用水中

ポンプによるSFP水浄化冷却系を用いたSFPの冷却に切り替えるため、

継続時間の制限はないとしている。

なお、この値は、最終ヒートシンク喪失事象のみが単独で発生した場合の評

価結果であり、地震や津波の影響を受けて最終ヒートシンク事象が発生した場

合の評価は、10章において別途記載する。

9．2クリフエツジの特定について

9．1の確認結果を踏まえ、原子炉運転中及び原子炉停止中の最終ヒートシ

ンク喪失事象に対して、原子炉及びSFPの燃料を対象として、緊急安全対策

等実施後の冷却継続時間の確認結果を以下に示す。

（1）原子炉運転中の原子炉及びSFPの冷却継続時間の確認結果

原子炉運転中の原子炉に対する冷却継続時間については、海水取水用水中ポ
ンプによるSFP水浄化冷却系を用いた給水・除熱機能が確保できることから

継続時間の制限はなく、SFPに対する冷却継続時間は、給水機能（消防自動

車の燃料（軽油)）の喪失により決まる約47．6日後までとなる。

（2）原子炉停止中のSFPの冷却継続時間の確認結果

原子炉停止中のSFPに対する冷却継続時間については､海水取水用水中ポ
ンプによるSFP水浄化冷却系を用いた給水･除熱機能が確保できることから、

継続時間の制限はない。

9．3緊急安全対策等の効果について

原子炉運転中及び原子炉停止中の最終ヒートシンク喪失事象に対して、原子

炉及びSFPの燃料を対象として、緊急安全対策等実施前後の冷却継続時間に
着目して効果の確認を行った。
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四国電力は、原子炉運転中の原子炉の冷却継続時間については、緊急安全対

策等実施前には補助給水タンク及び2次系純水タンク3号の水源で定まる約4

日後までであったが、海水ポンプの代替である海水取水用水中ポンプを用いて
余熱除去系による冷却に切り替えることで、継続時間の制限はないとしている。
SFPの冷却継続時間については、緊急安全対策等実施前には、2次系純水タ

ンク3号の水源で定まる約4日後までであったが、緊急安全対策等として設置

された淡水タンク及び消防自動車を用いた海水取水を活用した水源の増加によ

り、約47．6日後までに延長できたとしている。

9．4当院の評価（まとめ）

当院は、四国電力が実施した最終ヒートシンク喪失が発生した場合の事象進

展の特定、原子炉及びSFPの冷却継続時間の評価については、発電所内の3

機全てで最終ヒートシンク喪失が発生することを前提として、原子炉運転中及

び原子炉停止中の条件の下で、適切に実施されたと考える。すなわち、事象進
展の特定についてはイベントツリーにより適切に評価されており、また、冷却

継続時間の評価条件や評価方法等についても妥当なものと考える。
従って、原子炉運転中に最終ヒートシンク喪失事象が発生した場合に、原子

炉の冷却継続時間については継続時間の制限はなく、SFPの冷却継続時間は
約47．6日後までであるとし、また、緊急安全対策等により、原子炉の冷却

継続時間は約4日後までから継続時間の制限なしに、SFPの冷却継続時間は、

約4日後までから約47．6日後までに延長できるとする四国電力の評価は妥
当なものと考える。

また、四国電力においては、最終ヒートシンク喪失時の対応として、将来的

に継続して防護対策について、海水ポンプモータの配備等一層の充実を図る計
画を有しており、継続的に安全性の向上が図られていることは望ましいことと

考える。

なお、本章の議論は、最終ヒートシンク喪失事象のみが単独で発生した場合

の評価であり、地震や津波の影響により最終ヒートシンク喪失事象が発生した
場合の評価は、10章において別途記載する。

93



八

角

10.地震、津波及び地震・津波の重畳時における原子炉及び使用済燃料ピッ
トの冷却継続時間の評価

本章においては、地震、津波及び地震・津波の重畳時における原子炉及びS
FPの冷却継続時間の確認を行った。これは、8章及び9章における全交流電
源喪失や最終ヒートシンク喪失に閨する評価に、地震、津波を重ね合わせた事
象について評価するものである。

このため、地震、津波及び地震・津波の重畳時のそれぞれの発生時において、
原子炉及びSFPの冷却に使用する各設備・機器に対して、耐震クラス、津波
時の浸水高さの観点から使用の可否が適切に判断されているかを確認した上で、
事象発生時に期待されている緊急安全対策等に係る運転操作、作業について、
電源供給、SGへの給水、SFPへの給水の3つの安全機能に着目して、必要
な運転操作や作業項目が適切に抽出されているか、一連の運転操作、作業が許
容される時間内に実施できるかの観点から、成立性の確認を行った。
地震、津波及び地震・津波の重畳時の原子炉及びSFPの冷却継続時間の評

価については、発電所内の3機全てが被災することを前提として評価に用いた
評価条件が、5章、6章及び7章のクリフエッジ評価結果を反映したものであ
るか、耐震クラスの低い水源タンクの取扱いや津波高さ以下に設置されている
設備。機器の使用可否の判断が適切かについて確認を行った。
その結果、地震、津波及び地震・津波の重畳時における事故シナリオの成立

性に問題はなく、また四国電力が実施した原子炉及びSFPの冷却継続時間の
評価は適切に実施されており、その結果についても問題ないと考える。以下、
当院が確認した内容の詳細を記載する。

10.1地震、津波及び地震。津波の重畳時の収束シナリオについて
四国電力は、地震時においては、原子炉の冷却については、1.50xSsま

での地震に対しては、電源車から監視機器等への給電を行いつつ、タービン動
補助給水ポンプにより補助給水タンクの水を、更にタンク水が枯渇するまでに、
消防自動車によりタンクに給水した海水をSG2次側に注水することにより冷
却を継続することが可能であるとしている。更に、海水取水用水中ポンプを利
用した余熱除去系による炉心冷却（運転時）が可能であるとしている。SFP
の冷却については、プラントとしての耐性を評価する観点から、地震時のクリ
フエッジを原子炉と同様のクリフエッジで評価し、1.50×Ssまでは、消防
自動車により給水した海水をSFPに注水することで冷却が可能であるとして
いる。

また、津波時においては、原子炉の冷却については、津波高さT.P.+14.
2mまでは、電源車から給電し、タービン動補助給水ポンプにより補助給水タ
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ンクの水を、タンク水枯渇後は2次系純水タンク3号の水をSG2次側に注水

する。更に海水取水用水中ポンプを用いた余熱除去系による原子炉の冷却（運
転時）が可能であるとしている。SFPの冷却については、プラントとしての

耐性を評価する観点から、津波時のクリフエッジを炉心と同様のクリフエッジ
（津波高さT.P.+14.2m)で評価し、2次系純水タンク3号及び淡水タン

クがこのクリフエッジ高さよりも高い位置に設置されているため使用可能であ
るとしている。このため、電源車から給電することによる1次系純水サービス

ポンプ、あるいは消防自動車による淡水の注水が可能である。更に、海水取水

用水中ポンプを用いたSFP水浄化冷却系（停止時）による冷却及び消防自動

車を利用した海水の注水によるSFPの冷却が可能であるとしている。

更に、地震･津波の重畳時においては、原子炉の冷却については、1｡50x

Ssまでの地震及び津波高さT.P.+14.2mまでは、電源車から監視機器等

へ給電を行いつつ、タービン動補助給水ポンプにより補助給水タンク水を、タ
ンク水枯渇後は、消防自動車によりタンクに給水した海水をSG2次側に注水

することにより原子炉の冷却を継続することが可能であるとしている。更に、

海水取水用水中ポンプを用いた余熱除去系による原子炉冷却が可能であるとし

ている。SFPの冷却については、クリフエツジの1.50xSsの地震及び津

波高さT.P.+14.2mまでは、消防自動車により給水した海水をSFPに注

水することで冷却が可能であるとしている。

当院は、地震、津波及び地震。津波の重畳時の事象シナリオについては、地

震時、津波時及び地震・津波重畳時のそれぞれに対して、5章、6章及び7章
で議論したとおり、電源供給に係る設備・機器及び水源確保に係る設備・機器

について、耐震クラス、津波時の浸水高さの観点から使用可否が適切に判断さ

れ、原子炉の冷却及びSFPの冷却に係る事象進展に反映されていることから、

問題ないと考える。

10.2緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性について

四国電力は、緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性に係る評価におい

て、対象とする事故シナリオとして、発電所内の3機全てが被災することを前

提に地震・津波の重畳した全交流電源喪失を選定したとしている。また、具体

的な運転操作、作業項目については、電源確保、蒸気発生器への給水確保及び
SFPへの給水確保に分類し、以下に示すものを選定したとしている。

＞電 源確保

①不要直流電源負荷の切離し、②電源車から6.6kVメタクラと電源ケー

ブルの接続、③電源車起動前点検及び起動時間、④がれきの撤去、⑤電源車へ
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の給油（重油）

＞蒸気発生器への給水

①主蒸気逃し弁の開度調整､②タービン動補助給水ポンプの流量調整､③1

次冷却材ポンプシール戻り隔離弁等閉止操作､④蓄圧タンク出口弁の閉止操作、

⑤消防自動車及び消火ホースの搬出、設置、運転､⑥消防自動車が移動困難な

場合の対策、⑦補助給水タンクへの海水給水、⑧消防自動車への給油(軽油）

>SFPへの給水

①消防自動車(軽油)及び消火ホースの搬出、設置､運転､②SFPへの海水

給水、③燃料の給油（軽油）

四国電力は、各運転操作、作業項目に必要となる対応時間については、伊方

発電所で実施された訓練実績に基づき、各運転操作、作業項目別に実測時間等

を割り当て、これを積算して算定したとしている。また、運転操作、作業に必

要な対応時間に対して、許容される時間を設定し、両者を比較することにより、

成立性を判断したとしている。（図10-1，表10-1)｡

具体的には、電源確保に必要な時間については、①不要直流電源負荷の切離

し、②電源車から6.6kVメタクラと電源ケーブルの接続、③電源車の起動を

含め、電源供給に必要な時間として、約2．2時間が算定されており、これらの

一連の作業が蓄電池の枯渇時間である約5時間以内に行えるとしている。また、

電源車の燃料タンクへの給油（重油）に必要な時間として、ホイールローダに

よるがれき撤去作業に要する時間約4．8時間とミニローリーによる燃料の運

搬及び電源車4台への給油時間約2．5時間の合計として、約7．3時間が算定

されており、これらの一連の作業が、電源車の燃料タンクが枯渇する電源車起

動後約9時間以内に行えるとしている（図10-2)。

SG2次側への給水に必要な時間については、①主蒸気逃し弁の開度調整、

②タービン動補助給水ポンプの流量調整、③1次冷却材ポンプシール戻り隔離

弁等閉止操作、④蓄圧タンク出口弁閉止操作、⑤ホイールローダによるがれき

撤去、⑥消防自動車及び消火ホースの搬出、運搬、設置、運転､.⑦補助給水タ

ンクへの海水給水の確保作業に必要な時間が約5．3時間と算定されており、こ

れらの一連の作業が、補助給水タンクが枯渇する約11時間以内に行えるとし

ている（図10-3)。更に、アクセスルートの確保が困難な場合を想定し、消

防自動車等の移動を伴わないで給水を確保する対策を講じているとしている。

SFPへの給水については、SGへの給水作業を終了した後に、同様に実施

するとしており、①消防自動車及び消火ホースの搬出、運搬、設置、運転、②

SFPへの海水給水の確保作業に必要な時間が約5.3時間と算定されており、

これらの一連の作業がSFPの水位が通常から20cm低下する約10時間ま
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でに行うことができるとしている（図10-3)｡

発電所の全号機同時被災時における上記3作業の初動対応（事象発生後電源
車への1回目の給油完了まで）は、参集人員が期待できない場合を想定して、
発電所当直員のみで運転操作及び作業を許容される制限時間内に完了できる体
制をとっているとしている。要員の召集については、発電所近隣に居住する約
300名を対象に要員召集の仕組みを構築しているとともに、徒歩で発電所に

召集するまでの時間と召集率（居住人員の約30%を想定）を考慮し、緊急安
全対策態勢を12時間で整えられるとしている。

当院は、緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性の評価において、地震・
津波の重畳した全交流電源喪失シナリオを対象とすることは、地震津波の単
独の事象に起因する事故シナリオと比較した場合に、運転操作、作業等に許容
される時間的余裕が短くなること及び建屋外での要員や車両の移動ルートの障
害として、道路損壊、がれきの散乱等が同時に想定されることから、より厳し
い条件となり得ることから、問題ないと考える。

具体的な運転操作、作業項目の抽出については、電源確保、SGへの給水確
保及びSFPへの給水確保の3つの安全機能に着目し、事象進展の解析結果も
参考として、運転員、緊急安全対策要員が実施する運転操作、作業を時系列で

分類・整理して抽出していることから、問題ないと考える。

また、対応時間の評価については、運転員及び緊急安全対策要員により伊方
発電所で実施された訓練実績に基づき、各運転操作、作業項目別に訓練で確認
された実績時間等を割り当てて算定されている。対応完了が許容される制限時
間については、蓄電池の枯渇時間である約5時間、電源車燃料タンクの重油の

枯渇時間である電源車起動後約9時間、補助給水タンク水が枯渇する時間であ
る約11時間及びSFPへの給水開始時間である約10時間の選定について時
間算定の根拠が示されており、両方の時間を比較することで成立性を判断して
いることから評価方法及び評価結果については問題ないと考える。（表10-

2）

更に、当院は、事象発生直後に実施する運転員操作を対象として、現地調査
により、以下の確認を行い、問題ないことを確認した。

＞インバータ室で行う不要直流電源負荷の切離し作業については､直流コント

ロールセンター（2台)、補助建屋直流分電盤(2台)及び計装用分電盤（8

台）のブレーカーが、蓄光テープで明示され、夜間においても識別でき、ブ
レーカーの切断作業が短時間で行える。

＞主蒸気管室で行う主蒸気逃し弁の開度調整作業については､当該弁に操作ハ
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ンドル及び開度計が設置されており、手動で開度調整ができる。

＞配管室エリアで行う1次冷却材ポンプシール戻りライン隔離弁等の閉止作

業については､隔離が必要な6個の隔離弁全てに操作用ハンドルが設置され

ており、手動で隔離操作が実施できる。

＞補助給水ポンプエリアで行うタービン動補助給水ポンプの流量調整作業に

ついては、流量調整弁に操作ハンドル及び開度計が設置されており、手動で

調整ができる。

現地調査では、事象発生後直後に実施する運転操作以外にも、安全確保の観

点から重要な以下の項目について確認を行い、問題のないことを確認した。

＞蓄圧タンク出口弁の閉止操作は蓄圧タンク内のN2が炉内に混入し、SG伝

熱管頂部に滞留し、1次系の自然循環を防げることを避けるために実施する。

本操作は、電源車からの給電により、6.6kV母線が確保されており、中

央制御室から運転員が閉止操作を行うことができる。なお、蓄圧タンクは、

反応度の制御及び1次系インベントリ確保の観点から重要な設備である。

＞原子炉冷却の際に、タービン動補助給水ポンプの第一水源となる補助給水タ

ンクの水位については､中央制御室に多重化された水位計が設置されており、

運転員は水位の確認を容易に行うことができる。

また、当院は、緊急安全対策要員が実施する電源車と中継端子盤1(6.6k

V高圧中継端子盤3号－1）との接続作業及び電源車の起動作業並びに召集要

員が実施する消防自動車を用いた補助給水タンク及びSFPへの海水給水作業

についても、現地で実施された模擬訓練を確認し、問題なく実施されたことを

確認した。

これらの建屋内で実施する作業及び屋外で実施する作業については、中央操

作室との連絡が必要となるが、地震、津波が重畳した状況においては、通常の

発電所内の通信手段であるページングやPHSが使用できないことが想定され

るため、模擬訓練では、屋内作業に対しては、現場に設置してある携帯式通信

装置を用いて実施し、また、屋外作業に対しては、緊急時通信有線ケーブル及

び携帯式通信装置を携行して実施していることを確認した。

伊方発電所周辺に居住する要員の召集については、約10km圏内に立地す

る伊方町内の寮、アパート、社宅。自宅に142名の技術系社員が居住してい

ること、昼間で道路状態良好時に実際に徒歩による踏査を試みた結果、約2時

間で発電所に到着できたこと、また、主参集ルートの国道197号にある6つ

の橋梁及び5つのトンネルは現地踏査によって橋梁。トンネルの健全性につい

て確認したことから、これらの要員については、約12時間以内には、発電所
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に召集できる可能性が高いことを確認した（図5－5)。

なお、四国電力は、審査における当院の指摘を踏まえ、平成23年12月2
9日以降は、発電所内に当番者（宿直）での対応体制を充実させているととも
に、SFPの現場での水位確認に計測器の多様化を図っており、緊急安全対策
の成立性の信頼性が向上していることについても確認した。

以上のことから、緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性については問
題ないと考える。

10.3原子炉及び使用済燃料ピットの冷却継続時間について

（1）評価条件

四国電力は、地震、津波及び地震・津波の重畳時の原子炉及びSFP冷却継
続時間の評価において、発電所内の3機全てが被災することを前提として以下
に示す評価条件を採用するとしている。それ以外の評価条件は地震、津波を起
因事象として考慮しない場合の全交流電源喪失、最終ヒートシンク喪失の評価
（8章及び9章の基本シナリオ）で用いたものと同じであるとしている。また
評価ではMOX燃料の崩壊熱を考慮した炉心及びSFPを対象としている。
＞各号機の運転状態については、最も評価が厳しくなる条件（原子炉：1号機

停止中、2号機運転中、（3号機運転中)、SFP:1号機停止中、2号機運
転中、（3号機停止中)）を選定している。（表10-3)

＞地震時には、耐震Sクラスより下位の設備等は使用できないものとし、利用
可能な水源は原子炉で補助給水タンク及び海水（消防自動車利用)、SFP
で海水とする。

＞津波時には、クリフエツジとなる津波高さ(T.P.+14.2m)以下に設置
されている設備、機器は使用できないものとする。伊方発電所ではSG2次
側、SFP給水に用いる全てのタンクがクリフエッジ高さよりも高い位置に
設置されているため使用可能である。また、海水も使用可能である。

＞伊方発電所3号機における海水取水用水中ポンプを用いた余熱除去系によ
る原子炉冷却（運転時）及びSFP水浄化冷却系によるSFP冷却（津波評
価における停止時）は、海水ピット内へのポンプ設置作業完了後に開始する
ものとする。評価において、原子炉冷却は全交流電源喪失・最終ヒートシン

ク喪失発生から4日経過後、SFP冷却は6日経過後に開始とする。

当院は、地震、津波及び地震。津波の重畳時の原子炉及びSFPの冷却継続
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時間の評価に用いた評価条件については、耐震クラスの低い2次系純水タンク
3号及び淡水タンクは損傷して使用できないと保守的に仮定していること、ク
リフエッジとなる津波高さ以下に設置されている設備。機器については使用で
きないと仮定していること及び重油の備蓄量については、平成23年12月2
2日時点の最新の備蓄量が反映されていることから、評価条件の設定は適切に
行われていることを確認した。

SFPの水位の仮定に関しては、遮へい計算を行い、作業上問題ないこと（プ
ール水面上で0．15mSv/h以下)、燃料頂部から約7.4m上までプール水
位が確保されており、燃料の冷却に支障がないことから、問題ないことを確認
した。

以上のことから、評価条件については問題ないと考える。

（2）評価結果

四国電力が実施した地震、津波及び地震。津波の重畳時における原子炉及び
SFPの冷却継続時間の評価結果のまとめを表10－4に示す。

四国電力は、地震時の原子炉の冷却は、耐震クラスの低い2次系純水タンク
3号及び淡水タンクが使用できなくなるため、耐震Sクラスの補助給水タンク
が枯渇した後は消防自動車により補助給水タンクへ給水した海水をSG2次側
へ注水し、その後、余熱除去系を用いた冷却に切り替えるとしている。この場
合、電源車の燃料である重油の枯渇が制約条件となり約14．6日後までの冷却
継続時間になるとしている。また、SFPの冷却についても、海水を燃料ピッ
トに給水する消防自動車の燃料である軽油が制約条件となり、約18．6日後
（原子炉停止時）までの冷却継続時間になるとしている。

津波時の原子炉の冷却は、SG2次側給水に用いる補助給水タンク及び2次
系純水タンク3号がクリフエツジ高さよりも高い位置に設置されているため使
用可能であり、これらが枯渇した後は、余熱除去系を用いた冷却に切り替える
としている。この場合、電源車の燃料である重油の枯渇が制約条件となり約1
4．6日後までの冷却継続時間になるとしている。また、SFPの冷却について

は、2次系純水タンク3号及び淡水タンクがクリフエッジ高さよりも高い位置
に設置されているため使用可能である。このため、電源車から給電することに
よる1次系純水サービスポンプ、あるいは電源を必要としない消防自動車によ
る淡水の注水が可能である。更に、SFP水浄化冷却系による冷却及び消防自
動車を利用した海水の注水による冷却が可能である。この場合、電源車の燃料
である重油及び消防自動車の燃料である軽油の枯渇が制約条件となり約36．
1日後（停止時）までの冷却継続時間になるとしている。

100



/ー、

声、

地震・津波の重畳時の原子炉の冷却については、地震の評価と同じ結果とな
り、約14．6日後までの冷却継続時間となるとしている。また、SFPの冷却
についても、地震の評価と同じ結果となり、約18．6日後（原子炉停止時の評

価結果。原子炉運転時は約23．5日後）までの冷却継続時間となるとしている
（図10-4，図10-5，図10-6)｡

当院は、当該評価結果について、最も厳しい地震・津波の重畳を想定した場

合でも、クリフエッジを原子炉とSFPで比較し、より小さい原子炉のクリフ

エツジで代表させた1.50×Ssの地震及び津波高さT.P.+14.2mまで

の耐性が適切な手法を用いて確認されていること、原子炉及びSFPの冷却継

続時間の評価については、発電所内の3機全てが被災することを前提として、

評価に用いた評価条件が、5章、6章及び7章の評価結果を反映したものであ
り、耐震クラスの低い水源タンクの取扱いや津波高さ以下に設置されている設
備・機器の使用可否の判断が適切であることから、問題ないものと考える。
また、信頼性向上のために導入された可搬型消防ポンプについて、以下のこ

とを確認した。

、／可搬型消防ポンプは、2号機補助建屋(EL.10m)内にホース、運搬

用台車とともに平置き保管している。また、コンクリート壁面に固定用フ

ックで取り付け転倒防止のロープで固縛している。なお、取水は3号機補

機冷却系取水ピットから行うものとしているが､取水ピットの耐震裕度は
2以上を確保している。

、／可搬型消防ポンプに用いるガソリンの保管庫は、軽量鉄骨構造の平屋と

し、屋根は鋼板（厚さO.5mm)であり、重量は45kgと軽量であ
ることから、落下したとしても大きな荷重がかかることはない。ガソリ

ンは、鉄製の容器（1リットル）に密封された状態で保管している。鉄
製の容器は（独）製品評価技術基盤機構にて90cmの落下試験に合格
しており、また性能は消防庁にて確認を得たものである。保管庫内では

容器を敷き詰めて配置しているため転倒する可能性は低い。

また、当院は、四国電力のヘリコプターによる軽油の空輸及びタグボートに

よる重油の海上輸送に関して、原子炉及びSFPの冷却が継続している期間内

に実施できるか等の観点から、成立性の確認を行った。

ヘリコプターによる軽油及び重油の空輸については、伊方発電所のある佐田

岬半島とは異なる高松市の内陸部に位置する高松空港に常駐する自社ヘリコプ
ターを使用し、全交流電源喪失・最終ヒートシンク喪失発生後、高松空港から
同じく内陸部にある松山市郊外の四国電力の松山場外へリポートに移動すると
している。松山場外へリポートにて軽油を荷吊りし、伊方発電所構内臨時ヘリ
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ポートへ空輸し荷降ろしした後、沿岸部にある松山空港へ飛行し同空港でヘリ
コプターへ給油し、松山場外へリポートに戻り軽油を荷吊りする空輸を繰返し
実施するとしている。なお、平成23年東北地方太平洋沖地震において仙台空
港が約4日間利用不可となったことに鑑み、松山空港が津波により冠水した際
には、代替として広島空港を利用して給油を行うこととしている。
高松空港から松山場外へリポートまでの飛行時間は50分程度、松山場外へ

リポート、伊方発電所構内臨時へリポート及び松山空港間の往復時間は、荷吊・
荷降・ヘリコプターへの給油の一連の作業時間を含めて1．5時間程度であると
している。過去10年間（平成13年度～平成22年度）の高松空港、松山空
港及び伊方発電所の気象記録により、いずれかで飛行不可の評価（視界につい
ては飛行視程5,OOOm未満または雲高300m未満、風速について、最大風
速15m/s超）をした日は、最大で3日連続が3回(3回/10年）であり、
軽油が枯渇する約18．6日以内及び重油が枯渇する約14．6日以内に調達
可能であることを確認した。

タグボートによる重油の海上輸送については、瀬戸内海の各港湾に配備され
ているタグボート自体に積載の燃料（重油）を輸送し、タグボート付属の燃料
ポンプにより陸揚げして重油を供給するとしている。伊方発電所から5時間程
度で重油が調達可能な港湾と調達時間は、松山：2時間45分、大分：3時間
20分、岩国:3時間30分、徳山:4時間10分、今治:5時間、広島:5
時間であり、複数の調達先を確保していることを確認した。このうち、今治に
ついては、敷地前面海域の断層群の地震による津波水位は、伊方発電所に比べ
相当低<、タグボートの被害が少ないとしている。更に、福岡県門司、高知県
須崎などの瀬戸内海以外からも調達が可能としている。
また、過去10年間（平成13年度～22年度）の気象記録から伊方発電所

に連続して入港不可能（風速については、最大10m/s超）となった期間につ
いては､最大で8日間連続が1回（1回/10年）あり、重油が枯渇する約14.
6日以内に調達可能であることを確認した。

四国電力においては、引き続き気象観測データの分析等様々な気象条件を想
定して運行の可否について評価するとともに、発電所構内にある軽トラック等
(10台）による迂回路等を活用した運搬、燃料調達に係る訓練の実施等、継
続的に外部調達に係る実効性の向上に努めていく計画であることを確認した。

10.4緊急安全対策等の効果について

地震、津波及び地震。津波の重畳時における原子炉及びSFPの冷却継続時
間に着目して、防護対策に係る効果の確認を行った。
緊急安全対策等実施前の原子炉の冷却継続時間は、蓄電池の容量で定まる約
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5時間後までであったが、緊急安全対策等実施後の原子炉の冷却継続時間は、
最も時間が短くなる地震及び地震・津波の重畳時においても、緊急安全対策等
として設置された電源車による給電時間の延長、消防自動車を利用した海水給
水により約14．6日後までに延長できるため、緊急安全対策等の効果があるこ
とを確認した。

また、緊急安全対策前のSFPの冷却継続時間は、ピット水温度が100｡C
になるまでの約8時間後（原子炉停止中）までであったが、緊急安全対策等実
施後のSFPの冷却継続時間は、最も時間が短くなる地震及び地震・津波の重
畳時においても、緊急安全対策等として設置された消防自動車を用いたピット
への海水給水により、約18．6日後（原子炉停止時の評価結果。原子炉運転時
は約23．5日後）までに延長できるため、緊急安全対策等の効果があることを
確認した。

なお、四国電力は､防護措置が確実に実行できることが重要であることから、
段階的に教育、訓練を通じて改善を図りながら実効性を維持・向上させていく
計画であることを確認した。

10.5当院の評価（まとめ）

当院は審査の過程において四国電力に対して、発電所内の3機全てが被災す
ることを前提として、地震、津波及び地震・津波の重畳時における原子炉及び
SFPの冷却継続時間の評価を求め、四国電力から、地震、津波及び地震。津
波の重畳時の事故シナリオ、緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性に係
る評価、原子炉及びSFPの冷却継続時間の評価について確認した。
その結果、地震、津波及び地震。津波の重畳時の原子炉及びSFPの事故シ

ナリオについては、地震時、津波時及び地震･津波重畳時のそれぞれに対して、
クリフエッジ評価結果に基づき、電源供給に係る設備・機器及び水源確保に係
る設備。機器について、耐震クラス、津波時の浸水高さの観点から使用可否を
適切に判断し、原子炉の冷却及びSFPの冷却に係る事故シナリオに反映して
いることから、妥当なものと考える。

緊急安全対策に係る運転操作、作業の成立性に係る評価については、電源供
給、SGへの給水、SFPへの給水の安全機能に着目して、必要な運転操作や
作業項目が適切に抽出されていること、必要な対応時間が訓練実績などに基づ
き算定され､許容される時間と比較され成立性が判断されていることから､妥
当なものと考える。

また、地震、津波及び地震。津波の重畳時の原子炉及びSFPの冷却継続時
間の評価に用いた評価条件ついては、以下のことを確認しており、妥当なもの
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と考える。

＞耐震クラスの低い2次系純水タンク3号及び淡水タンクは損傷して使用で
きないと仮定している。

＞津波高さ以下に設置されている設備｡機器については使用できないと仮定し
ている。

＞その他の評価条件についても設定の考え方とその根拠に問題がない。

原子炉及びSFPの冷却継続時間の評価結果は、最も短くなる地震及び地
震｡津波の重畳時において､原子炉の冷却については約14．6日後まで､また、
SFPの冷却については約18．6日後（原子炉停止時の評価結果。原子炉運転
中は約23．5日後）までとなり、緊急安全対策等実施前の原子炉及びSFPの
冷却継続時間である約5時間後まで及び約8時間後までから延長されているこ
とから、緊急安全対策等の効果があるものと考える。

また、原子炉及びSFPの冷却継続時間の評価結果については、最も厳しい
地震・津波の重畳を想定した場合でも、クリフエッジを原子炉とSFPで比較
し、より小さい原子炉のクリフエッジで代表させた1.50×Ssの地震及び津
波高さT・P.+14.2mまでの耐性が5章、6章、7章に示す適切な手法を用
いて確認されていること、原子炉及びSFPの冷却が継続できる期間内にヘリ
コプター及びタグボートにより、軽油・重油供給等の支援が期待できる可能性
が高いと考えられることから、妥当なものと考える。

なお、当院は、四国電力が将来的にも継続して防護対策について、運用面で
一層の充実を図るとしていることは望ましいものと考える。
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11．その他のシビアアクシデント･マネジメントの評価

本章においては、これまでに四国電力が実施してきたアクシデントマネジメ
ント（以下「AM」という｡）の有効性を多重防護の観点から評価するとともに、

緊急安全対策等として整備した事項のAM上の有効性について評価した。

当院は、四国電力が、「伊方発電所3号炉のアクシデントマネジメント検討報

告書」（平成6年3月）及び「伊方発電所のアクシデントマネジメント整備報告
書」（平成14年5月）に基づき、PSA手法を用いて、炉心損傷防止及び大量
の放射性物質の放出抑制の観点から有効と判断して整備したAM策について、

安全機能である「原子炉の停止機能｣、「炉心冷却機能｣、「放射性物質の閉じ込

め機能」及び「安全機能のサポート機能」に着目して、各安全機能を有する系

統。機器が機能喪失した場合においても、これを代替する系統・設備または手

順が複数準備されており、多重防護の観点から有効であるかについて確認した。

その結果、当院は、これらのAM策は安全機能毎に整理され、12の起因事象
に対して、炉心損傷に至るまでの期間及び炉心損傷以降の期間における事象進

展に係るイベントツリーに反映されており、それぞれが有効であることを確認
した。

また、当院は、今般整備した緊急安全対策等について、安全機能との対応を

考慮して、炉心損傷防止及び大量の放射性物質の放出抑制の観点から、その効

果について確認した。その結果、当院は、緊急安全対策等のうち「電源車等に
よる電源応急復旧（電源車の配備、外部電源の多様化)」及び「SGへの給水確

保」については、外部電源喪失を起因事象として、全交流電源喪失に至った後
の給電及び冷却手段として有効であることを確認した。また、「SFPへの水補

給」及び「水素爆発防止対策（全交流電源喪失時のアニュラスの排気)」につい

ては、直接的に格納容器機能喪失の防止に関与するものではないが、SFP"､

の継続的な給水がピット内に保管されている燃料集合体の破損を防止する手段

として有効であること、及びアニュラスの排気がアニュラス部での水素滞留を

防止する手段として有効であることを確認した。以下、当院が確認した内容の
詳細を記載する。

11．1安全確保に必要な安全機能と防護措置の整備状況について

（1）安全確保に必要な安全機能

四国電力は、伊方発電所3号機の安全確保に必要な安全機能を、「原子炉の停

止機能｣、「炉心冷却機能｣、「放射性物質の閉じ込め機能」及び「安全機能のサ
ポート機能」に分類し、各機能を有する設備｡機器は以下のとおりであるとし
ている。

105



－

/~､

/へ、

＞原子炉の停止機能

制御棒クラスタ、安全保護系等

＞炉心冷却機能

1次冷却系、ECCS(高圧注入系、蓄圧注入系、低圧注入系)、SG、

補助給水系、主蒸気系の安全弁等

＞放射性物質の閉じ込め機能

格納容器、格納容器スプレイ系等

＞安全機能のサポート機能

電源系、原子炉補機冷却水系、制御用空気系等

（2）防護措置の整備状況

四国電力は、平成6年3月及び平成14年5月にとりまとめた「伊方発電所

3号炉のアクシデントマネジメント検討報告書」及び「伊方発電所のアクシデ

ントマネジメント整備報告書」において、PSA手法を用いて事象進展を分析

することにより、炉心損傷防止及び大量の放射性物質の放出抑制の観点から有

効と判断されたAM策を安全機能（｢原子炉の停止機能｣、「炉心冷却機能｣、「放

射性物質の閉じ込め機能」及び「安全機能のサポート機能｣）別にまとめたとし

ている。

また、平成23年4月にとりまとめた「平成23年福島第一。第二原子力発

電所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状況報告書」及び平成23年6月

にとりまとめた「平成23年福島第一原子力発電所事故を踏まえたシビアアク

シデントへの対応に関する措置に係る実施状況報告書」において整備された設

備及びそれ以降に中長期の安全対策を前倒しで設置した設備についても、同様

に、安全機能別にまとめたとしている。

表11－1には、これらのAM策及び緊急安全対策等を、安全機能別に整理

した結果を併せて示す。

なお、緊急安全対策等のうち「SFPへの水補給」については、SFPへの

給水を継続するものであり、格納容器機能喪失防止に直接的に関与するもので

はない。
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11．2イベントツリーによる事象進展シナリオの分析について
四国電力は、平成6年3月及び平成14年5月にとりまとめた「伊方発電所

3号炉のアクシデントマネジメント検討報告書」及び「伊方発電所のアクシデ
ントマネジメント整備報告書」で用いた内的事象PSAで想定した、以下の1
2の起因事象を対象に、イベントツリーにより炉心損傷に至るまでの事象進展
を評価し、炉心損傷防止の観点から整備したAM策の有効性を確認するととも
に､炉心損傷に至ったシナリオについても、これらを5つのカテゴリに分類し、
以降の事象進展をイベントツリーにより評価し、大量の放射性物質の放出抑制
の観点から整備したAM策の有効性を確認したとしている。
①大破断LOCA、②中破断LOCA，③小破断LOCA，④余熱除去系隔離
弁LOCA、⑤主給水喪失､⑥外部電源喪失、⑦ATWS、⑧2次冷却系の破
断、⑨SG伝熱管破損⑩過渡事象、⑪補機冷却水の喪失、⑫手動停止
また、四国電力は今般整備された緊急安全対策等の有効性についても、起因

事象と安全機能との対応を考慮して、各イベントツリーの中で評価し、炉心損
傷防止及び大量の放射性物質の放出抑制の観点から、その効果を確認したとし
ている。

当院は、以下に示すとおり、12の起因事象に対してその後の事象進展を示
すイベントツリー及び5つのカテゴリに対して炉心損傷後の事象進展を示すイ
ベントツリーにおいて、必要となる安全機能に対して、整備済のAM策と今般
整備された緊急安全対策等がどのように反映されているか、また、炉心損傷防
止及び大量の放射性物質の放出抑制の観点から有効であるかどうかについて、
確認した。（表11－2）

（1）炉心損傷防止の観点からの有効性の確認

①大破断LOCA

大破断LOCAでは事故直後の原子炉への給水による炉心冷却と再循環によ
る炉心の継続的な除熱が必要になる。その後、格納容器スプレイによる格納容
器からの除熱が必要になる。

AM策として整備された手段としては、「代替再循環｣、「代替格納容器気相冷
却｣、及び「格納容器内自然対流冷却」がイベントツリーに反映されており、こ
れらが有効であることを確認した。

②中破断LOCA

中破断LOCAは大破断LOCAに比べて1次系の圧力が高く推移するため、
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高圧注入系による給水が重要となる。本事象では、原子炉への給水による炉心
冷却と再循環による炉心の継続的な除熱、格納容器スプレイによる格納容器か
らの除熱が必要になる。

AM策として整備された手段としては、「2次系強制冷却による低圧注入｣、
「主蒸気ダンプ系の活用｣、「2次系強制冷却による低圧再循環｣、｢代替再循環｣、
「2次系強制冷却によるサンプ水冷却｣、「代替格納容器気相冷却｣、及び「格納
容器内自然対流冷却」がイベントツリーに反映されており、これらが有効であ
ることを確認した。

③小破断LOCA

小破断LOCAでは原子炉停止に失敗するとATWSシナリオに移行する。

原子炉トリップに成功した場合には、中破断LOCAよりも更に1次系圧力が
高く推移するため、1次系の冷却・減圧操作と高圧注入系による給水が重要と
なり、その成否によりその後の冷却手段の組合せが異なる。

AM策として整備された手段としては、「2次系強制冷却による低圧注入｣、
「主蒸気ダンプ系の活用｣、「2次系強制冷却による低圧再循環｣、「代替再循環｣、
「2次系強制冷却によるサンプ水冷却｣、「代替格納容器気相冷却｣、「格納容器
内自然対流冷却｣、及び「フィードアンドブリード」がイベントツリーに反映さ
れており、これらが有効であることを確認した。

④余熱除去系隔離弁LOCA

余熱除去系隔離弁LOCAでは原子炉停止、蓄圧注入系及び高圧注入系の作
動が事故直後の炉心冷却のために重要である。また、隔離弁閉止と1次系の減
圧が重要となり、その有無によりその後の冷却手段が異なることになる。
AM策として整備された手段としては、「1次系注水・減圧｣、『クールダウン

＆リサーキュレーション｣、「フィードアンドブリード｣、「代替格納容器気相冷
却｣、「格納容器内自然対流冷却｣、及び「代替再循環」がイベントツリーに反映
されており、これらが有効であることを確認した。

⑤蒸気発生器伝熱管破損

SG伝熱管破損では、原子炉停止に失敗するとATWSシナリオに移行する。
原子炉停止に成功した場合には、2次系開放の有無によって冷却手段の組合せ
が異なることになる。

AM策として整備された手段としては、「1次系注水。減圧｣、「クールダウン
＆リサーキュレーション｣、「フィードアンドブリード｣、「代替格納容器気相冷
却｣、「格納容器内自然対流冷却｣、及び「代替再循環」がイベントツリーに反映
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されており、これらが有効であることを確認した。

⑥ATWS

ATWSでは、プラントは炉心の出力フィードバックとSGへの給水能力が

バランスした状態に近づくと考えられる。安全に炉心を冷却するためには、A
M策を考慮する必要がある。なお、事象発生時の原子炉出力レベルに応じて、
未臨界確保及び冷却手段の組合せが異なることになる。

AM策として整備された手段としては、「手動原子炉トリップ｣、「緊急ほう酸
注入｣、「緊急2次系冷却｣、「緊急2次系冷却の多様化｣、『フィードアンドブリ
ード｣、「代替格納容器気相冷却｣､「格納容器内自然対流冷却｣、及び「代替再循
環｣がイベントツリーに反映されており、これらが有効であることを確認した。

⑦主給水喪失

主給水喪失では、原子炉停止に失敗するとATWSシナリオに移行する。原
子炉停止に成功した場合、その後は1次系の圧力が高い状態において崩壊熱除
去を確実に実施していくことになる。

AM策として整備された手段としては、「代替給水｣、「フィードアンドブリー
ド｣、「代替格納容器気相冷却｣、「格納容器内自然対流冷却｣、及び「代替再循環」
がイベントツリーに反映されており、これらが有効であることを確認した。

⑧2次冷却系の破断

2次冷却系の破断では、原子炉停止に失敗するとATWSシナリオに移行す
る。原子炉停止に成功した場合には、その後は1次系の圧力が高い状態におい
て崩壊熱除去を確実に実施していくことになるが、SGを介した炉心の冷却に
は「主蒸気隔離」が必須となる。

AM策として整備された手段としては、「フィードアンドブリード』、「代替格
納容器気相冷却｣、『格納容器内自然対流冷却｣、及び「代替再循環」がイベント
ツリーに反映されており、これらが有効であることを確認した。

⑨過渡事象

過渡事象については、「⑦主給水喪失」に示す事象進展と同様であり、AM策
として整備された手段も同じであることを確認した。

⑩手動停止

手動停止については、「⑦主給水喪失」に示す原子炉停止後の事象進展と同様
であり、AM策として整備された手段も同じであることを確認した。
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⑪外部電源喪失

外部電源喪失では、非常用所内電源の確保が重要となる。非常用所内電源の

確保に失敗した場合には「全交流電源喪失」となる。なお、1次冷却材ポンプ

・封水LOCAが重畳した場合、または加圧器逃がし弁・安全弁LOCAにより

漏えいが継続する場合には、AC電源の回復により小破断LOCAに準じたシ

ナリオが有効となる。

AM策として整備された手段としては、「2次系強制冷却による低圧注入｣、

「2次系強制冷却による低圧再循環｣、「代替再循環｣、「2次系強制冷却による

サンプ水冷却｣、「代替格納容器気相冷却｣、「格納容器内自然対流冷却｣、「フィ

ードアンドブリード｣、「電源復旧」及び「号機間電源融通」が、また、緊急安

全対策等として整備された手段としては、「SGへの給水確保」及び「電源車等

による電源応急復旧（電源車の配備または外部電源の多様化)」がイベントツリ

ーに反映されており、これらが有効であることを確認した。

⑫補機冷却水の喪失

補機冷却水の喪失では、原子炉補機冷却水系の回復が重要となる。なお、1

次冷却材ポンプ封水LOCAが重畳した場合、または加圧器逃がし弁・安全弁

LOCAにより漏えいが継続する場合には、原子炉補機冷却水系の回復により

小破断LOCAに準じたシナリオが有効となる。

AM策として整備された手段としては、「2次系強制冷却による低圧注入｣、

『主蒸気ダンプ系の活用｣、「2次系強制冷却による低圧再循環｣、「代替補機冷

却｣、「代替再循環｣、「2次系強制冷却によるサンプ水冷却｣、「代替格納容器気

相冷却｣、「格納容器内自然対流冷却｣、「フィードアンドブリード｣、及び「補機

冷却水系回復」がイベントツリーに反映されており、これらが有効であること
を確認した。

（2）大量の放射性物質の放出抑制の観点からの有効性の確認

四国電力は、12の起因事象について展開されたイベントツリーにより炉心

損傷に至ったシナリオについて、炉心損傷状態（1次系の破損の有無、1次系
圧力の状態、CV隔離の状態）の類似性に着目して、5つのカテゴリに分類し、

炉心損傷後の格納容器機能確保の観点から、以降の事象進展をイベントツリー

により評価し、AM策及び緊急安全対策等による大量の放射性物質の放出抑制

効果を分析したとしている。

当院は、下記の5つの分類に対して、各々の事象進展を示すイベントツリー
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において、必要となる安全機能に対して、どのAM策及び緊急安全対策等が大
量の放射性物質の放出抑制の観点から整理され、有効であるかどうかについて
確認した。（表11－3）

①グループ1（大破断LOCA等）

本グループは1次系に大きな破断口や開口部が発生して格納容器内に1次冷
却材が放出され、1次系の圧力が低く推移する場合を取り扱う。
炉心冷却に成功した場合において、格納容器に放出される炉心の崩壊熱の除

去に失敗すれば格納容器の機能喪失に至り、その結果として炉心の冷却水が失
われ、炉心損傷が発生（格納容器先行破損シナリオ）することになる。
この場合のAM策として整備された手段としては、「代替格納容器気相冷却｣、
「格納容器自然対流冷却」及び「代替再循環」がイベントツリーに反映されて
おり、これらが有効であることを確認した。

一方、炉心冷却に失敗した場合において、炉心損傷発生後の格納容器隔離の
失敗、原子炉容器破損前の可燃性ガスの高濃度での燃焼や原子炉容器内水蒸気
爆発の発生により、格納容器の機能喪失に至ることがない場合には、最終的に
は原子炉容器内または格納容器内に給水を行い、格納容器スプレイによる再循
環格納容器冷却等の手段を用いて格納容器健全性の維持を図ることになる。
AM策として整備された手段としては、「代替格納容器気相冷却｣、「格納容器

内自然対流冷却｣、「格納容器内注水｣、「代替再循環」及び「格納容器手動隔離」
がイベントツリーに反映されており、これらが有効であることを確認した。

②グループ2（中破断LOCA)

本グループは、1次系に比較的大きな破断口が発生して格納容器内に1次冷
却材が放出され、1次系の圧力が余熱除去ポンプ吐出圧力より高めで推移する
中破断LOCAを取り扱う。

本グループにおいても、炉心冷却に成功した場合にはグループ1と同様に格
納容器先行破損シナリオを考慮するが、低圧注入による再循環炉心冷却には期
待できない。

この場合のAM策として整備された手段としては、「代替格納容器気相冷却」
「格納容器内自然対流冷却｣、「2次系強制冷却によるサンプ水冷却｣、「主蒸気
ダンプ系の活用」及び「代替再循環」がイベントツリーに反映されており、こ
れらが有効であることを確認した。

炉心冷却に失敗した場合の格納容器健全性を維持するための手段は、グルー
プ1と同様である。
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③グループ3（小破断LOCA等）

本グループは、小破断LOCA及びLOCA以外の起因事象発生時にフィー

ドアンドブリードに成功する場合を取り扱う。いずれの事象においても、1次

系に比較的小さな破断口や開口部が発生して格納容器内に1次冷却材が放出さ

れ、1次系を減圧できなかった場合、原子炉容器破損に至るまでは比較的高い

圧力で推移する。

本カテゴリにおいても、炉心冷却に成功した場合にはグループ1及び2と同

様に格納容器先行破損シナリオを考慮するが、グループ2と同様に低圧注入に

よる再循環炉心冷却には期待できない。

この場合のAM策として整備された手段としては、「代替格納容器気相冷却｣、

「格納容器内自然対流冷却｣、「2次系強制冷却によるサンプ水冷却｣、「主蒸気

ダンプ系の活用」及び「代替再循環」がイベントツリーに反映されており、こ

れらが有効であることを確認した。

一方、炉心冷却に失敗した場合においては、1次系圧力の減圧に成功するか

どうかが重要となる。1次系圧力が高いまま推移した場合には、原子炉容器破

損時に「格納容器雰囲気直接加熱」または「格納容器への直接接触」による格

納容器機能喪失が発生する可能性がある。

この場合のAM策として整備された手段としては、「1次系強制減圧」がイベ

ントツリーに反映されており､これが有効であることを確認した。また、1次

系が減圧された場合には、格納容器健全性を維持するための手段はグループ1
及び2と同様である。

④グループ4（主給水喪失等）

本グループは、LOCA以外の起因事象発生時にフィードアンドブリードに
失敗する場合を取り扱う。いずれの事象においても、1次系には開口部が発生

せず、1次系の圧力が減圧できなかった場合、原子炉容器破損に至るまではそ

の圧力が高く推移する。

本グループでは、炉心冷却に成功した場合には格納容器先行破損シナリオを
考慮する必要がない。これは、炉心冷却に成功していれば、炉心損傷はもとよ

り格納容器機能喪失に至らないためである。

一方、炉心冷却に失敗した場合においては、1次系圧力の減圧に成功するか

どうかが重要となる。1次系圧力が高いまま推移した場合には、1次系配管の

クリープ破損等の発生及び原子炉容器破損時に溶融した炉心が格納容器内に分

散放出される可能性がある。

この場合のAM策として整備された手段としては、「1次系強制減圧」がイベ

ントツリーに反映されており、これが有効であることを確認した。また、1次
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系が減圧された場合には、格納容器健全性を維持するための手段はグループ1
及び2と同様である。

⑤グループ5（蒸気発生器伝熱管破損等）
本グループは、SG伝熱管破損の場合及び余熱除去系隔離弁LOCAの発生

時に隔離弁閉止に失敗し、かつフィードアンドブリードに失敗する場合を取り
扱う。いずれの事象においても、格納容器を介さずに1次系の放射性物質が大
気中に放出される格納容器バイパスが発生する。
本グループについては、格納容器機能喪失防止の点から、炉心冷却以外の手

段に期待できないので、イベントツリーの展開は実施していないことを確認し
た。

11．3事象の進展を防止する措置の効果について

（1）炉心損傷防止のための措置の効果
12の各起因事象の事象進展に応じて必要となる安全機能別に、炉心損傷を

防止するためにAM策として整備された手段及び緊急安全対策等として整備済
の防護措置の適用状況を整理した結果を表11－2に示す。各起因事象に対し
て、事象進展の過程において必要な安全機能を「原子炉の停止機能｣、「炉心冷
却機能｣、「安全機能のサポート機能｣、「放射性物質の閉じこめ機能」に分類し、
各安全機能を有する系統。機器が機能喪失した場合においても、これを代替す
る系統・設備または手順が複数準備されており、多重防護の観点から有効であ
ることを確認した。

（2）大量の放射性物質の放出を抑制するための措置の効果
5つのカテゴリの各事象の事象進展に応じて必要となる安全機能別に、大量

の放射性物質の放出を抑制するためのAM策として整備された手段及び緊急安
全対策等として整備済の防護措置の適用状況を整理した結果を表11－3に示
す｡各プラント損傷状態に対して、必要な安全機能を喪失した場合においても、
これを代替する系統。設備または手順が複数準備されており、多重防護の観点
から有効であることを確認した。

なお、「水素爆発防止対策（全交流電源喪失時のアニュラスの排気)」はアニ
ュラスの排気によりアニュラス部での水素滞留を防止するものであり、直接的
に格納容器機能喪失の防止に関与するものではない。

11．4当院の評価（まとめ）
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当院は、四国電力が、「伊方発電所3号炉のアクシデントマネジメント検討報
告書」（平成6年3月）及び「伊方発電所のアクシデントマネジメント整備報告
書」（平成14年5月）に基づき､PSA手法を用いて、炉心損傷防止及び大量
の放射性物質の放出抑制の観点から有効と判断したAM策を整備しており、こ
れらのAM策は安全機能毎に整理され、12の起因事象に対して、炉心損傷に
至るまでの期間及び炉心損傷以降の期間における事象進展におけるイベントツ
リーに反映されており、それぞれ有効であることを確認した。

また、当院は、四国電力が今般整備した緊急安全対策等についても、起因事
象と安全機能との対応を考慮して、関連するイベントツリーの中に取り入れて
おり、炉心損傷防止及び大量の放射性物質の放出抑制の観点から、有効である
ことを確認した。

具体的には、緊急安全対策等のうち「電源車等による電源応急復旧（電源車
の配備、外部電源の多様化)」及び「SGへの給水確保」については、外部電源
喪失を起因事象とするイベントツリーにおいて、全交流電源喪失に至った場合
の給電及び冷却手段として分岐に反映されていることから、炉心損傷防止の観
点から有効であることを確認した。また、『SFPへの水補給」及び「水素爆発
防止対策（全交流電源喪失時のアニュラスの排気)」については、直接的に格納
容器機能喪失の防止に関与するものではないが、SFPへの継続的な給水がピ
ット内に保管されている燃料集合体の破損を防止する手段として有効であるこ
と、及びアニュラスの排気がアニュラス部での水素滞留を防止する手段として
有効であることを確認した。

以上のとおり、想定される起因事象に必要となる安全機能である「原子炉の
停止機能｣、「炉心冷却機能｣、「放射性物質の閉じ込め機能」及び「安全機能の
サポート機能」について、各安全機能を有する系統・機器が機能喪失した場合
においても、これを代替する系統・設備または手順が複数準備されており、多
重防護の観点から有効であると考える。

なお、シビアアクシデント･マネジメントに関して、当院はIAEAから以
下の勧告を受けた。

＞二次評価において、シビアアクシデントの緩和のための対策がより包括的に
取り扱われることを確実にすべきである。そのような評価に基づいて事業者
の中長期の実行計画が立てられるべきである。

＞ストレステスト後の中長期的な取組として､事業者に対してシビアアクシデ
ント”マネジメントの分野で最近公表されたIAEAの安全基準に準拠した
包括的なアクシデントマネジメントプログラムの策定を求めるべきである。
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また、以下の助言を受けた。

＞二次評価において､関連するIAEAの安全基準及び欧州のストレステスト
から得られた教訓を考慮し､追加的な機器を検証することにより、アクシデ
ントマネジメントと発電所内の緊急時対応手段とをより総合的に取り扱う
ことを検討すべきである。

当院は、一次評価において、これまでに整備済のAM策及び緊急安全対策等
により追加されたAM策の有効性について、主に燃料の重大な損傷を防止する
との観点から重点的に確認を行ったが、IAEAの勧告及び助言も踏まえて、
二次評価においては、燃料が損傷した後の緩和手段の有効性やクリフエッジに
至るまでの時間の評価等について確認していく。

また、当院はシビアアクシデント．マネジメントに係る中長期の取組として、
東京電力福島第一原子力発電所事故から得られた技術的な知見、IAEAの安
全基準や欧州のストレステストの実施状況等も参照の上、検討を進め事業者に
対しても総合的なアクシデントマネジメントプログラムの策定を求めていくこ

P，

とを検討する。

§

内
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12．総合的評価に関する当院としての見解

前章までにおいては、四国電力より提出された事業者報告書等による「原子

炉及び使用済燃料ピット(SFP)の燃料の健全性を維持できる最大の地震動

や津波高さ」等の評価が、科学的合理的な仮定や手法に基づいてなされている

かどうかに着目し、当院が四国電力へのヒアリングや現地調査により行った審

査での確認結果を示してきた。

これらの確認に加え、当院がそれらの評価結果のどの部分について特に着目

し、当該原子力発電所のストレステストの結果をどう評価したかを示すことが、
安全性に関して国民。住民の理解を頂くための材料の提供につながると考える。
本章においては、伊方発電所3号機について、東京電力福島第一原子力発電

所を襲ったような基準地震動を上回る地震動や設計上の想定を越える津波が来
襲しても、同原子力発電所事故のような状況に至らないことを技術的観点から
確認するとの考え方に立ち、当院が重要と考えて着目した点とそれらに対する
評価を改めて示し、四国電力の評価結果に対する当院の見解とする。

（1）地震と津波への耐性評価についての考え方

前章までに確認した評価を前提として、東京電力福島第一原子力発電所を襲
ったような設計上の想定を上回る地震や津波が来襲しても、臨時的な措置を含
め、あらかじめ準備された設備等により、燃料損傷に至ることを防止する対策
が講じられているかどうか、また、そのシナリオ分析が適切になされているか
どうかに着目した。

東京電力福島第一原子力発電所においては、基準地震動が最大加速度600
ガルのところ約75ガル超過する地震動が来襲するとともに、設計上の想定を
約9.5m超え最大遡上高さ15mに至る津波が来襲し、多くの安全機能が失
われたことを踏まえ、各サイトでこれと同程度に設計上の想定を上回る地震と
津波が来襲した場合の耐性に着目した。

その結果、伊方発電所3号機については、基準地震動（最大加速度570ガ
ル）の1．5倍（同855ガル）の地震と、設計津波高さ約3.5mを約10.
7m超過する14.2rnの津波が来襲した場合でも、以下のとおり、炉心やS
FPの冷却を継続し、燃料の損傷を防止するための対策が講じられていること
を確認した。．

＞津波対策として14.2mの高さまで浸水対策が施工された建屋内に設置さ
れたタービン動補助給水系による原子炉の冷却が可能であること

＞14．2mを十分上回る高台に配備した電源車から速やかに電源供給を行う
ことにより電源の維持を行うとともに､タービン動補助給水系を代替できる
電動補助給水系の活用等ができること
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＞同じく高台に配備した消防自動車を用いて海水を補助給水タンクやSFP

に移送し、原子炉とSFPの冷却が継続できること

＞これらの措置に必要な設備等は基準地震動の1．5倍までは機能を喪失しな
い こと 等

なお、東京電力福島第一原子力発電所に来襲した地震は基準地震動を1割程

度超えたものであったことを踏まえれば、伊方発電所において想定される基準
地震動の1．5倍の地震はこれを上回っており、また、瀬戸内海近くに東京電

力福島第一原子力発電所を来襲したような大規模な津波を引き起こすプレート
境界はなく、14．2mの津波高さは、当該地域に関し歴史上記録のある津波
を踏まえて検討された設計津波高さに対し余裕のある値である。

現在、中央防災会議において、南海トラフの巨大地震のモデルについて検討
が行われている。当院は、南海トラフにおける最大クラスの地震・津波により、

伊方発電所の基準地震動及び設計津波高さに影響があるか否かについて検討す
るため、中央防災会議の議論を注視している。四国電力では、巨大地震のモデ
ル（震源断層、津波波源モデル）の構築がなされた段階で影響の検討を行うと

していることから、当院に対してその結果が報告された際に、「地震・津波に関

する意見聴取会」において厳正に確認する。

また、当院は、内陸地殻内の活断層に関し、連動性の可能性について検討す

るよう事業者に対し指示しており、四国電力から平成24年2月29日に報告
を受けた。今後、当院としては、四国電力からの報告内容について「地震・津
波に関する意見聴取会（活断層関係)」において厳正に確認する。

また、これらの対策の実施可能性、すなわち、地震により電源車等及びその

配置場所等が損傷しないか、定められた時間内に必要な措置が実施できるか、

浸水対策の効果が無効とならないか等にも着目し、現地調査も実施した。

その結果、伊方発電所3号機においては、以下のとおり様々 な措置が講じら
れており、対策を実施する上で特段の問題がないことを確認した。

＞電源車及び消防自動車等の設置場所は、3号機原子炉建屋の周辺斜面に面し

た32mの高台にあるが、斜面の安定性に問題がないこと

＞消防自動車の燃料（軽油）は、ドラム缶に詰めて津波の影響を受けない84

mの高台に配置していること

＞タービン動補助給水ポンプ及び必要な電源盤並びに蓄電池は､建屋内の低い

位置にあるものの､建屋の浸水対策が14.2mの高さまで施工されており、

津波による影響を受けないこと、また、これらは耐震性を有すること

＞津波評価にあたっては動水圧の影響を踏まえた浸水量評価を行うとともに、
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浸水対策が地震の重畳によっても無効にならないと評価されること
＞代替冷却に必要な主蒸気逃がし弁開放操作等は手動により現場で開操作可

能であること

＞原子炉冷却に伴う反応度制御のために必要な蓄圧タンクからのほう酸水注
入操作は、中央制御室から運転員が操作できること

＞夜間休日を含め所内には30名以上の要員を確保しており、これにより電源
確保や水源確保対策を講じることができること

＞対策に要する時間は､訓練実績を踏まえ、損壊した敷地内の道路を復旧する
時間等を考慮して評価しており、許容される時間を十分下回っていること

＞早期に冷温停止状態に移行するために配備された海水取水用水中ポンプは、
運搬のためのトラック及びレッカー車とともに32mの高台に保管してい
ること

＞海水の取水は3号機補機冷却系取水ピットから行うものとしているが､取水
ピットは基準地震動に対して2倍の耐力を有すること

＞耐震性を有する免震棟が建設されており、この中に緊急時対策所が置かれて
いること等

なお、これらの評価にあたっては以下のとおり保守的な仮定を置いてなされ
ていることを確認した。

＞1号機及び2号機も同時に同程度被災すること
＞外部からの支援は考慮しない等厳しい前提をおいて評価されていること
＞耐震クラスの低い燃料タンクや水源タンクは使用できないと仮定すること
＞機器類はその設置高さまで浸水高さが到達した段階で機能喪失するとして

いること

＞冷却可能なパスが見込めなくなった段階で炉心損傷に至るとすること等

ただし、評価は、基準地震動の1．5倍（最大加速度855ガル）までの地震
動や14.2mまでの津波高さに対し、炉心損傷等に至ることを防止する対策が
講じられていること、そのような成功パス（炉心損傷を回避するシナリオ）があ
ることを確認したものであって、これらを超える地震や津波が来襲した場合の具
体的かつ定量的評価や、成功パスの代替となるパスの実現可能性に関する定量的
評価等は実施されていない。

（2）サイト外から支援がない場合の維持期間についての考え方
（1）の状況のように設計上の想定を超える地震と津波が発電所に来襲し、

全交流電源喪失と最終ヒートシンク喪失が発生した場合に、サイト外からの重
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油や軽油等の物資の補給がない状況でjすなわち、あらかじめ所内に用意され
た資機材によって、燃料損傷に至らない状態を一定期間維持できるかどうか、
更に、その一定期間内に、確実にサイト外からの重油や軽油等の物資の補給を
期待できるかどうかに着目した。

その結果、伊方発電所3号機においては、地震と津波により耐震性の低い燃
料タンクや水源タンク等が利用できないという前提でも、サイト内の備蓄資材
だけで燃料損傷に至らない状態を約14．6日間維持できることを確認した。
また、この際の、各措置の実施可能性についても、（1）で記したとおり問題な
いことを確認した。また、予め契約してあるヘリコプター等により、この期間

内にサイト外からの重油や軽油等の供給が可能であるとする四国電力の評価が
妥当であることを確認した。

（3）安全性向上に向けた取組についての考え方

これまでに四国電力が整備したアクシデントマネジメント策や緊急安全対策
等により、多重防護の観点からプラントの安全性が向上してきているかどうか、
また、更に恒設の安全設備を設置する等、中長期的にプラントの安全性をより
一層向上させる取組が行われているかどうかに着目した。

その結果、伊方発電所3号機においては、東京電力福島第一原子力発電所事
故以前から整備してきたアクシデントマネジメント策に加え、以下の努力を継
続して行ってきている。

＞東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて直ちに電源車及び消防自動車
の配備や建屋浸水対策等の緊急安全対策等を実施

＞最終ヒートシンク喪失時においても早期に冷温停止状態に移行させること
を目的とした海水取水用水中ポンプを配備

＞電源車について発電所内の備蓄燃料に応じた変更を行い､連続運転時間を延
長

＞消防自動車の代替として可搬型消防ポンプを配備し水源確保対策を強化
＞沿岸部に位置する3号補助ボイラ燃料タンク（重油）による2次災害(火災）

の発生を想定し、プラント運転時に貯蔵容量の低減を行うことに運用を変更
等

また、今般、ストレステストを実施することを通じて把握したプラントの弱

点を克服するべく、報告書提出後も、当院の指摘を踏まえ、以下のとおり頑健
性をより一層向上させるための取組が行われたことを確認した。
＞平成23年12月末に電源確保要員を2名増強し、休日。夜間の体制を最低

30名に強化
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＞原子炉建屋及び原子炉補助建屋の浸水対策として､浸水口となることが想定
される両建屋1階及び地下1階の扉18箇所に対して、コーキング施エ（止
水のために隙間を充填剤で施工すること）等による止水処理を実施した上で、
14箇所については暫定的な閉鎖運用を実施

＞除熱機能の多様性の観点から､可搬型消防ポンプの台数増強及び当該ポンプ
の燃料であるガソリンの貯蔵庫を新たに設置等

なお、現地調査における電源車の起動訓練において、手順書の不備が確認さ
れた。電源車の起動は、緊急安全対策の成立性を確認する上でも重要なもので
あることから、当院は、直ちに是正するよう指摘し、その後、四国電力より、
手順書改訂、教育訓練などの是正処置内容の報告を受け、適切に実施されてい
ることを確認した。

更に、四国電力においては、元々 発電所に設置されている非常用ディーゼル
発電機及び東京電力福島第一原子力発電所事故後に配備した電源車に加え、今
後、恒設の非常用発電機の設置、扉の水密化の推進、地震発生時にも安定した
運転操作を行うための中央制御室制御盤への手すりの設置を検討するなど、自
ら発電所の課題を見つけ自主的に安全向上を図る方向であることを確認した。

（4）一層の取組を求める事項についての考え方

他方で、安全向上を図る上で、一層の対応を図るべきと考える点もある。
緊急時の要員召集体制については、四国電力において強化を図ってきている

ものの、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえれば、所内の限られた緊
急対策要員により膨大な作業を行うこととなるため、作業効率の向上を図ると
ともに、所外からの召集要員の強化を検討することが必要である。なお、所外
からの召集に際しては、社員寮等が津波による冠水などで被災した場合、地震
によるトンネル崩落等によりアクセスルートが閉ざされた場合、被害が拡大し

予想以上の要員が必要になる場合等、より厳しい状況を想定し、要員召集体制
の構築等を図るべきである。

全交流電源喪失時における臨時措置による電源の確保は緊急時対策の要であ
る。電源車を各号機に設置し冗長性を有していることは評価できるが、これら
が同一箇所に待機していることについては、共通要因故障を避ける観点から、
1号機及び2号機用の同装置の配置も含めサイト全体で分散配置するなど独立
性を検討すべきである。また、恒設の非常用発電機を設置するなどの多様化を
進めるべきである。

この他、審査の過程で、当院から四国電力に対して、

＞原子炉補助建屋のブローアウトパネルからの浸水対策及び漂流物等に対す
る防護策を講じること（四国電力は、3月末に防護策を実施予定）
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＞伊方発電所3号機北東側の駐車場からの車両の漂流等､津波による漂流物に
対する対策を強化すること（四国電力は、3月上旬に北側の駐車場について
業務上やむを得ない場合を除き駐車禁止済み）

＞伊方町内の召集場所である社員寮から発電所までの召集ルートについて､夜
間、雨天時など、より厳しい状況下での時間評価を行うこと（四国電力は、
3月中に迂回ルート、4月中に夜間。雨天時の踏査を実施予定）

＞補助ボイラ燃料タンクの重油漏えいによる2次災害（火災）に対して消火活
動を実施する要員の増員等の検討を進めること（四国電力は、4月中に要員
の増員を予定）

等について指摘しており、これらについても今後の取組として確実に実施すべ
きである。

（5）当院の見解

当院としては、伊方発電所3号機について、現在の設備や体制によって、東
京電力福島第一原子力発電所を襲ったような設計上の想定を上回る地震や津波
が来襲しても、同原子力発電所事故のような状況に至らせないための対策が講
じられているとともに、四国電力において、更に一層の安全性向上に向け改善
に取り組んでいると評価する。

当院としては、引き続き絶え間なく、四国電力においてこれらの努力が継続
されること、また、検討や対策の必要性を指摘した点について、これらが着実
に実施されることを求める。また、本ストレステストは、現時点での知見をも
とに評価したものであり、新たな知見等が得られた場合には、ストレステスト
を改めて実施することを含め、安全向上への継続的な改善、適切な反映をして
いくことが必要であると考える。更には、本一次評価に留まらず、外部事象に
対する頑健性について炉心損傷後までを含めより総合的に評価を行う二次評価
の着実な実施を求めていく。

当院においても、今後の四国電力における取組の実施状況について、現地に
駐在する保安検査官による継続的な現場確認等を通じ適切に確認していくとと
もに、IAEAからの指摘事項、また、関西電力大飯発電所3号機及び4号機
のストレステスト一次評価に関する原子力安全委員会から示された見解も踏ま
えて検討を進め、ストレステスト二次評価を含む安全評価の実施、安全評価技
術の蓄積を行うことによって、一層の安全性の向上を目指していく。
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表5-1各起因事象の対象設備及び裕度一覧(地震:炉心燃料損傷）

内

※Ss以上の場合､主給水ポンプ､碍子等の設備が必ず損傷に至ると想定する。

表5－2各収束シナリオの評価結果(地震:炉心燃料損傷)
角

※:耐震評価において建屋応答の非線形性を考慮して見直したクリフエッジおよび機器

図表－8

起因事象 設備 裕度(×Ss)

主給水喪失 工学的判断※ 1.00未満

外部電源喪失 工学的判断※ 1.00未満

炉心損傷直結 原子炉建屋,原子炉補助建屋 2.00

補機冷却水の喪失 海水系配管,原子炉補機冷却水系配管 2.08

小破断LOCA
1次冷却材圧力バウンダリ接続

小口径配管
2．08

中破断LOCA SIS高圧低温側注入配管他 2.08

2次冷却系の破断 補助給水系配管 2.08

大破断LOCA 加圧器 2.09

格納容器バイパス 蒸気発生器(内部構造物） 2.14

起因事象
収束

シナリオ

震
度

耐
裕 地震による機能喪失(箇所）

外部電源喪失

成功パス

①

成功パス

②

成功パス

③

1.50Ss※

1.50Ss※

1.50Ss※

非常用所内電源からの給電等

(直流電源装置(充電器盤※）機能損傷）

非常用所内電源からの給電等

(直流電源装置(充電器盤※）機能損傷）

補助給水による蒸気発生器への給水
(タービン駆動(消防自動車等による補助

給水タンクへの給水含む))等

(直流電源装置(充電器盤※）機能損傷）
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格納容器スプレイ
による再循環格納

容農冷却商圧注入による
再循環炉心冷却図
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格納容器スプレイ
による格納容器

除熱

加圧器逃がし弁
による熱放出(手
動･中央制御室）

高圧注入による
原子炉への給水
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電源車による給踊蓄圧注入による
ほう酸水の給水柵馴溌水による蒸

気発生器への給氷

(タービン駆動(消
防自動車等による
補助給水タンクへ

の給水含む)）

主蒸気逃がし弁に
よる熱放出
（手励･現場）

成功
失敗

失敗

｜繍繍瓢へ｜続田失敗＝＝“蕊
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失騏 欄※3炉心損傷に至る可能性の商いパス

※耐震評価において建屋応答の非線形性を考盧して見直した数値および機器

図5－s地震時のク1ノフエッジを示すイベントツIノー(炉心燃料損傷）

数字はSsの倍数で当該機能が喪失する地震動の大きさ
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○斜面の保護状況及び綿密な保守管理O斜面の性状

図
削
ｌ
さ

n
P

I

1

1

1

図5－4設備の設置場所及びアクセスルートの耐性に係る斜面の安定性評価

C斜面形状及び片理面の方向を考慮したすべり安定性解析の再評価

EL""溺燕
緊急安全対策用

いる

ストレステストにおいては、より実状を踏まえ

稲繊化を図る観点から、斜

向を考慮した上で‐想定す
面形状、片理面の方
ぺり面の角度に即し

た適切な解析評置用物性値（岩盤のせん断強
度）を再評価して、すべり安定性解析を実施。

-=□‐

詳細な解析解価用物性値を用いて、周辺斜面の
安定性を評価した結果、酎凄バックチェック解
圃での最小すべり安全率に対して、少なくとも
すぺり安全率1．6（約15蝿の余裕）を確認。

ゞ
一

格子枠(画ツクボルト含む）

設備の設置湯所及びアクセスルートの周辺斜面について､より実状を踏ま
え精綴化しつつ保守性を持たせた解析用物性値(岩盤のせん断強度)に基
づき安定性を評価した結果､すべり安定性(すべり安全率1．6)を有すること
を確認した｡また､当該斜面は、

面表面の保護を確実に実施し篭

性状として堅硬で新鮮な岩盤であること､斜

綿密な保守管理も徹底されていることから、
斜面の健全性は確保されていると考える。

雪雲雲雲 g琴…写翌 凡例

_擁壁一
_格子枠es"職！
：ロックアンカー－
:ロックボルト－－
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社員招集のルート社員招集の仕組み

｜豐直長’ ’
当直長

’ 大津波養報発令連絡

~~－1
繁急安全活動要論

点
計連絡糞瞳_’連絡糞任者●一一一ー一一一一一一

一斉運羅可二茨暴遡所への争舎遮総
’声

ｌ
」
１
１
１
」
庁
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｆ
川
川
卜
』

所貝

大地涯および大津波警報が発令されれば一
白圭出動することとしている =麺E_」|水源確繰班景１

１

電源確保班長

ｌ
「
１
１
、

一

１
１
１
１
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

水源確保班員寵源確保班員

’
図
釧
１
コ

’’

||L=三一雪竿篁一
発滝所屋外32m

四簸九町越寮

！ －．－．－白一一一一一団

［ 発滝所屋外82m

I

’ 単位:（人）要員の所在

’
合計｜
－

142

寮一|アパート’ 社宅･自宅

6伊方町 34102

’保内地区
（八幡浜市）

68322~115
､進路状態良好時､日総歩行遡度での実繍

八幡浜地区
(八幡浜市） l－loolo’’

’一’一’28｜
伊方発砥所技術系要員(四国電力社員）

6232B0

封
秘

一
一
一

…

’

図ら一ら伊方発電所への社員の召集について

ルート

ルート①

ルート②

距離

約10km

約9km

歩行実績※

約1時間35分

約1時間45分
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全交流電源喪失時における要員及び作業項目(地震､津波の重畳時）休日夜間の運転員､緊急安全対策要員及び

参集要員の構成について※’

園
削
１
両 ※1:通報連絡等の要員を除く

※2:居住人員の約30%を想定

谷

※3:緊急安全対策要員応援,※4:参集要員到着まで
※5:2時間後から，※6:参集要員到着までは､緊急安全対策要員(常駐)で対応

図5－6防護措置に係る要員配置等

要員 要員数 作業内容 作業項目

運転員

(8名／3号機）

1名

1名

1名

1名

1名※3

1名※4

｡不要直流電源負荷切離し

･補助給水流量調整

･不要直流電源負荷切離し

･主蒸気逃がし弁開度調整

｡主蒸気逃がし弁開度調整

･蓄圧タンク出口弁閉止

･冷却材ポンプシール戻り隔離弁
等閉止

｡ホイールローダによる瓦礫撤去
作業

｡電源確保

･蒸気発生器への

給水確保

･ホイールローダに
よる瓦礫撤去作

業

緊急安全

対策要員

(1～3号機）
・社員6名

･委託員8名

8名

(社員2名）
(委託員4名）

(運転員2名※5）

6名

(社員1名）
(委託員4名）

(運転員1名※5）

･ケーブル布設､接続
･遮断器操作

･電源車起動

･消防車自動車操作

･ホース布設

･給水

･電源確保

｡蒸気発生器､使用

済燃料ピットへの

給水確保

参集要員

(80名）

7名※6

4名※6

1名

･電源車への給油

･消防自動車への給油

･ホイールローダによる瓦礫撤去

作業

画電源確保

･蒸気発生器､使用

済燃料ピットへの

給水確保

･ホイールローダに

よる瓦礫撤去作
業

運転員
1’2号機中央制御室

3号機中央制御室

11名

8名

緊急安全
対策要員

社 員

委託員(協力会社要員）

3名

8名

小計 3O名

参集要員※2

(技術系要員）

伊方町

保内地区

八幡浜地区

42名

20名

18名

小計 80名
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【運転員(3号機)】

I
’1

ｰ

図
剛
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菌

【運転員(1～3号機全体)】

現場運転員1名

鰯ホイールローダによるがれき撤去作業

（参集要員到着まで）

0--＝－－■■一一＝つｰｰ

亀浦変電所または1825kVA電源車からの給電時に活動する．

運転蕊は『運転総括内規jによる。

必要人員数（［］内は2時間後からの人員数）

１
２
３

＊
＊
＊

図5－フ緊急時対応業務実施体制

騒愈所災害
,対策本部

眉
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０
０
■
、
０
０
０
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日
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．
０
８
日
０
Ｏ
Ｌ

本部長

訓
4■■■■■

消防自動車操作班

使用済燃料ピット

水源確保班

ー

I■■

一

狂
長

4

0

班
長

班
長

I■■

I■■

■■

操
作
員

操
作
員

操
作
員

ー

U■■

一

･柵防耶6柵助朋ホースの峨倫、
現場での取り回し

･水源からのホース取り回し
･消防車による取水、送水
･現栂指揮者との連携

･柵防川ホースの暇佃、製喝酒の
取り回し

･使用砺腱制ピッ}･への注水準筋
･哩嶋での水侭匪仙
･卿jlI制打との進魏

･禰防川ホースの鵬佃、拠錘での
取り回し

･タンクへの注水l騒伽
･タンク水位監視
･哩叫朏椰職との巡挑

5名

[6名］

L がれき撤去斑
■■■

一

鉦
長

一

■■■

｜
織
作
員
一

＝

・水擁陸l雅眺．齢V即袖弗眺．識＊

供給班等の活動”ための道路に
散乱したがれき等の撤去

･現栂摺揮者との遮挑

1名

＊3

＊3

海水供給斑＊1
(1，3号機のみ）

海水供給のための

(1
電源供給班

＊ 1

3号機のみ）

ー

l■■

班
長

班
長
一

■■

■■

操
作
員

操
作
員

I■■

■■■

･箭捌ｲｲの迩倣、i11.蝿

･海水取水耐水811ポンプの絞透、

ホースの取り回し

･海水取水用水中ポンプによる取
水､送水

･確芯所災悲針銅本部との遮鰹

･濡棚Iｲの遡蛎、1臘伽

･海水取水用水中ポンプへのケー
ブル敷股、接緩

･発芯所災害対節本部との連携

電源確保班 I■■
証
長

■■

操
作
員

■■

･迩雌4噸鰹慨、必作
‘仇､11陛芯所から”配進織碓個

（1．3号樋のみ）
・電源供給先へのケーブル敷設
･ケーブルと仇荷との接続
･遮源班給趣
･発峨災害対鯖木部との連携 6名

『R桑1

燃料補給班 I■■

計装班 ＝

I■■
班
長

＝

＝
班
長

ロ■■

中央制御室

’

●通報連絡

③指揮命令

●手順書確認

●現場応援

、パラメータ確認

●現場運転員指示

●蓄圧タンク

出口弁閉止

当直長1名

I

中央運転員2名

現場

ロ

③不要直流電源負荷切離し

⑳主蒸気逃がし弁開度調整

⑬補助給水流量調整

②冷却材ポンプシール戻り隔離弁等閉止

③緊急安全対策要員応援（2時間後から）

現場運転員4名



表5－3各起因事象の対象設備及び耐震裕度一覧(地震:SFPの燃料損傷）

起因事象 設備 裕度(×Ss)

外部電源喪失 工学的判断※ 1.00未満

SFP冷却機能

喪失
工学的判断※ 1.00未満

SFP損傷 SFP 2.00

補機冷却水の喪失 海水系配管,原子炉補機冷却水系配管 2.08

八 ※Ss以上の場合､碍子､SFP冷却系配管等の設備が必ず損傷に至ると想定する。

表5-4各収束シナリオの評価結果(地震:SFPの燃料損傷）

起因事象
収束

シナリオ
耐震裕度 地震による機能喪失(箇所）

外部電源喪失

成功パス

①
1.50Ss※

非常用所内電源からの給電等
(直流電源装置(充電器盤※）機

能損傷）

成功パス

②
2.5Ss

消防自動車等による注水
(消防自動車失敗）

角
※:耐震評価において建屋応答の非線形性を考慮して見直したクリフエッジおよび機器

図表－14
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図5－s地震時のクリフエッジを示すイベントツリー(SFPの燃料損傷）
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プラントレイアウトと津波の襲来方向

2

伊方発電所全休写真伊方発電所所在

図6－1構内配置図
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脱気器建屋

梶

原子炉建屋
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津波襲来方向

1号機

2号機

０
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〔波圧の設定の考え方〕
〔止水対策の充実〕

，一部の扉については､鋼板およびシール材によるコーキング施工を行い、

暫定的な閉鎖運用を実施(D14,D15,D18,D19､D20の扉)。

｡閉鎖運用しない両開き扉についても､扉片側にコーキング施工による止
水処置を実施(D16,D.17の扉)。

蹄
’
0

1 ’ －

D13扉 東日本大震災における津波による
建築物被害の調査を踏まえた暫定

指針（国土交通省策定）（平成23
年11月17日）D17扉

暫定指針を参考に、津波の襲来方
向や建屋レイアウトを考慮して、
浸水口となる扉の波圧を設定

扉（幅0.9m×高さ
2.0m)強度:静水圧
の1.0倍以上

閉鎖板（幅約1.9mx
高さ約2.3m)強度：
静水圧の2.0倍以上

コーキング状；

図
州
Ｉ
ゴ

扉（幅約1.7In×高
さ2.6m)強度:静
水圧の1.0倍以上 波圧の設定(静水圧に対する倍率） 運用対象扉

扉
本
体

静水圧の1.0倍

〔閉鎖板により津波の影響を直接受けない〕r一1:評胸対象区画浸水口
建
屋
外
部
扉

函：閉鎖扉

I
閉鎖D13扉哩認羽田眠

一

(D131

9．f・胆1J

静水圧の2.0倍

〔脱気器建屋により津波の影響は軽減する
が､建屋外部扉のため､暫定指針の①に準じ
る〕

閉
鎖
板

①14WXXO15W) 016 D18

哩
ト
扉

心Ⅱ(020W)－盲でゴ
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表6-1各起因事象の発生に係る設備の許容津波高さ(津波：
炉心燃料損傷）

起因事象 設備 設置場所
許容津波

高さ
備考

主給水喪失 復水ポンプ 屋内 T.P.+10.3m 浸水経路レベル

外部電源喪失 所内変圧器 屋外 T・P.+10.3m 設置レベル

補機冷却水の喪失 海水ポンプ 屋外 T・P.+10.2m 浸水経路レベル

過渡事象 循環水ポンプ 屋外 T.P.+5.5m 設置レベル

表6-2各収束シナ'ノオの評価結果(津波:炉心燃料損傷）

起因事象
収束

シナリオ

外部電源喪失等
成功パス

①

津波影響高
さ

T.P.+14.2m

津波による機能喪失箇所

補助給水による蒸気発生器への給水
(タービン動補助給水ポンプ等の浸水）

図表－20
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図6－5津波時のク'ノフエッジを示すイベントツ'ノー(炉心燃料損傷）
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表6-3各起因事象の発生に係る設備の許容津波高さ
（津波:SFPの燃料損傷）

起因事象

外部電源喪失

補機冷却水の喪失

SFP冷却機能

喪失

設備

所内変圧器

海水ポンプ

使用済燃料
ピットポンプ

設置場所 許容津波高さ 備考

屋外 T.P.+10.3m 設置レベル

屋外 T.P.+10.2m
浸水経路
レベル

屋内 T・P.+14.2m
浸水経路
レベル

表6-4各収束シナリオの評価結果(津波:SFPの燃料損傷）

起因事象 |収雰ナ
外部電源喪失等 I

成功パス

①

津波影

響高さ

一

図表－22

津波による機能喪失箇所

なし

(消防自動車等は十分高い場所に
保管されており津波による影響を

受けない｡）
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消防自動車等は十分高い場所に保管されており、津波による
影響を受けない。なお水源についても淡水タンクは十分高い
場所に設置されており、海水は津波の影響がない状況から使
用することから津波による影響を受けない。

※:破線は一度機能喪失した緩和系は回復しないという前提において､起因事象発生と同時に喪失する成塑パスを示童もの

’数字は当該機能が喪失する津波高さ

図6－6津波時のクリフエツジを示すイベントツリー(SFPの燃料損傷）

起因事象:補機冷却水の喪失

起因事象:SFP冷却機能喪失



表フー1地震と津波の重畳に関するクリフエツジ評価結果
（重畳:炉心燃料損傷）

乱蒋呈乱蒋呈

へ

※:耐震評価において建屋応答の非線形性を考慮して見直したクリフエッジ

表7－2地震と津波の重畳に関するクリフエッジ評価結果
（重畳:SFPの燃料損傷）

角

詞機冷到｣水の喪ラ

ED公士n鎚錨索辻

詞機冷到｣水の喪ラ

ED公士n鎚錨索辻

※:耐震評価において建屋応答の非線形性を考慮して見直したクリフエッジ

図表－24
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起因事象の組合せ
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許容津波高さ

津波

地
震

耐震裕度

2Ss

1.50Ss※

起因事象の組合せ

TR+10.2m 津波高さによらない

許容津波高さ

津波
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図フー1地震と津波の重畳時のク'ノフエッジを示すイベントツリー(炉心燃料損傷）
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タービン動

補 助 給 水 ポ

ンプの起動

及 び 運 転 継

続

補助給水タ
ンクを水鍾と

するS／G

給水による

除熱

2次系純水

タンクを水源

とするs／G

給水による

除黙

電源車 蕊1

(4.500kVA)

からの電源

供給による

余鯛除去系
による冷却

淡水タンクを

水源とする

S/G給水

による除熱

海を水源と

するS／G

給水による

除熱
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失敗 燃遡の重…螺

太線および太字のシナリオについて､燧
料の重大な挽傷を回避できなくなる時点

として､除熟槌能喪失までの継続時間評
価を実施。

エ事計画で対象とした設備

整備済みのアクシデントマネジメント策

緊急安全対策(短期）

イ）

ロ）

ハ）

二）

※1：

設備強化対策(緊急安全対策に係る実施報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備）

平成23年12月22日時点では､1,825kVA×2台を配備済み

図8－s全交流電源喪失から燃料の重大な損傷に至る事象の過程(SFP)
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水による除熱

にる除熱機能またはSFP水浄化冷却系による除熱機能

二） ハ） ハ）

電源車(4,500kVW
からの電源供給に
よるSFP水浄化冷
却系による冷却

【停止時のみ】

淡水タンクを水源と

するSFP給水によ
る除熱

海を水源とするSF

P給水による除熱

状態
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ウラン画プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料は､以下の特徴を踏まえた条件を考慮。
｜，~.~~-~･~~~~一・~.~一~.~~.~~~.~‐･~ー~‐~~.~.~‐‐~'~~‐.~~~~.~~.~.~~.~.~‐~..~~.~.~~~‐~.~.~－1
|1【評価内容(その1)】
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’料を1／4炉心相当装荷した運用を長期に継続した場合を想定｜
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図9－4ウラン風プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料に閨する評価
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壽崖辮蕊蕊蕊織懲艶嘗るため最織紮驫鰐窯段謹雲藷耀鴎崖辮蕊曾欝熱鶏襲艶爵
も早く枯渇する条件(青枠)を選定｡重油(電源車用)については定格運転するため運転状態の差異はない。

1号機
(停止中）(運転中）

【炉心】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､復水タ
ンク水及び2次系純水ﾀﾝｸ水を用いたSGへの給水､5
日目以降は､海水系による余熱除去系を用いた除熱(重
油）

＜必要給水流量＞約21m3/h(初期)→約9ma/h(4
日後）
＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出及び海水
との熱交換

【SFPI
＜冷却手段＞純水サービスポンブによる､2次系純水ﾀﾝ
ｸ水を用いたSFPへの給水(重油)､5日目以降は､純水
サービスポンプ及び消防自動車による淡水タンク水を用
いた姶水(重油､軽油)､重油枯渇(約17．4日後)後は、
消防自動車による淡水ﾀﾝｸ水及び海水を用いた給水
(軽油）

＜必要給水流量＞約2m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

【SFP】
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純水タ
ンク水を用いたSFPへの給水(重油)､7日目以降は､海
水系によるSFP水浄化冷却系を用いた除熱(重油)､重油
枯渇(約17．4日後)後は､消防自動車による淡水タンク
水及び海水を用いた給水(軽油）

＜必要給水流量＞約77m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給及び海水との熱交換

へ

一

2号機
(停止中）(運転中）

【炉心】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､復水タ
ンク水及び2次系純水ﾀﾝｸ水を用いたSGへの給水､5
日目以降は､海水系による余熱除去系を用いた除熱(重
油）

＜必要給水流量＞約21m3/h(初期)→約gm3/h(4
日後）
＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出及び海水
との熱交換

【SFP】
＜冷却手段＞純水サービスポンブによる､2次系純水タン
ク水を用いたSFPへの給水(重油)､5日目以降は､純水
サービスポンプ及び消防自動車による淡水タンク水を用
いた給水(重油､軽油)、重油枯渇(約17．4日後)後は、
消防自動車による淡水ﾀﾝｸ水及び海水を用いた給水
(軽油）

＜必要給水流量＞約2rn3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

ｄ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｍ
Ｎ
４
Ｉ
６
０
０
Ｉ
０
１
１

SFP
I

＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純水タ
ンク水を用いたSFPへの給水(重油)、7日目以降は､海
水系によるSFP水浄化冷却系を用いた除熱(重油)､重油
枯渇(約17．4日後)後は､消防自動車による淡水タンク
水及び海水を用いた給水(軽油）

＜必要給水流量＞約7.8m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給及び海水との熱交換

へ
L

3号機
(停止中）(運転中）

【炉心】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､補助給
水タンク水及び2次系純水ﾀﾝｸ水を用いた給水､5日目
以降は､海水系による余熱除去系を用いた除熱(重油）
＜必要給水流量＞約29m3/h(初期)→約15m3/h(4
日後）
＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出及び海水
との熱交換

’【SFP】
＜冷却手段＞1次系純水サービスポンプによる､2次系
純水ﾀﾝｸ水を用いたSFPへの給水(重油)、5日目以降
は､1次系純水サービスポンプ及び消防自動車による淡
水ﾀﾝｸ水を用いた給水(重油､軽油)､重油枯渇(約17．
4日後)後は､消防自動車による淡水タンク水及び海水を
用いた給水(軽油）

＜必要給水流量｡約9ma/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

’

一ー－－_－_一－一－一二＝二一一

図表－31



表8－1評価条件の選定理由について(全交流電源喪失時)停止中(2/2）
燃料消費と運転状態の関係おいて､軽油(消防自動車用)については給水量に応じて燃料消費量が変化するた
め最も早く枯渇する条件(青枠)を選定｡重油(電源車用)については定格運転するため運転状態の差異はな
い。

《1号機
(停止中）(運転中）

【炉心】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､復水
タンク水及び2次系純水タンク水を用いたSGへの給
水､5日目以降は､海水系による余熱除去系を用いた
除熱(重油）

＜必要給水流量＞約21m3/h(初期)→約9m3/h
(4日後）

＜除熱手段｡主蒸気逃がし弁がらの大気放出及び海
水との熱交換

【SFP】
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純水
タンク水を用いたSFPへの給水(重油)、5日目以降
は､純水サービスポンプ及び消防自動車による淡水タ
ンク水を用いた給水(重油､軽油)､重油枯渇(約17．
4日後)後は､消防自動車による淡水タンク水及び海
水を用いた給水(軽油）

＜必要給水流量＞約2ma/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

【SFPI
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純水ﾀﾝ
ｸ水を用いたSFPへの給水(重油)､7日目以降は､海水系
によるSFP水浄化冷却系を用いた除熱(重油)､重油枯渇
(約17．4日後)後は､消防自動車による淡水ﾀﾝｸ水及び
海水を用いた給水(軽油）

＜必要給水流量＞約7.7m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給及び海水との熱交換

へ

2号機
(停止中）(運転中）

ここ
【炉心】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､復水
タンク水及び2次系純水タンク水を用いたSGへの給
水､5日目以降は､海水系による余熱除去系を用いた
除熱(重油）

＜必要給水流量＞約21m3/h(初期)→約9m3/h
(4日後）

＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出及び海
水との熱交換

【SFP】
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純水
タンク水を用いたSFPへの給水(重油)、5日目以降
は､純水サービスポンプ及び消防自動車による淡水タ
ンク水を用いた給水(重油､讓油)､重油枯渇(約17．
4日後)後は､消防自動車による淡水タンク水及び海
水を用いた給水(軽油）
＜必要給水流量＞約2ma/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

【SFP】
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純水タン
ク水を用いたSFPへの給水(重油)、7日目以降は､海水系
によるSFP水浄化冷却系を用いた除熱(重油)､重油枯渇
(約17．4日後)後は､消防自動車による淡水ﾀﾝｸ水及び
海水を用いた給水(軽油）

＜必要給水流量＞約7.8ma/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給及び海水との熱交換

へ

－一
一

一
一

3号機
(停止中）
山一ー■ やー(運転中）

割
【SFP】「
＜冷却手段＞1次系純水サービスポンプによる､2次系純
水ﾀﾝｸ水を用いたSFPへの給水(重油)､7日目以降は、
海水系によるSFP水浄化冷却系を用いた除熱(重油)､重
油枯渇(約17．4日後)後は､消防自動車による淡水タンク
水及び海水を用いた給水(軽油）
＜必要給水流量＞約19.5ma/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給及び海水との熱交換
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(参考)大飯3号
伊方3号機のRCPポンプ封水系統は､大飯3号

機の系統と設計｡構造が異なっているため､保安
院及び基盤機構では､以下の3項目につき追加検
討を指示した。

一

系統図 浄

｡漏えい量の評価方法の妥当性

｡SBO時におけるシール部の健全性確認

｡SB○時のプラント冷却シナリオの成立性確認 漏えい量

評価結果 ’
約4.8m3/h/RCP約1.5m3/h/RCP

『------..-----.-..----.-．-.-.----..------------.-..--------..--------...--.--島-..-----...-------.-｡-----......---....----...~~~~~~~｡..'~~~~~~~.....．...､一･･‘...．｡~~．．.‘.….．..~~..~~~..~~~｜

｜漏えい量の評価方法の妥当性
｜塔ｼー ﾙ部､パｲパｽｵﾘﾌｲｽ部を通過する流臺について住､根拠輔漣‘顎｡雪j西方藤誰
｜・実機を模擬した実証試験(既往のRCPシールフルスケールモックアップ(伊方3号と基本的構造が同じ)試験)の結果と、｜
i今回漏えい量の評価に用いた方法に当該試験条件を適用した場合の計算結果とを比較することにより､妥当性を確認’
1－一一一一一.._一一一一‘－．－－‘..一一一一一‘.p一一・・・一一一一一一一旬｡一一一一､一・一一一一‘一一一・一一‘－－－－－－･ﾛ･･-.---..---.--－一一一一・・・・1－－－．－．－一一一一一一一一一一一一一一一一一一・一一・一一一'一・'･･一一一一・・・一
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実機を模擬した実証試験(条件:300℃、
16.6MPa､運転停止時を模擬）

バイパスオリフィス部No.2シール部封水戻りライン
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同じ評価方法
で算出
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1次冷却
%)|j (試験結果）

1.09m3/h

(試験(計算結果）
1.14m3/h

漏えい量の評価対象部位 (鈴俸…､15AM塵運庶停止時を螺蜘

図S-61次冷却材ポンプ(RCP)漏えい量評価方法について

No.1シール部通過流量(解析十計算結果;1.5,3/h）
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【試験条件】

SBO発生時のRCPシール部からの漏えい量を考慮したプラント挙動(温度、

圧力)を解析､評価し､それを包絡する条件にて短期および追加試験として長
期の検証試験を実施。（図－1，2）

【試験結果】

I
一

i

【品質調査結果】

oリング製造メーカにおける管理状況の調査を行い､徹底した品質管理が
なされていることを確認。
さらに､伊方発電所に納入された過去5年分のRCPシールOリングおよび今
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図s－7全交流電源喪失時におけるRCPシール部の健全性確認
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【解析結果(主要パラメータ）】
○1次系､2次系圧力変化【解析条件】
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・原子炉出力､原子炉圧力､1次冷却材平均温度等の初期条件は
設計最確値

,・時刻o秒で外部電源喪失の発生を想定し､タービンﾄﾘｯブ､主給水
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図8－9全交流電源喪失時におけるSFPの冷却継続時間（停止中）
（平成23年12月22日時点）
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図9－2最終ヒートシンク喪失から燃料の重大な損傷に至る事象の過程(SFP)
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毎里

へ

燃熱醗鱸謹鰯零熱嬬鵜識霊鵬饗舗購鯛鳩髻働最
も早く枯渇する条件(青枠)を選定｡重油(電源車用)については定格運転するため運転状態の差異はない。

1号機
0ー＝ー

【炉心】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､復
氷ﾀﾝｸ水及び2次系純水タンク水を用いたSGへの

篭驫幾騨鴛;鱒毒”
(4日後）
＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出及び
海水との熱交換

11
1

KSFP】
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純
水タンク水を用いたSFPへの給水､5日目以降は､純
水サービスポンプ及び消防自動車による淡水タンク
水及び海水を用いた給水(軽油）
＜必要給水流量＞約2m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

ローーーー~一一一~~~~＝－－．‐‐
－

1 －

2号機
－(運転中）

【炉心】

… …
び消防自動車による､淡水タンク水及び海水を用い
たSGへの給水(軽油）

＜必要給水流量＞約21fna/h(初期)→約9ms/h
(4日後)→3m3/h(40日後）
＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出

KSFP】
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純
水タンク水を用いたSFPへの給水､5日目以降は､純
水サービスポンプ及び消防自動車による淡水タンク1
水及び海水を用いた給水(軽油）
＜必要給水流量＞約2ma/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

3号機
一

－

【炉心】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､補
助給水タンク水及び2次系純水タンク水を用いたSG
への給水､5日目以降は､海水取水用水中ポンプに

I

よる余熱除去系を用いた除熱
く必要給水流量＞約29m3/h(初期)→約15m3/
h(4日後）

＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出及び
海水との熱交換

－

【SFP】
＜冷却手段＞1次系純水サービスポンプによる､2次
系純水タンク水を用いたSFPへの給水､5日目以降
は､1次系純水サービスポンプ及び消防自動車によ
る淡水タンク水及び海水を用いた給水(軽油）
＜必要給水流量＞約9ma／h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

図表一

(停止中）

＝

【SFPI
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純
水タンク水を用いたSFPへの給水､7日目以降は、
海水取水用水中ポンプによるSFP水浄化冷却系を
用いた除熱

く必要給水流量＞約7.7m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給及び海水との熱交換

一

(停止中）

SFP

＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純
水タンク水を用いたSFPへの給水､7日目以降は、
純水サービスポンプ及び消防自動車による淡水タ
ンク水及び海水を用いた給水(軽油）

|<必要給水流量>約7.8ms/h|<除熱手段＞蒸発分を補給

(停止中）

’

40



表9-1評価条件の選定理由について(最終ヒートシンク喪失時)停止中(2/2）
燃料消費と運転状態の関係おいて､軽油(消防自動車用)については給水量に応じて燃料消費量が変化する
ため最も早く枯渇する条件(青枠)を選定｡重油(電源車用)については定格運転するため運転状態の差異はな
い。

1号機
(停止中）窪蕊

【炉心】
<冷却手段>ﾀーﾝ動補助給水ポﾝプによる､復｜
水タンク水及び2次系純水ﾀﾝｸ水を用いたSGへの給
水､5日目以降は､海水取水用水中ポンプによる余熱
除去系を用いた除熱

;＜必要給水流量＞約21m3/h(初期)→約gm3/h
l(4日後）
|＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出及び海
水との熱交換

【SFP】
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純水
'タンク水を用いたSFPへの給水､5日目以降は､純水
サービスポンブ及び消防自動車による淡水ﾀﾝｸ水及
び海水を用いた給水(軽油）
＜必要給水流量＞約2m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

【SFPI
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純水タ
ンク水を用いたSFPへの給水､7日目以降は､海水取水
用水中ポンプによるSFP水浄化冷却系を用いた除熱
く必要給水流量＞約7.7m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給及び海水との熱交換

へ

｜

’

’|■

2号機
(停止中）(運転中）

【炉心】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､復水
タンク水及び2次系純水タンク水を用いたSGへの給
水､5日目以降は､タービン動補助給水ポンプおよび
消防自動車による､淡水タンク水及び海水を用いた
SGへの給水(軽油）

＜必要給水流量＞約21m3/h(初期)→約gma/h
(4日後)→3m3/h(40日後）
＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出

【SFP】
＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純水
タンク水を用いたSFPへの給水､5日目以降は､純水
サービスポンプ及び消防自動車による淡水ﾀﾝｸ水及
び海水を用いた給水(軽油）

|乏繍鯉識撫､

KSFPj

＜冷却手段＞純水サービスポンプによる､2次系純水タ
ンク氷を用いたSFPへの給水､7日目以降は､純水サー
ピスポンブ及び消防自動車による淡水タンク水及び海水
を用いた給水(軽油）
＜必要給水流量＞約7.8m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

へ

■■
ﾏｰｰｰ巳一一

3号機
(停止中）(運転中） ー一一

一
一

I

KSFP』

＜冷却手段＞1次系純水サービスポンプによる､2次系
純水ﾀﾝｸ水を用いたSFPへの給水､7日目以降は､海
水取水用水中ポンプによるSFP水浄化冷却系を用いた
除熱
く必要給水流量＞約19.5m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給及び海水との熱交換’

図表－41
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〉刀

全交流電源喪失時（地震。津波の重畳）における
緊急安全対策の成立性について

表10-1

1
で作業環境雲屋内の移動

5問題なし短期

図
剛
ｌ
念

更用漬燃料上も

の給水確衙

※1:移動時間
※2:許容時間は号機により異なるため保守側の時間を記載
※3:3号は補助給水タンク(1,2号復水タンク)の枯渇時間(タンク水位は警報設定値等での評価）
※4:停止時SFP水位が通常水位から0.2m低下するまでの時間

安全機能の分類
運転操作。作業のタイミ

ング

具体的な運転操作・作業
内容

アクセスの可否
必要時間

(訓練ベース）
許容時間

電源確保

短期

長期

不要直流電源負荷切離し

電源車のケーブル布設、
接続、起動

電源車への給油（重油）

建屋内の移動で作業環境
も問題なし

安定した高台及び建屋内
の移動で作業環境も問題
なく、時間内に可能

アクセス道路の瓦礫等撤
去時間を考慮しても時間
内に可能

約27分

約2．2時間
(3号）

約3．1時間
(1 2号）

約4．8時間
＋給油時間
(約2．5時間）

30分

5時間

14時間

主蒸気逃がし弁開度調整

補助給水流量調整

冷却材ポンプシール戻り
隔離弁等閉止

長期 蓄圧タンク出口弁閉止
中央制御室での操作であ
り問題なし

約5分 約27時間

短期

短期

消防自動車、ホースによ
る補助給水タンク等への
海水給水

消防自動車への給油（軽
油）

消防自動車、ホースによ
る使用済燃料ピットへの
海水給水

消防自動車への給油（軽
油）

アクセス道路の瓦礫等撤
去時間を考慮しても時間
内に作業が可能

約5．3時間

約4．8時間
＋給油時間
(約0.5時間）

約5．3時間

約4．8時間
＋給油時間
(約O.5時間）

8時間
※2，※3

(1，2号）

9．5時間

10時間
※2，※4

(3号）

11．5時間
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■移動〈中央制御室一インバータ室）約2分

■■■不要直流迩源負荷切り離し操作約15分
■移動(インバータ室一中央制御室）約2分 ’

後には、防災管理者等は発電

着することができると想定し、
第、交代する。

理者等は発電

きると想定し、
不要直流電源
負荷切離し
（3号機）

ぐ
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Ⅱ
Ⅱ
即
即
了
帥
Ⅱ
Ⅲ
即
Ⅲ
Ⅲ
画
帥
叩
Ⅲ
Ⅷ
Ⅷ
Ⅲ
卯

１
１
１

●
■
■
Ｈ
Ｅ
Ｂ
●
９
昌
■
■
■
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
凸
■
■
■
固
．
■
■
■

1号機

約1時間31分（訓練実緬※2）

図
州
ｌ
念

君

I|

Ｂ
Ｂ
Ｕ
６
０
■
■
且
ｆ
■
Ｉ
凸
‐
。
■
■

「
ゴ

約1時I1
1卦
●

i
●

"震綴af ’
急安全対雁蕊員／運転員
直当番鱗員］2名
託員4名
転員2名☆(2時間後から）筐

電源確保対応
(1～3号樅）

2号機

約53分
一 国仲
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源
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保 ｌ
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11

ド保 11

1:辮,，
1柑定の増所に移動・築合．撰況把皿約30分

運転貝／緊急安全対策要災

運転奥1名惨渠要員到藩まで）
委託貝1名(参集要興刑､）

ホイールローダ
による瓦礫撤去作業

（1～3号機） ］［
|鍵”’’ji-卜確爆§電一

ｰ

約4時間49分後

キヨL－
運搬･給油(W'50分）

|’

＞緊急安全対策要員

(参集要員7名）※’
電源車への給油
（1～3号機）

?

|’ト

※1：外部からの要員が参集するまでは、発電所に駐在する緊急安全対策要員にて対応※2：発穂所の当番者数〈相互応援を期待しないケース）で夜間（曇り時）に実施した訓練実績より

図10-2全交流電源喪失時(地震｡津波の重畳)における対応時間(電源確保）

発電所に常駐する

要員で対応

参集要員による

対応
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＝』巍冒当面
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(参集要員4名）※’ lll消防自動車への給油
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※1：外部からの要員が参集するまでは、発髄所に駐在する緊急安全対策要員にて対応※2：発電所の当番者数（相互応援を期待しないケース）で夜間（曇り時）に実施した訓練実績より

図10-3全交流電源喪失時（地震。津波の重畳）における対応時間
(SGへの給水確保、SFPへの給水確保）

．状況把握約10分



表10-2緊急安全対策に係る訓練実績(1/2)

/一、

/へ、

図表－48

訓練内容
訓練実施日

<特記がない堪合は平成23年）
備考

電源車による
電源応急復旧

･300kVA電源車の移動･配置
･給電電路の準備､ケーブル接続､給
電開始

･4500kVA電源車からの中継盤･安全
系母線へのｹー ﾌﾌﾚ接続
･給電電路の絶縁抵抗測定
･電源車起動

･1825kVA電源車からの中継盤･安全
系母線へのｹー ﾌ゙ ﾙ接続
･給電電路の絶縁抵抗測定
･電源車起動

日
日
日

８
８
８

２
２
２

月
月
月

４
４
４

や
命
、

日
日
日

０
９
８

２
１
１

月
月
月

４
４
４

●
ｅ
■
由
■
●

号
号
号

１
２
３

１
１
１

燕
※
※

､6月21日
※2

3号:6月28日

1号211月18日、11月22日
12月22日※2

日
日

２
２

２
２

月
【
月

２
２

１
１

勺
宅

日
日

４
４

２
１

月
月

１
２

１
１

℃
●
由
●

号
号

２
３

※1

２
２

※
※

※1:1～3号機総合･同時訓練にて実施
※2:夜間訓練にて実施

･3号機総合訓練にて実施

※1:1号機総合訓練にて実施
※2:1～3号機総合･同時訓練にて実施

蒸気発生器への
給水確保

淡水タンクからの水補給
(ディーゼル駆動消火ポンプ）

淡水ﾀﾝｸからの水補給
(消防自動車）

海水からの水補給
(可搬型消防ポンプ、 消防自動車）

日
日

９
９

１
１
。

月
月

４
４

。
、
●
●

喝
鍔

3号:4月18日､4月28B
※

1号:4月19日、11月22日
2号:4月19B

3号;4月18日、6月28日

※1

議2

日
日
日

８
８
１

２
２
２

日
賀
月
月

４
４
６

屯
、
、

日
日
日

０
０
８

２
２
１

月
月
月

４
４
４

■
■
ゆ
■
■
■

号
号
号

１
２
３

平成24年1月26日

１
１
２

※
※
※

日
日
日

２
２
２

２
２
２

月
月
月

２
２
２

１
１
１

、
、
、

１
１
１

※
※
※

※:1～3号機総合･同時訓練にて実施

※1:1号機総合訓練にて実施
※283号機総合訓練にて実施

※1:1～3号機総合･同時訓練にて実施
※2:夜間訓練にて実施

使用済燃料ピットへの
給水確保

淡水タンクからの水補給
(ディーゼル駆動消火ポンプ）

淡水タンクからの水補給
(消防自動車）

海水からの水補給
(可搬型消防ポンプ、 消防自動車）

日
日

９
９

１
１

月
月

４
４

？
●
●
●

号
号

１
２

3号:4月18日､4月28日
※

1号:4月19日、11月22B
2号:4月19日

3号:4月18日､6月28日

※1

※2

日
日
日

８
８
１

２
２
２

月
一
月
月

４
４
６

勺
、
守

日
日
日

０
０
８

２
２
１

月
月
月

４
４
４

●
●
●
●
申
■

号
号
号

１
２
３

１
１
２

※
燕
※

日
日
日

２
２
２

２
２
２

月
月
月

２
２
２

１
１
１

、
、
、

１
１
１

識
※
燕

※:1～3号機総合･同時訓練にて実施

※1:1号機総合訓練にて実施
※2:3号機総合訓練にて実施

※181～3号機総合･同時訓練にて実施
※2:夜間訓練にて実施

配電線からの給電 亀浦変電所からの給電
1号:11月18日、11月22日

3号:6月28日※Z

※1 ※1:1号機総合訓練にて実施
※2:3号機総合訓練にて実施

冷却用海水供給

･資機材運搬
(T.Pざ+32m→海水取水箇所）
･ホース敷設および水中ポンプ設置
･ケーブル敷設および変圧器･制御盤
設置

1号:11月18日、11月22日

3号:6月23日､6月28日
※2

※1 ※1:1号機総合訓練にて実施
※2:3号機総合訓練にて実施



侭、

~、

低温停止移行
(蒸気発生器給排水）

計装設備復旧

電源車等への
燃料補給

がれき撤去

夜間

総合

総合
(1～3号機同時）

表10-2緊急安全対策に係る訓練実績(2/2)

訓練内容

･海水ビｯﾄから防火水槽へのホース
敷設､ポンプ設置
･消防自動車から連結送水管へのホー
ス敷設
･消火栓から蒸気発生器へ給水

脱塩水ﾀﾝｸ水位および使用済燃料
ビｯﾄ水位･温度黙視

ドラム缶→300kVA電源車
ガソリン缶→可搬型消防ポンプ等
への燃料補給

ドラム缶→消防自動車等への燃料補
給曜油）

ミニローリー車→電源車※'への燃料補
給唾油）

･走行訓練
･基本動作訓練
･土砂撤去訓練

･300kW電源車による給電
･蒸気発生器への給水確保および使用
済燃料ビｯﾄへの水補給(海水）
･電源車等への燃料補給

･電源車豪および亀浦変電所からの給
電
･蒸気発生器への給水確保および使用
済燃料ビｯﾄへの水補給(海水）
･冷却用海水供給
･電源車等への燃料補給

･300kⅧ電源車による給電
･蒸気発生器への給水確保および使用
済燃料ビｯﾄへの水補給(淡水･海水）
･電源車等への燃料補給

･夜間訓練
･1825kⅦ電源車による給電
･蒸気発生器への給水確保および使用
済燃料ピｯﾄへの水補給(海水）

訓練実施日
(特記がない坦合は平成23年）

1，2，3号:5月6日

1，2，3号:5月6日

1，2，3号:4月20日､平成24年1月26日

3号:4月28日※'、6月21日
※2

1号:11月22日
※1

3号:6月21日※2,6月28日
※3

1号:11月22日
※2

3号:6月28日※3,平成24年2月27日

平成24年
1月11日、1月13日、1月14日

3号:6月21日

1号:11月22日
3号:6月28日

1，2，3号:4月28日

1，2，3号:12月22日

図表－49

備考

※1:1～3号機総合･同時訓練にて実施
※2:夜間訓練にて実施

※1:1号槻総合訓練にて実施
※2:夜間訓練にて実施
※3:3号椴鍵合訓練にて実施

※1:1号槻においては1825kVA電源車､3号
においては4500kVAまたは1825kVA電源車
※2:1号擬総合訓練にて実施
※3:3号機総合訓練にて実施

･ホイールﾛー ダ運転習熟訓練を実施

機

※:1号機においては1825M電源車､3号機に
おいては4500kVA電源車

･1～3号槌同時での緊急時対応総合訓練を実
施

・1～3号機同時、夜間における発電所の
当番者数での緊急時対応総合訓練を実施
・1～3号機全てにおける作業が終了する
までの所要時間は以下のとおり
(はI線実施後の対簸(ケーブル漁時仮接続等)を反映した時
間）

電源車による給電：約3．
海水からの水補給：約5．

1時間
3時間
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表10－3評価条件の選定理由について(地震｡津波の重畳時)運転中(1/2）
燃料消費と運転状態の関係おいて命軽油(消防自動車用)については給水量に応じて燃料消費量が変化する
ため最も早く枯渇する条件(青枠)を選定｡重油(電源車用)については定格運転するため運転状態の差異は
ない。

1号機
(運転中） 一

【炉心】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､復水
タンク水を用いたSGへの給水、タービン動補助給水
ポンプ及び消防自動車による､海水を用いたSGへの
給水(軽油)､5日目以降は､海水取水用水中ポンプ
による余熱除去系を用いた除熱(重油）

＜必要給水流量＞約21rn3/h(初期)→約9m3/h
(4日後）

＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出及び海
水との熱交換

【SFP】
＜冷却手段＞消防自動車による海水を用いた給水
(軽油）

＜必要給水流量＞約2rns/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

2号機
這毎

【煩D】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､復
水タンク水を用いたSGへの給水､タービン動補助給
水ポンプ及び消防自動車による､海水を用いたSG"､
の給水(軽油)※
＜必要給水流量＞約21m3/h(初期)→約9m3/h
(4日後)→3m3/h(40日後）
＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出

【SFP】
＜冷却手段＞消防自動車による海水を用いた給水
(軽油）

＜必要給水流量＞約2m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

※2次栗純水タンクIま耐震Cｸﾗｽのため使用不能であり

(停止中）

’
【SFP】
＜冷却手段＞消防自動車による海水を用いた給水(軽
油）

＜必要給水流量＞約7.7m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給|鐙 一一 一一

(停止中）

【SFP】
＜冷却手段＞消防自動車による海水を用いた給水(軽
油）

＜必要給水流量＞約7.8ms/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

､SG(炉心冷却)へ多くの給水が必要｡また､海水取水用

水中ポンプの配備が完了していないことから､SGへの給水継続が必要。

3号機
こ＝

1里

○一

【顕芯T
<冷却手段>ﾀーピﾝ動補助給水ボﾝプによる､補助｜
給水ﾀﾝｸ水を用いたSGへの給水、タービン動補助
給水ポンプ及び消防自動車による､海水を用いたSG
への給水(軽油)、5日目以降は､海水取水用水中ポ
ンプによる余熱除去系を用いた除熱(重油）

＜必要給水流量＞約29ma/h(初期)→約-I5m3/
h(4日後）
＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出及び海
水との熱交換

:ISFP】
'＜冷却手段＞消防自動車による海水を用いた給水
(軽油）

＜必要給水流量＞約9ma/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

図表－50

(停止中）



表10-3評価条件の選定理由について(地農津波の重畳時)停止中(2/2）

燃料消費と運転状態の関係おいて､軽油(消防自動車用)については給水量に応じて燃料消費量が変化するため
最も早く枯渇する条件(青枠)を選定｡重油(電源車用)については定格運転するため運転状態の差異はない。

1号機
(停止中）(運転中）

【炉心】
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､復水
タンク水を用いたSGへの給水、タービン動補助給水ポ
ンプ及び消防自動車による､海水を用いたSGへの給
水(軽油)、5日目以降は､海水取水用水中ポンプによ
る余熱除去系を用いた除熱(重油）

＜必要給水流量＞約21rn3/h(初期)→約9m3/h
(4日後）

＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出及び海
水との熱交換

二 P ご - ＆ ‐ 苧 三 一 一 ＝ _ ＝ ず 宣 言 一 一 ＝ ＝ 三 二 二 一 － 二 = 一 - 二 三 一 一 一 一 ． 一 二 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一

【SFP】
＜冷却手段＞消防自動車による海水を用いた給
水(軽油）．

＜必要給水流量＞約7.7m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

ーー一一一＝~一一一一一~ー一二ｰ一-一一一←

【SFP】
＜冷却手段＞消防自動車による海水を用いた給水
(軽油）

＜必要給水流量＞約2m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

へ

I

2号機
(停止中）這迩男

賑芯r－
＜冷却手段＞タービン動補助給水ポンプによる､復水
侯ﾝク水を用いたSGへの給水、タービン動補助給水ポ
ンプ及び消防自動車による､海水を用いたSGへの給
水(軽油)※
＜必要給水流量＞約21m3/h(初期)→約9m3/h
(4日後)→3m3/h(40日後）
＜除熱手段＞主蒸気逃がし弁からの大気放出

１
１
１
－

【SFP】
＜冷却手段＞消防自動車による海水を用いた給
水(軽油）

＜必要給水流量＞約7.8m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

【SFP】
＜冷却手段＞消防自動車による海水を用いた給水
(軽油）

＜必要給水流量＞約2m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

へ

I

※2次系純水タンクは耐震Cクラスのため使用不能であり､SG(炉心冷却)へ多くの給水が必要｡また､海水取
水用水中ポンプの配備が完了していないことから､SGへの給水継続が必要。

3号機
(停止中）(運転中）

《
Ｌ
■
ト
ー
リ
－
Ｊ
．
ｈ
Ｉ
Ｐ
ｒ
ｌ
ｌ
ト
ー
Ⅱ
９
日
Ⅱ
１
．
１
１
‐
‐
ｌ
■
Ｉ
ｑ
▲

■
[SFPl

＜冷却手段＞消防自動車による海水を用いた給
水(軽油）

く必要給水流量＞約19.5m3/h
＜除熱手段＞蒸発分を補給

図表－51
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表10-4地震、津波及び地震“津波の重畳時における炉心
及びSFP冷却継続時間の評価結果

クリフ

エッジ

冷却

継続

時間

炉心及

"SFP

炉心

SFP

地震

地震

1.50Ss*1

約14.6日後

約18.6日後*2

津波

津波高さ

T・P.+14.2m

約14.6日後

約36.1日後*3

*1:耐震評価において建屋応答の非線形性を考慮して見直したクリフエッジ。
*2:プラント停止時の評価結果であり､プラント運転時は約23.5日後となる。
*3:プラント停止時の評価結果であり､プラント運転時は約42.1日後となる。

図表－52
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全交流電源喪失と最終ヒートシンク喪失の重畳
（地震｡津波の重畳）

［平成23年12月22日時点］

全交流電源喪失と最終ヒートシンク喪失の重畳

［平成23年12月22日時点］ ’ '’

地籏(1.86xSs)･津波(14.2m)の重丑によるSBO,山HS発生からの時間[日］
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|袖給水ﾀﾝｸ【610,3利用】

'2次蕊純氷ﾀﾝｸ3号【2600,3利用】

電源車[重油］

{鱒瀦蘓鰡職:扇｝
{駕瀧撫琴藤ﾀﾝｸ｝

電源
機能

○電源
機能 １

１
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］曲

凧扇思ふ&““
｜

’
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(耐溌染計cｸﾗｽ）
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刑|割総榊'職補助給水タンク
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2次系純水タンク3号
【利用不可】"1+H

図
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ｌ
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｛
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一℃－●－
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(耐震設計Cｸﾗｽ）
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Ⅲ
炎水タンク

（消防自
淡水ﾀンク誤

(耐騨設計Cクラス） 【利用不可】
炉心

除熱
機能

炉心
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械能

-2次課
棺溜

蝿幸|塁鐡蝿土‘
全澗所隅葡蝿濁より

単寧學i隅桝111叩
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１
１

海水
（消防自動車[軽油]を利用）

○

I

翻黙Ｉ||~’
■■I
＝

海水取水用水中ポンプ起動※3
（電源車[重油]を利用）

海水取水用水中ポンプ起動※2
（遜源車睡油]を利用）〃

一
一日蔭 ’

○一雲潭~-ずご菫更を幸亨弱衝麺観侭

|’ 罫剛ﾛﾖ毒園隅唾醗

金
約17.4日後 約14.6日後

※3:海水ポンプは使用できないが､設嚇強化対策として配備した海水取水用水中ポンプ
を使用することで余熱除去系による炉心冷却が可能。

※1:報告書提出時点(9月80B)における全交流電源喪失と最終ヒートシンク喪失の重畳の
評価は､約10.7日後である。

※2:海水ポﾝブは使用できないが､設備強化対策として配備した海水取水用水中ポﾝブ
を使用することで余熱除去系による炉心冷却が可能。

図10－4地震"津波の重畳時における炉心の冷却継続時間
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)#報告書提出時点(9月30日)における全交流電源喪失と最終ヒートシンク喪失の重畳の評価は､約8
2日後である。

図10-5地震･津波の重畳時におけるSFPの冷却継続時間(運転中）
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海水取水用水中ボﾝ起動※8
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［利用不可】

海水取水用水中ボﾝプ起動※2
（電源亜[璽油]を利用）

IIIIIII:

丁
約38.5日後

※1：報告書提出時点(9月30B)における全交流電源喪失と最終ヒートシンク喪失の重畳の
評価は､約10.7日後である。 ※3：設備強化対策として配備した海水取水用水中ポンプは､SFP水浄化冷却系が耐窪B

，クラスのため利用不可。

※2：海水ポンプは使用できないが鴎設備強化対策として配備した海水取水用水中ポンプを使用
することでSFP水浄化冷却系によるSFP冷却が可能。

図10-6地震。津波の重畳時におけるSFPの冷却継続時間（停止中）
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表11－1安全機能別のAM策、緊急安全対策等の整備状況
機能

原子炉

の停止

機能

炉心

冷却

機能

放射性

物質の

閉じ込

め機能

安全

機能の

サポー

卜機能

AM策

①手動原子炉トリップ

②緊急ほう酸注入

③緊急2次系冷却

④緊急2次系冷却の多様化

①代替注入

②2次系強制冷却による低圧注入

③2次系強制冷却による低圧再循環

④2次系強制冷却によるサンプ水冷却

⑤水源補給による注入継続

⑥代替格納容器気相冷却

⑦1次系注水。減圧

⑧代替給水

⑨2次系水源補給

⑩フィードアンドブリード

⑪主蒸気ダンプ系の活用

⑫代替再循環

⑬格納容器内自然対流冷却

⑭代替補機冷却

⑮クールダウン＆リサーキュレーション

①代替格納容器気相冷却

②格納容器手動隔離

③格納容器内自然対流冷却

④格納容器内注水

⑤1次系強制減圧

①電源復旧

②直流電源確保

③補機冷却水系回復

④代替制御用空気供給

⑤代替補機冷却

⑥号機間電源融通

緊急安全対策等

■ S/Gへの給水確保

■ SFPへの水補給(注）

･水素爆発防止対策（全

交流電源喪失時のア
ニュラスの排気）

･電源車等による電源応

急復旧（電源車の配備、
外部電源の多様化）

･代替海水供給

(注)SFPへの給水を継続するものであり、格納容器機能喪失防止に直接的に関与するものではない。

図表－56
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－2炉心損傷に係るイペントツリーと防護措置の関係表 11

図
釧
１
９

ECCSが自動起動しない場合および高圧注入系の代替として充てん系が使用できる場合の防瞳措置として有効である。
ECCS再循環機能復旧の時間余裕を確保するための防腫措置として有効である｡・

蒸気発生器を介した2次系からの除熱を継綴するための防瞳措置として有効である。

蓄電池を効果的に利用するための防鯉措置として有効である。
低温停止状態まで冷却するための防鯉推置として有効である。

空気作動弁の作動等、制御用空気が要求される場合の防睡措置として有効である。

１
２
３
４
５
６

※
※
※
※
※
※

’

機能 目的 瞳麓措置
大破断
LOCA

中破断
LOCA

小 破 断
LOCA

余燃除去系
隔離弁
LOCA

蒸気発生
器伝熱管

破鏡
AⅧS

主給水
喪失

2次冷却
系の破断

過渡事象 手動停止
外部電源

喪失
補機冷却
水の妥失

原子炉の
停止機能

制御棒挿入の
代替

2次系による
炉心冷却の代替

手動原子炉トリップ

緊急ほう酸注入

緊急2次系冷却

緊急2次系冷却の多様化

○

○

○

○

炉心冷却
機能

ECCS注入

の代替

ECCS再循環
の代替

格納容器
スプレイ の代替

1次冷却材
漏えい箇所の
隔離の代替

2次系による
炉心冷却の代書

代替注入※1

2次系強制冷却による低圧注入

主蒸気ダンプ系の活用

2次系強制冷却による低圧再循環

水源補給による注入継貌※2

主蒸気ダンプ系の活用

代替再循環

代替補機冷却

2次系強制冷却によるサンプ水冷却

代替格納容器気相冷却

主蒸気ダンプ系の活用

格納容器内自然対流冷却

1次系注水・減圧

クールダウン＆リサーキュレーション

代替給水

2次系水源補給※3

フィードァンドブリード

主蒸気ダンプ系の活用

S/Gへの給水確保

0

0

◎

○

○

○

○．

○

◎

0

○

。

○

○

○

○

0

0

。

○

○

。

0

0

0

○

0

○

○

○

◎

◎

◎

◎

1O

0

◎

0

◎

0

○

0

0

◎

0

○

○

◎

◎

○

O .

。

0

。

■

◎

0

0

○

0

○

○

○

○

0

0

◎

○

○

○

○

0

0･

0

○

○

O･

0

◎

0

安全機能の
サポート
機能

非常用電源の
代替

補機冷却水の
代雷

御
代

制
の

空気

電源復旧

直流電源確保※4

号機間電源融通

電源車等による電源応急復旧

補機冷却水系回復

代替補機冷却

代替海水供給※5

代替制御用空気供給※6

◎

○

○

0

○
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樫能 目的 防礎錯雷 カテゴリ1 カテゴリ2 カテゴリa カテゴリ4 カテゴリ5

炉心冷却
織能

ECCS再循琿の代替

格納容器スプレイの代替

代替再循環

2次系強制冷却によるサンプ水冷却

代替格納容器気相冷却

主蒸気ダンプ系の活用

格納容器内自然対流冷却

○

。

○

○

○

。

0

。

○

0

0

○

0

○ ○

○

0

放射性物質
の閉じ込め
磯能

格納容器スプレイの代替

2次系による炉心冷却の代替、
1次冷却材漏えい箇所の隔離の代替

格納容器隔離の代替

水素爆発防止

代替格納容器気相冷却

格納容器内自然対流冷却

格納容器内注水

､1次系強制減圧

格納容器手動隔離

水素爆発防止対策

(全交流電源喪失時のアニュラスの排気）

○ ○ ○ ○

○・ ○ 。 0

○ ◎ 0 0

0． ○

.。 ◎ ○ ◎

格納容器外に水素が漏えいした場合の防塵措置として有効である。
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